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序 文 

 

ラオス国は、1986 年の「新思考（チンタナカーン・マイ）」政策導入後、自由化を進める政策を打

ち出し、経済面では、「新経済メカニズム（New Economic Mechanism：NEM）」を導入し、経済開放化、

市場経済化を柱とした改革を実施しています。また、1997 年には東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟

を果たし、さらに将来的には WTO 加盟を目指すなど国際的枠組みへの参加を推進しています。 

これに伴い、市場経済化を促進するための法整備が進められ、現在までに約 80 の法律が制定され

ましたが、市場経済化のために必要となる基礎法は十分に整備されておらず、存在する法律も体系化

されていません。また、立法手続は効率的でなく、法の運用に関しても、統一性及び迅速性に欠ける

のが現状であり、これらの問題の背景には、法曹分野における人材不足が大きな課題として存在して

います。 

我が国はこれを支援するため、1999年より法整備分野における専門家派遣、研修員受入等の協力を

開始し、2003年５月から2008年３月にかけて、司法省・最高人民裁判所・最高人民検察院を対象とし

た「法整備支援プロジェクト」を実施し、法務・司法関連職員の執務マニュアルの作成や人材育成に

かかる協力を行ってきました。 

そのような背景のもと、2008 年に、ラオス国司法省から我が国に対して｢司法学校人材育成強化プ

ロジェクト｣の要請があったことを踏まえ、2009 年から 2010 年にかけて、基礎情報収集･確認調査及

び協力準備調査を行い、ラオスにおける法･司法分野の人材育成の現状と課題、今後の支援の方向性

について調査･検討を行い、ラオス側関係者との協議を重ねました。調査の際には、カウンターパー

ト機関となる司法省・最高人民裁判所・最高人民検察院・ラオス国立大学と共に、民法・民事訴訟法・

刑事訴訟法にかかるワークショップを開催し、プロジェクト活動や成果品として想定される「モデル

教材」のイメージを共有するとともに、活動内容や実施体制についての方向性を確認しました。本プ

ロジェクトは、カウンターパートが多岐に渡るため、調査やワークショップを行い、関係者間の情報

共有や意思の疎通を図りましたが、右調査の結果、2010 年６月に先方関係機関とＲ/Ｄを締結し、2010

年７月より案件が開始することとなりました。 

本報告書は、上記調査団の調査結果と、それに基づくＲ/Ｄ等を取り纏めたものであり、今後のプ

ロジェクトの実施にあたり、広く活用されることを願うものです。 

終わりに、これらの調査にご協力とご支援をいただいた内外関係各機関の方々に心から謝意を表す

るとともに、引き続き本プロジェクトに対する支援をお願い申し上げる次第です。 

 

 

平成 22 年８月 

 独立行政法人国際協力機構 

                         公共政策部長 中川 寛章 
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 22年５月 

担当部・課：公共政策部法・司法課 

１．案件名 

国名： ラオス人民民主共和国 

案件名：法律人材育成強化プロジェクト 

Project for Human Resource Development in the Legal Sector  

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

ラオス国において、ラオス民法・民事訴訟法・刑事訴訟法の法理論および法の執行

や運用にかかる実務上の問題が分析された「モデル教材」を作成し、法務・司法関係

機関および法学教育機関関係者がその教材を活用することにより、ラオスの法学教

育・研修・実務を改善するための基礎的能力を取得することを目的とする。 

 

（２） 協力期間 

2010 年７月～2014 年６月（４年間） 

 

（３） 協力総額（日本側） 

3.1 億円 

 

（４） 協力相手先機関 

司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大学 

 

（５） 国内協力機関 

法務省 

日本弁護士連合会 

国内支援委員会（慶應義塾大学、名古屋大学、大阪大学他） 

 

（６） 裨益対象者及び規模 

ラオス国の法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員から構成される

ワーキング・グループメンバー約 60 名及び所属機関関係者 



３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ラオス国は、1986 年の「新思考（チンタナカーン・マイ）」政策導入後、自由化を

進める政策を打ち出し、経済面では、「新経済メカニズム（New Economic Mechanism：

NEM）」を導入し、経済開放化、市場経済化を柱とした改革を実施している。また、1997

年には東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟を果たし、さらに将来的には WTO 加盟を目

指すなど国際的枠組みへの参加を推進している。 

これに伴い、市場経済化を促進するための法整備が進められ、現在までに約 80 の法

律が制定されているが、市場経済化のために必要となる基礎法は十分に整備されてお

らず、存在する法律も体系化されていない。また、立法手続は効率的でなく、法の運

用に関しても、統一性及び迅速性に欠けるのが現状であり、これらの問題の背景には、

法曹分野における人材不足が大きな課題として存在している。 

ラオスにおける法曹人材の現状は、まず、大学等の法学教育においては、法律科目

の講義は条文の説明が行われるだけであることが多く、法理論が体系的に説明されて

おらず、また、条文と実務上の問題とが関連付けられていない。この結果、学生は、

法理論の裏付けがなく、かつ実務上の問題と結び付けられることのない表面的な条文

を理解するにとどまっている。また、実務家は、自らの実務を法理論と結び付けて考

えるための情報や機会に恵まれておらず、教育・研修機関で行う実務教育も、実務家

が自らの経験に基づく独自の理解を説明することが中心となっており、ここでも実務

上の問題と法理論とが結び付けられて説明されることはない。このような結果、法理

論の裏付けがなく、時として条文からも乖離した実務が行われているため、一貫性の

ない法の運用や執行が行われているのが現状である。 

本案件は、ラオスの法務・司法関係機関及び法学教育・研修機関が、法理論や実務

上の課題を発見・分析する能力を向上し、ラオス法の法体系を発展させつつ、法学教

育や実務研修の改善および法律実務の改善につなげることを目指すものである。すな

わち、関係機関（司法省（法科大学含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオ

ス国立大学）がそれぞれの知見や経験を持ち寄り、組織横断的に課題の分析や共同作

業を行い、法理論と実務上の問題とがリンクした教材を作成することを通じて、関係

機関及びその職員・教員が法学教育・研修や実務を改善する能力を身につけることを

目標としている。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

ラオス国は、「社会経済開発５ヵ年計画（2006年～2010年）：Strategic Plan to Develop 

Governance」において、法の支配の更なる促進を目標に掲げている。また、当該分野

の政策として、司法省は「リーガルセクターマスタープラン」を作成しており、法・

司法制度の構築を目指して、①法制度整備、②法・司法関係機関の組織能力強化、③

法・司法関係機関職員の人材育成、④法令データベース・情報発信の強化および市民

参加、⑤基本的インフラ整備、を実施することを掲げており、本案件は、②法・司法

関係機関の組織能力強化及び③法・司法関係機関職員の人材育成に資するものであ



る。 

 

（３）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け 

2008 年１月の第 13 回海外経済協力会議において、法制度整備支援を援助の重要分

野の一つとして戦略的に進めていくべきであることが合意され、これに基づき 2009

年４月に策定された法制度整備支援基本方針において、ラオス国は支援重点国の一つ

と位置づけられている。 

また、法整備分野での支援は、JICA の対ラオス国別事業実施計画の援助方針におい

て、重点課題の一つである「行政能力の向上及び制度構築」に寄与するものであり、

本プロジェクトは、特に市場経済化に向けた法制度整備のための人材育成及び組織能

力強化に資する案件として位置づけられている。 

４．協力の枠組み 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

プロジェクト目標： 

ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関および所属職員・教員が、ラオス民法・

民事訴訟法・刑事訴訟法についての理論と実務を体系的に分析し、分析結果を法学教

育・研修・実務に活用する基礎的能力を取得する。 

 

指標： 

・法務・司法関連機関及び法学教育機関の講義や研修、又は実務において、モデル教

材が活用される。 

・ 理論と実務を関連付けて分析することを理解している、法務・司法関連機関及び法学

教育機関関係者の数が増加する。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

上位目標： 

ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員が、理論と実務の

体系的な分析を踏まえた法理論研究を発展させ、法理論に基づいた実務の改善に取り

組む。 

 

指標： 

・体系的に法理論及び実務が記述された法律書の数が増加する。 

・体系的に法理論及び実務が記述された法律書が法学教育の教材として活用される。

・法務・司法関係機関が行う研修において、体系的に法理論と実務が記述された法律

書が教材として活用される。 

・実務上の問題を踏まえて成立した法案が増える。 

・実務上の問題が生じたときに参照できる執務参考資料の数が複数冊増加する。 

・法律問題に関する事例集の数が各機関において複数冊増加する。 



 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

成果０： 

司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大学

の職員・教員により形成されたワーキング・グループが適切に設立される。 

 

活動： 

(０-１) ワーキング・グループが、モデル教材開発・教訓とりまとめ活動を進める。

(０-２) 司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国

立大学が、協調してモデル教材開発・教訓とりまとめ活動の進捗を管理する。

 

成果１： 

ラオス民法（１－１）、民事訴訟法（１－２）、刑事訴訟法（１－３）について、法

理論と実務上の問題が体系的に分析され、その結果をまとめた「モデル教材」が、ワ

ーキング・グループによって開発される。 

 

活動： 

(１-１-１) 民法ＷＧが日本人専門家とともに、民法の代表的な論点から構成された

問題及び回答例（関連する条文の指摘・趣旨・要件効果と論点説明・実務例

説明）から構成される「問題集」（仮称）を作成する。 

(１-１-２) 民法ＷＧが日本人専門家とともに、モデル教材開発に関する具体的計画

及び執筆要項（①作成趣旨、②執筆項目抽出・整理、③調査研究・執筆分担、

④対象者、⑤調査研究・執筆上の留意点等）を作成する。 

(１-１-３) 民法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに法令の沿革及び裁判

例等実務に関する基礎情報を収集する。 

(１-１-４) 民法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに法令に関する基礎的

な法理論を研究する。 

(１-１-５) 民法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに基礎的な法理論に基

づき、裁判例等実務に関する問題を分析・検討する。 

(１-１-６) 民法ＷＧが日本人専門家とともに、モデル教材を執筆する。 

(１-１-７) 必要に応じてワーキング・グループメンバー以外の法務・司法関係機関、

法学教育機関の所属職員・教員に情報収集もしくは意見交換を行なう。 

(１-１-８) 上記活動により抽出・整理された教訓が取り纏められ、モデル教材に反

映される。 

(１-１-９) 必要に応じ、編纂委員会1が行う「モデル教材」の編集作業に協力する。

(１-２-１) 民事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、「手続・法令チャート」（仮称）

を作成する。 

                                                   
1 編纂委員会とは、司法省、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス国立大学の有識者で

構成される、関連書籍や冊子等の内容承認を行うためのアドホックな委員会である。 



(１-２-２) 民事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、モデル教材開発に関する具体

的計画及び執筆要項を作成する。 

(１-２-３) 民事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに法令の沿革及

び裁判例等実務に関する基礎情報を収集する。 

(１-２-４) 民事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに法令に関する

基礎的な法理論を研究する。 

(１-２-５) 民事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに基礎的な法理

論に基づき、裁判例等実務に関する問題を分析・検討する。 

(１-２-６) 民事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともにモデル教材を執筆する。 

(１-２-７) 必要に応じてワーキング・グループメンバー以外の法務・司法関係機関、

法学教育機関の所属職員・教員に情報収集もしくは意見交換を行なう。 

(１-２-８) 上記活動により抽出・整理された教訓が取り纏められ、モデル教材に反

映される。 

(１-２-９) 必要に応じ、編纂委員会が行う「モデル教材」の編集作業に協力する。 

(１-３-１) 刑事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、「手続・法令チャート」（仮称）

を作成する。 

(１-３-２) 刑事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、モデル教材開発に関する具体

的計画及び執筆要項を作成する。 

(１-３-３) 刑事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに法令の沿革及

び裁判例等実務に関する基礎情報を収集する。 

(１-３-４) 刑事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに法令に関する

基礎的な法理論を研究する。 

(１-３-５) 刑事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともに、執筆項目ごとに基礎的な法理

論に基づき、裁判例等実務に関する問題を分析・検討する。 

(１-３-６) 刑事訴訟法ＷＧが日本人専門家とともにモデル教材を執筆する。 

(１-３-７) 必要に応じてワーキング・グループメンバー以外の法務・司法関係機関、

法学教育機関の所属職員・教員に情報収集もしくは意見交換を行なう。 

(１-３-８) 上記活動により抽出・整理された教訓が取り纏められ、モデル教材に反

映される。 

(１-３-９) 必要に応じ、編纂委員会が行う「モデル教材」の編集作業に協力する。 

 

指標： 

モデル教材に以下の内容が含まれている。 

・ 実際の事例や裁判例等の具体的なケースが、条文及び法理論に関連付けられて分

析されている。 

・ 不明確な条文について、その適用される場合が分析されている。 

・ 不明確な適用した場合にどうなるかが明確でない条文について、その適用された

結果がどうなるかが分析されている。 

・ 関連する条文同士の関連性が分析されている。 



・ 適切に適用できる条文がない（法律が実務に追い付いていない）場合について、

分析がなされている。 

・ 実務家向けに、正確な手続の説明がある。 

・ モデル教材開発過程で得られた教訓がまとめられている。 

 

成果２： 

ラオスの法務・司法関係機関、法学教育機関及び所属職員・教員に対し、「モデル

教材」の基礎的な活用方法が共有され、内容が普及される。 

 

活動： 

(２-１) ＷＧが、日本人専門家とともに、モデル教材の内容及びモデル教材の作成過

程で抽出・整理された教訓を、法務・司法関係機関及び法学教育機関各職員に

対して紹介するワークショップを開催する。 

(２-２) ＷＧが、日本人専門家とともに、モデル教材を活用した模擬講義セミナーを

開催する。 

 

指標： 

・モデル教材が法務・司法関係機関、法学教育及び所属職員・教員に関係機関に最低

１セットずつ配布されている。 

・法務・司法関係機関、法学教育及び所属職員・教員向けに、モデル教材の内容及び

活用方法の共有及び普及を目的としたワークショップやセミナーが年に複数回開

催されている。 

 

（３） 投入（インプット） 

①日本側（総額約 3.1 億円） 

長期専門家（法・司法分野人材育成、民法/民事訴訟法、業務調整/援助協調） 

短期専門家（民法、民事訴訟法、刑事訴訟法他） 

アドバイザリーグループ（民法、民事訴訟法、刑事訴訟法） 

本邦研修等 

 

②ラオス国側 

プロジェクト・ダイレクター 

プロジェクト・マネジャー 

マネージング・コミッティメンバー 

ワーキング・グループメンバー 

プロジェクト・オフィス 

ワークショップ、セミナー、会合用の会議室 

その他日本側の負担しないプロジェクト経費 

 



（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

１) 前提条件 

・ワーキング・グループメンバーが変更されない。 

２) 成果（アウトプット）達成のための外部条件 

・ワーキング・グループメンバーのワークロードが適切に調整される。 

・ワーキング・グループメンバーの大幅な異動がない。 

・活動に必要となる判例等の情報が関係機関から入手できる。 

３) プロジェクト目標達成のための外部条件 

・教育省等の他機関との関係で、「モデル教材」を活用できない事態が生じない。 

４) 上位目標達成のための外部条件 

・リーガルセクターマスタープランが変更されない。 

 

５．評価５項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本案件は、以下の理由により妥当性が高い。 

本件は、法・司法関係機関および教育関係機関の職員・教員が、法理論および実務

上の課題を分析する能力を向上させ、その結果を教育・行政・実務に活用することを

目標としたプロジェクトであり、これは、ラオス国が「リーガルセクターマスタープ

ラン」で掲げている「法・司法関係機関職員の人材育成」の目標と合致している。 

一方、日本の援助政策としては、ラオス国・国別援助計画（2009年10月）及びJICA

国別事業実施計画における援助重点分野の一つとして「行政能力の向上及び制度構

築」を掲げており、また、2008年１月の第13回海外経済協力会議において策定された

法制度整備支援基本方針では、ラオス国が支援重点国の一つとされている。 

ラオス国は、法・司法分野の課題として、不明確・統一性に欠ける法体系、不十分

な紛争解決処理、統一性及び迅速性に欠ける法執行、司法及び立法へのアクセスの困

難等の問題を抱えているが、その背景には、法曹人材が不足しているという事情が存

在しており、本件は、そのニーズに対応するプロジェクトである。 

なお、本プロジェクトの立ち上げに際しては、ラオス側の自立性を重視し、活動の

成果品である「モデル教材」の内容や、ラオス側自身が事業を運営管理できる実施体

制につき、参加型ワークショップやJICA-netセミナーを通して協議を重ねており、タ

ーゲットグループである関係４機関のニーズに合致した案件形成が行われている。 

 

（２） 有効性 

本件は、以下の理由により有効性が見込まれる。 

本プロジェクトは、法案起草や法の運用を担う司法省職員、研修を実施する法・司

法関係機関職員、法学教育を行う教員等が、法律を十分に理解し、研究し、運用して

いく基礎的能力を取得できるよう、モデル教材の作成及びそのプロセスによる能力向

上を行い（成果１）、モデル教材を作成する過程によって得られた知識や教訓を普及

セミナーや模擬講義を通して関係者へ発信・普及する（成果２）、仕組みとなってい



る。モデル教材は、実務や法学教育に携わる関係者の課題やニーズからテーマを選定

し、協同研究された内容をまとめたものであり、普及セミナーや模擬講義を開催する

ことで、法曹関係者により自発的に活用される見込みであり、プロジェクト目標は達

成できる可能性が高い。また、本プロジェクトの目標は、モデル教材作成の過程を通

じて法・司法制度の構築に必要となる能力を獲得するところにあるが、得られるべき

能力については、ラオス側と協議を重ね、①裁判例等の具体的なケースが条文及び法

理論に関連付けられて分析される、②不明確な条文について、その適用される場合が

分析されている、③実務家向けに正確な手続の説明がある等、モデル教材に含まれる

べき内容として、成果の指標に整理されている。 

 

（３） 効率性 

本案件は、以下の理由により効率性が高いと見込まれる。 

４年間の協力実施期間内に得られる成果品としては、民法・民事訴訟法・刑事訴訟

法に関しての法理論や実務の課題分析や作成過程における教訓が記載されている「モ

デル教材」が想定されている。本成果は、ラオス国の教育・研修・実務のニーズに合

わせ、法理論の分析や判例研究、また具体的なケーススタディ等の多様な要素を含む

ものであり、法・司法関係機関及び法学教育機関に広く普及されるものである。この

他に、年間約25～40名に対する本邦研修を行う予定であり、本プロジェクト終了時に

は通算で約150名の人材が育成されることとなる。また、本プロジェクトは、本邦研

修や短期専門家派遣に加え、国内支援委員会とのJICA-netセミナーによる活動が重要

となっており、低コストで高い質のインプットを行なえるよう、多様な投入を活用す

る効率的な活動デザインとなっている。 

また、我が国は1990年代から、アジア諸国における法案起草、法曹人材育成、実務

改善等の支援を行っている。ラオス国と社会・政治体制が類似するベトナムにおいて

は、1990年代半ばより法整備支援を実施しており、ラオス国においても、2003年から

2008年に「法整備支援プロジェクト」を実施し、法学教材作成への支援をしていたこ

とから、その経験・教訓を効果的に活用することが期待できる。 

他ドナーとの連携に関しては、SIDA が 2000 年より 2011 年まで、ラオス国立大学法

政治学部を対象に、カリキュラム及び教材開発、法律研修及び教授法研修等の支援を

行なっており、2011 年度以降は United Nations Interregional Crime and Justice 

Research Institute（UNICRI）が本活動を引き継ぐこととなったため、その教訓や成果

品を共有することが期待される。 

 

（４） インパクト 

本案件は、以下の理由により大きなインパクトが見込まれる。 

本プロジェクトにおいては、理論と実務を融合した教材を作成する過程において、

法学理論の研究や実務改善をするため能力を向上させることを目的としており、ラオ

スにおける法制度整備や、司法機関の能力向上の基盤となる人材を育成することに対

して、非常に大きなインパクトが期待できる。本プロジェクトは、民法・民事訴訟法・



刑事訴訟法を対象としているが、これらの基礎法において基本的な分析能力を習得す

ることは、他の法律の理論や実務を改善させる能力を得ることにも通じることであ

り、上位目標であるラオス法理論研究を発展及び法理論に基づいた実務の改善につな

がる案件である。 

また、基礎的な法理論を体系的に扱うモデル教材を作成する過程では、ラオスの実

定法の分析や実務上の問題の洗い出しを行う作業が必要となるが、法案起草や実務改

善等、それぞれの機関が直面している喫緊の課題に対応する際の重要な資料となるた

め、プロジェクト以外の業務にも活用される可能性は高い。さらに、異なる４機関を

巻き込んだ活動を実施するため、教育や研修においてはより実務が反映され、検察や

裁判所においてはより理論に沿った実務が行なわれるなど、機関横断的なインパクト

が見込まれる。なお、ワーキング・グループ活動には、弁護士会や公安も参加するこ

ととなっており、直接的な裨益集団だけでなく他関係機関に対してもインパクトを与

えることが期待できる。 

また、本プロジェクトのワーキング・グループメンバーの約半分は女性であり、ま

た、ワーキング・グループのリーダー６名のうち２名は女性であることから、ジェン

ダーへのプラスのインパクトが見込まれる。 

 

（５） 自立発展性 

本案件は、以下の理由により自立発展性があると見込まれる。 

技術面：プロジェクトによって開発された「モデル教材」が、教育・研修・実務にお

いて活用され、また、その過程で得られた法学研究、課題解決の能力が一定の質を保

ち続けられることがカギであるが、この点に関し、プロジェクト活動の成果品として、

ラオス側の課題に対応したモデル教材を作成・製本し、参加型ワークショップ等を通

じて関係機関の職員・教員に普及する活動が含まれているため、モデル教材を活用し

た法学教育や研修、また実務におけるモデル教材の活用の可能性は高く、このような

活用を通じて理論と実務を結びつけた研究能力、課題解決能力が維持・発展される可

能性が高いと判断される。 

政策・制度面：人材育成はリーガルセクターマスタープランにおいて重要な政策とし

て掲げられている。４年間のプロジェクトを通して、将来中核となる法曹人材の育成

が見込まれるため、プロジェクト終了後も、本プロジェクトのカウンターパートを中

心として、さらなる立法、法制度の整備、人材の育成体制などが自立的に発展されて

いくことが見込まれる。 

組織・財政面：モデル教材の普及や配布に関しては、改定や増刷にかかる費用がラオ

ス側にて確保されること、また、プロジェクト終了後も機関横断的な協力体制が維持

されることに留意する必要がある。 

６．貧困・ジェンダー・環境への配慮 

特になし。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

（１）実施体制 



ベトナム国「法・司法制度改革支援プロジェクト」（2007 年４月～2011 年３月）に

おいて、司法省/司法学院・最高人民裁判所/地方裁判所・最高人民検察院/地方検察

院・弁護士会をカウンターパートとし、法曹・法学関係者が多岐に渡る情報を共有し、

連携を強化できる体制を取ったことを参考にし、本プロジェクトのカウンターパート

機関選定においては、法務・司法関係機関及び法学教育機関である司法省・最高人民

裁判所・最高人民検察院・ラオス国立大学を対象機関とすることとした。 

また、本プロジェクトでは、協力準備調査を通じて、関係４機関の責任体制や連絡

体制につき協議を重ね、ラオス側のオーナーシップを高めることができた。 

 

（２）成果品のイメージ 

ラオス国「法制度整備支援プロジェクト」（2003 年５月～2006 年５月）では、活動

の成果品についてのイメージが関係者間で共有されておらず、プロジェクトの進行過

程で混乱が見られることがあった。そこで本プロジェクトでは、関係４機関の代表者

およびワーキンググループメンバーと共に、参加側ワークショップや JICA-net セミ

ナーを実施し、成果品となる「モデル教材」のタイトル、ターゲット、構成、内容、

作成プロセス等のイメージを事前に共有することで、関係４機関の主体的な参加を促

す取り組みを行った。 

 

８．今後の評価計画 

 2010年12月  運営指導調査 

 2012年７月  中間レビュー 

 2013年10月  終了時評価 

 2018年    事後評価（予定） 

 



  

第１章 総論 
 

ラオス国は、1980年代半ばより、「新経済メカニズム」を導入し、「法の支配」に基づく

市場経済化の進展を目指して法整備を進めてきた。我が国は、これを支援するため、1999年

より、法整備分野における専門家派遣、研修員受入等の協力を開始し、2003年５月から2008

年３月にかけて、法務・司法関連職員の執務マニュアルの作成や人材育成に主眼をおいた技

術協力プロジェクト「法整備支援プロジェクト」（以下「前プロジェクト」という。）を実

施した。 

他方、日本国内の動きとしては、2008年１月の第13回海外経済協力会議において、法制度

整備支援を援助の重要分野の一つとして戦略的に進めていくべきであることが合意され、こ

れに基づいて策定された法制度整備支援基本方針においては、ラオス国が支援重点国の一つ

とされている。 

このような状況の下、2008年度要望調査において、ラオス国司法省に所属する「司法学校」

（原語に忠実な日本語訳としては「法科大学」が適切であるため、本報告書及び添付資料で

は「法科大学」の用語を用いる）に対する支援として技術協力プロジェクト「司法学校人材

育成能力強化プロジェクト」が我が国に要請されたことから、協力の妥当性を判断するため

の基礎情報を収集することを目的に、2009年１月～２月に「ラオス法整備支援基礎情報収集・

確認調査」を実施した。調査の結果、上記要請の内容に基づき法科大学の法学教育の改善を

目的としたプロジェクトを実施することよりも、法務・司法関係機関及び法学教育機関を広

く巻き込み、基礎的な法律学の充実に関する意識づけを行うとともに、それを基に基礎的な

法律学を発展させ、法学教育や実務家に対する研修を改善できるようにすることを目的とし

た協力を行うことが適当であると判断された（第２章参照）。 

基礎情報収集・確認調査の結果を受けて、2009年５月～６月にかけて、第一回協力準備調

査を実施し、カウンターパート機関として想定される４機関（司法省（法科大学を含む）、

最高人民裁判所、最高人民検察院及びラオス国立大学。以下、まとめて「関係４機関」とい

う）とプロジェクト枠組み、実施体制等について協議を行った。その結果、ラオスの法理論

を体系的に解説し、法理論と実務の改善を結び付けて理解することのできるモデル教材を作

成することが適当であると判断された（第３章参照）。 

また、2009年９月には、第二回協力準備調査として民法に関するワークショップを開催し、

プロジェクト活動や成果品として想定されるモデル教材について具体的なイメージを共有す

るとともに、活動内容やラオス側実施体制について協議を行い、関係４機関及び調査団の間

でミニッツの署名を行なった（第４章参照）。 

そして、これら協力準備調査の結果を踏まえ、「法律人材育成強化プロジェクト」が採択

されたことから、2010年３月に協力の枠組みにつき合意するための詳細計画策定調査を実施

し、PDM、POや実施体制にかかる協議を行った。また、本調査においては、活動の具体的なイ

メージを共有することを目的に、民法に引き続き民事訴訟法・刑事訴訟法に関するワークシ

ョップを開催した（第５章参照）。 

 上記調査の結果、2010 年６月に、関係４機関と JICA ラオス事務所にてＲ/Ｄ（添付資料６）
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が締結され、2010 年７月より案件が開始することとなった。 
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第２章 基礎情報収集・確認調査の派遣 
 

２－１ 調査概要 

 ラオス政府から「司法学校人材育成能力強化プロジェクト」が要請されたところ、ラオス

における法曹人材育成に関し、法・司法分野の人材養成機関の種類・相互関係、法科大学の

位置づけ、同校における人材育成の対象・目標とするレベルといった必要な情報が不足して

おり、ラオスの法・司法分野の人材養成に関するニーズや課題、有効な協力の方向性が明確

でないため、支援の対象及び内容、協力のアプローチ等を明確化、具体化するために必要な

情報収集を行うことを目的に、本調査を実施した。 

 

２－２ 調査団構成 

（１） 総括 佐藤直史 JICA 国際協力専門員、弁護士 

（２） 法整備支援 森永太郎 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

（３） 法曹養成 瀬戸裕之 名古屋大学国際開発研究科博士課程 

（４） 協力企画 齋藤克義 JICA 東南アジア第二部東南アジア第七課企画役 

（５） 調査計画 竹内麻衣子 JICA 公共政策部法・司法課兼行政機能課職員 

（６） 法整備情報収集・分析 土生英里 コンサルタント（山口大学経済法学科准教授） 

 

※ 調査に一部同行 

名古屋大学法政国際教育協力研究センター長 鮎京正訓 法学研究科教授（名古屋大学予算） 

法務省法務総合研究所国際協力部 渡部洋子 教官（名古屋大学予算） 

名古屋大学院博士課程 傘谷祐之 氏（名古屋大学予算） 

法務省法務総合研究所 福岡美由紀 専門官（法務省予算） 

 

２－３ 調査日程 

2009 年１月 25日（日）～２月５日（木）(佐藤、森永、齋藤、竹内) 

2009 年１月 25日（日）～２月７日（土）(瀬戸) 

2009 年１月 25日（日）～２月 17日（火）(土生) 

日程の詳細は添付資料２－１のとおり。 

 

２－４ 調査結果 

本調査において収集・確認したラオスの法・司法分野にかかる基礎情報は、添付資料２－

２及び２－３のとおりである。内容が多岐に渡ることから、以下では人材育成に関する事項

に限り、特記する。 

 

（１）ラオスの法・司法分野の人材育成の概況 

１）司法省 

司法省及び司法省傘下の機関（特に地方の機関）において業務に従事する職員の中には、
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法学教育を十分に受けたことのない者も多い。そのため法律に基づいた業務の遂行に支障を

きたしており、これらの職員に法学教育を受けさせることが重要な課題になっている（司法

省としては、法科大学にその役割を期待している）。 

 

２）裁判所・検察院 

裁判官・検察官は、裁判所・検察院の職員から選抜された者が研修を受けるなどした後に

任命される。地方（特に郡レベル）の裁判官・検察官の数は不足しており、法学教育を十分

に受けたことのない者が多い。それらの者に研修、法学教育を受けさせることが重要な課題

になっている。 

 

３）弁護士 

 弁護士は、調査時において 104 名であり、司法関連職員退職者（元裁判官等）と大学卒業

後に弁護士になっている人数の割合は半々程度とのことである。弁護士として業務に着く前

に１年間の研修を実施し、継続教育も UNDP の支援で年１回実施しているが、制度化されたも

のではない。弁護士は司法省の指揮監督下にあり、地位は確立されていない。地方の弁護士

には法学教育を受けたことのない者もいる。 

 

４）大学における法学教育 

 長年、ラオス国立大学法政治学部が法・司法分野の人材輩出の中心的役割を担ってきたが、

現在は、以下に詳述する法科大学のほか、チャンパサック国立大学にも法学部が開設され、

法学を教えている私立大学も２校存在する。 

 

５）各機関が有する研修所における実務教育 

 司法省業務研修所は、独自に行う短期の研修と、法科大学のカリキュラムの改正、学則の

検討を所管しており、2008 年には、短期研修として、郡レベルの事務所職員の研修と執行官

に対する研修を実施している。 

 裁判官研修所は、裁判官補への研修や、地方の裁判所長、書記官への研修を行なっている。 

 検察官研修所は 2008 年度に設立されたばかりであるが、これまでに２回の研修を実施して

おり、検察官、検察職員、さらにテーマに応じ関連職員（森林捜査官、女性児童権利保護局

等）への研修を行っている。 

 いずれの機関も、人的・物的なリソースの制約から、必要と考えている研修を実施できて

いない状況にある。 

 

（２）法科大学に関する特記事項 

１）法科大学の概要 

 法科大学は、法・司法分野の人材養成を目的として、2002 年から 2004 年にかけて、サバ

ナケット（南部）、ルアンパバーン（北部）及びビエンチャン（中部）に設立された司法省傘

下の単科大学である。学生は、高校卒業後入学する者に加え、法務・司法関連機関の職員が
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所属機関の推薦を受け入学するケースも多い。全国の法務・司法機関で働く人材の養成を目

的としていることから、地方推薦（卒業後に当該地方に帰って就職する）による入学制度も

存在する。法務・司法関連機関所属の職員は卒業後それぞれの機関に復職する。高校卒業後

に入学した学生は、卒業後法務・司法関連機関や民間企業に就職する。 

 法科大学設立前は、ラオス国立大学法政治学部がほぼ唯一の法・司法分野の人材養成機関

と言ってよい状態だったが、法科大学の設立により、法務・司法関係機関において業務に従

事する者が「法学教育」を受ける機会は格段に増加したと言えよう。ただし、ここで行われ

ている「法学教育」の質や内容、司法省及び司法省傘下の機関以外の機関からの評価につい

ては、下記のように留保が必要である。 

 

２）法科大学における教育 

 教員は、常勤教員と客員教員とから構成される（それぞれの教員の数は概ね同数である）。

常勤教員の多くが大学卒業後に教員を数年経験しただけである（理論面をブラッシュアップ

する機会にも恵まれていない）のに対し、客員教員は、法務・司法関連機関（司法省、最高

人民裁判所、最高人民検察院等）において長年実務を経験したベテランである。これらの客

員教員は、それぞれの長年の実務の経験をベースに講義を行っており、実務を法理論面から

検証することができていない。また、客員教員は常勤教員を軽視する傾向が見られ、常勤教

員から客員教員に「物が言える」状況にはない。 

 さらに、カリキュラムについても、基礎科目から応用科目へ展開されるという形で構成さ

れておらず、法律科目と並んで書類作成技法といった実務に特化した科目が（時には法律科

目と同等以上の単位数で）存在するなど、法理論を正しく身につけるための教育としては多

くの改善が必要である。 

 

３）法科大学に対する他機関からの評価 

 最高人民検察院は、ラオス国立大学法政治学部の卒業生しか採用しないこととしている（た

だし、地方の人民検察院はそのような制約は設けていない）。また、最高人民裁判所は、法科

大学における理論面の教育に全幅の信頼を置いておらず、裁判官として必要な理論について

自ら教育しなければならないと考えている。 

 

４）法科大学の教育改善への取組み及び支援の要請 

 法科大学は、教科書に関し、３校の法科大学において共通の教科書を作成する計画を有し

ている他、教員の質の改善及びファシリティの改善についての問題意識を有している。法科

大学からは、これらに関する費用の支援について具体的な要望があった。 

 

２－５ 団長所感 

 

（１）法科大学のみに対する協力に関する問題点 

ラオスは、「法の支配」に基づく市場経済化の進展を目指しており、法務・司法関係機関の
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能力の向上は極めて重要な政策課題である。この点、司法省が、これらの機関で働く人材の

養成・育成を行う法科大学の教育内容の改善を指向し、この取組みへの支援要請を行ったこ

と自体は極めて妥当な問題認識を示している。 

しかしながら、現時点で法科大学のみに焦点を当てた協力を開始することには、若干の躊

躇を覚える。理由は以下のとおりである。 

 

１）裨益する範囲 

 上記のとおり、ラオスにおける法・司法分野の人材育成に関しては、様々な機関が多くの

課題を抱えながら改善に取り組んでいるところ、この分野における協力を検討するに当たっ

ては、可能な限り多数の機関・人に成果が裨益することを目指す必要がある。ところが、現

時点で法科大学を取り巻く状況を検討すると、法務・司法関係機関の中には法科大学の卒業

生を積極的に受け入れることに慎重な意見もあり、また、法科大学における教育改善に対し

て積極的に関与する姿勢を示さない機関も存在する。このような状況では、どうしても成果

が裨益する範囲は限定されざるを得ない。 

 

２）法科大学の地位と他機関の協力 

 法科大学における常勤教員と客員教員の力関係のバランスの悪さは上記のとおりであり、

加えて、そもそも客員教員の派遣元である法務・司法関係機関（司法省及び司法省傘下の機

関を除く）に法科大学を軽視する傾向があるため（同様の問題はベトナムにおける司法省傘

下の司法学院と他機関との関係にも見られる）、法科大学の教育内容の改善に対する協力をこ

れらの機関から十分に得られる保障がない。客員教員の派遣元であるこれらの機関による積

極的な関わりは法科大学の教育改善に不可欠であり、これらの機関による協力を得られる形

を検討しなければならない。 

 

３）基礎的な法律学に関する認識 

 現在のラオスの法務・司法関係機関及び法学教育機関は、基礎的な法律学の不十分さが実

務にどのような悪影響を与えているかについて十分な「気づき」がないか、または、その認

識があっても、基礎的な法律学を発展させ、それを教育や研修の場で活用するためのノウハ

ウがない。訪問した各機関の中には、法学教育における基礎的な法律学の充実の必要性に対

する認識が極めて低く、実務に関する目先の技術・ノウハウの研修により問題が解決される

との思い込んでいる機関がある。また、基礎的な法律学の充実の必要性を認識している機関

においても、どのように基礎的な法律学を発展させ、それをどのように教育や研修に活用す

るのかについて、それを検討するための情報もリソースも機会も限られているために、解決

方法を見出せないでいる。このような状況の下、法科大学で現在行われているのは、理論に

裏打ちされた法学教育ではなく、言わば実務家が自分独自のやり方を伝授しつつ、「弟子」を

育てている状況にあると言える。 

 

（２）協力のアプローチの検討 
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上記の問題点を踏まえると、現時点で必要なことは、現状の法科大学の「法学教育」を改

善することよりも、法務・司法関係機関及び法学教育機関を広く巻き込んで、基礎的な法律

学の充実に関するマインドセットを変更し、それに基づいて基礎的な法律学を発展させ、そ

れを教育や研修に活用するための協力を行うことである。 

 まず、法務・司法関係機関及び法学教育機関に対し、基礎的な法律学の不十分さが実務に

どのような影響を与えているか、基礎的な法律学の充実によりどのように実務上の課題の解

決されるのかについての「気づき」を得させることが重要である。これにより、法務・司法

関係機関及び法学教育関係機関が、現在の「法学教育」に対する小手先の改善では根本的な

問題は解決されず、基礎的な法律学の教育を充実させることこそが（一見遠回りに見えても）

問題解決のカギであり、最終的に自分たちに裨益するという認識を持つことができ、これに

向けた積極的な関与も期待しうる。さらに、この「気づき」が法務・司法関連機関全体で共

有されることにより、法学教育や実務研修の改善が、ラオス全体における法の支配の実現に

寄与することとなる。 

 具体的な取組みとしては、実務からフィードバックを得つつ理論と実務を架橋するような

ハンドブックを、法務・司法関係機関及び法学教育機関との共同作業により開発し、これを

法務・司法関係機関及び法学教育機関において教育や研修に活用することが考えられる。ハ

ンドブック作成を通じ、ラオスの実務に照らし、どのように基礎的な法律学を発展させるか

について関係機関と共同で検討することにより、関係機関の職員・教員に基礎的な法律学に

関する知識が蓄積され、それが各機関にフィードバックされることが期待される。このよう

な共同作業はラオスにおける過去の協力においても能力向上の有効な手段であり、また、共

同作業を通じ、基礎的な法律学の発展のための情報やリソースの提供をすることは、法務・

司法関係機関及び法学教育機関のニーズとも一致する。さらに、開発されたハンドブックを、

法務・司法関係機関所属の研修所の研修及び法学教育機関の授業で活用することにより、ラ

オスの実務を踏まえた基礎的な法律学に関する知識が広く学生や関係機関の職員に伝播され、

ひいてはラオスにおける法の支配の確立につながっていくことが期待される。 

 ただし、この協力にあたっては、単に技術・ノウハウを短期間で提供すれば足りるのでは

ないことを十分に認識する必要がある。ラオスの実務家に、長年の経験に基づく考え方を、

根本から改める必要性を理解させることは相当困難な作業であり、粘り強く適切なサポート

を行う必要がある。また、短期間で目に見える成果を得ることは難しく、どのようなアプロ

ーチが適切なのかを慎重に考慮する必要があろう。 

 

（３）民法典に関する司法省の協力要請への対応 

本調査において、司法省から、2008 年の要望調査時にも議題に上がった民法典整備に対す

る支援の希望が再度示された。ラオスにおける民法典の整備は、法の支配に基づく市場経済

化の進展にとって非常に重要なものと考えられる。 

 一方、現時点では明確な立法スケジュールは存在せず、民法典整備に向けた取組みがこれ

から始まる段階であること、及び民法典整備は大規模な作業になることを考えると、上記（２）

に記したアプローチの中で、民法関連ハンドブックの開発等を通じた関係機関の能力向上を

- 7 -



  

行うことにより、将来、民法典の整備が行われる際にインパクトが発現することを期待する

ことが、現時点では適切であろう。 

 

（４）今後の方針 

今回の調査内容で明らかになった点を踏まえ、今後、協力開始に向けて早急に検討を進め

なければならないが、協力開始に先立ち、上記に示した日本の協力の考え方を正確にラオス

側に伝え、事前に十分な相互認識を醸成することが極めて重要である。そのために、さまざ

まなツールを使用し、ラオス側と対話を継続する必要があり、また必要に応じてセミナーを

開催するなどし、日本の協力コンセプト等をあらかじめ把握してもらうことを検討すべきで

あろう。 
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SCHEDULE 
JICA Basic Study Team on Legal and Judicial System, January 25th – February 16th, 2009 

 

Date Time Description 
25 Jan Sun 17:50 

21:10 
Arrival (VN 825):  (8) Ms. Watanabe, (9) Ms. Fukuoka, (10) Mr. Kasaya 
Arrival (TG 692):  (1) Mr. Sasaki (Sato), (2) Mr. Morinaga, (3) Mr. Seto,  

(4) Mr. Saito, (5) Ms. Takeuchi, (6) Ms. Habu, 
26 Jan Mon 9:00 

14:00 
Internal meeting at JICA Office 
People’s Supreme Court:   Mr. Bouathong, 9801200 

27 Jan Tue 9:00 
14:00 

Ministry of Justice (MOJ):   Mr. Nalonglith, 2229006 / Mr. Sornphet, 5698839 
Office of the Supreme Public Prosecutor:   Dr. Keomorakoth, 5519647 

28 Jan Wed 9:00 
14:00 
16:00 

Law School Vientiane:   Mr. Nalonglith, 2229006 / Mr. Sornphet, 5698839 
Lao Bar Association:   Mr. Viengsavan, 2111171 
UNDP 

29 Jan Thu 9:00 
10:30 
14:00 
17:50 

Judge Training Center:   Mr. Bouathong, 9801200 
Prosecutor Training Center:   Dr. Keomorakoth, 5519647 
Judicial Training Center:   Mr. Nalonglith, 2229006 / Mr. Sornphet, 5698839 

Arrival:  (7) Mr. Aikyo (VN 825) 
30 Jan Fri 9:00 

14:00 
15:30 

Faculty of Law and Political Science, NUOL: Mr. Saikane, 2426149 /  Mr. Bounthieng, 5505275 
Embassy of Japan 
Team 1 meets with SIDA and Team 2 meets with MOJ 

31 Jan Sat 9:00 
18:10 

Internal meeting for the Mission 
Departure (VN 840): Ms. Watanabe, Ms. Fukuoka 

1 Feb Sun 9:00 
18:10 

Move to Luang Prabang 09:15-09:55 (QV109) 
Departure (VN 840): Mr. Aikyo, Mr. Kasaya 

2 Feb Mon 9:00 
11:00 
14:00 

 
15:30 

Luang Prabang Law School:   Mr. Phetpaseuth, 5603548/Ms. Duangdokmai, 2353774 
Provincial Office of Justice:   Mr. Souvan, 6003560 
Luang Prabang  District Office of Justice and Provincial Office of Economic Dispute Resolution:    
Mr. Souvan, 6003560 
Village Mediation Unit:  Mr. Bounthong, 6831117 

3 Feb Tue 8:30 
11:00 
13:30 
16:30 

Provincial Court and then District Court:  Mr. Somchin, chief of Cabinet 6032345 
Provincial Prosecutor Dept.:   Mr. Bounleum, Deputy Director 020 5571116 

Move from Luang Prabang to Vientiane 15:00-15:40 (QV101 ) 
Discussion with JICA Office 

4 Feb Wed am 
7:45 

13:30: 

Internal meeting for the Mission 
Ms.Habu: Move to Savannakhet (QV201) 

Provincial Office of Justice & Provincial Office of  
Eco. Dispute Resolution  Mr. Daosadeth, 5965444 

Departure:   
18:10 (VN 840): Mr. Sato; Ms. Takeuchi;  
22:05 (TG 693): Mr. Morinaga; Mr. Saito 

5 Feb Thu 8:00 
14:00 

Savannakhet Law School:   Mr. Sivilay, Director 5955480 
Outhoumphone District Justice:   Mr. Daosadeth, 5965444 

9:00 Mr. Seto to VTE Law School 
Mr. Sadsada, DD 020 6991199 

6 Feb Fri 9:00 
 

14:00 

Provincial Court and Kaisone District Court:   
Mr. Bounlai, D.D / Mr. Kongkeo, Dir 5741204 
Provincial Prosecutor Dept.:   
Mr. Phusagat, Deputy Dir. 5958618 / 041 212135 

 
8:30  Mr. Seto to Faculty of Law 
Mr. Saikane, 2426149 
 

7 Feb Sat am/pm Internal meeting in SVK 
8 Feb Sun 13:00 Move from Savannakhet to Vientiane 15:10-18:35 (QV202) 
9 Feb Mon 9:00 

14:00 
Ministry of Justice (meeting with Minister):   Mr. Nalonglith, 2229006 / Mr. Sornphet, 5698839 
People’s Supreme Court:   Mr. Bouathong, 9801200 

10 Feb Tue 9:00 
14:00 
17:30 

Vientiane Law School:   Mr. Nalonglith, 2229006 / Mr. Sornphet, 5698839 
Office of the Supreme Public Prosecutor:   Dr. Keomorakoth, 5519647 
Lao Bar Association:   Mr. Viengsavan, 2111171 

11 Feb Wed 9:00 
13:30 

National Assembly Secretariat:   Mr. Amphai, 9801071 
Mr. Francesco Straniero, EC 

12 Feb Thu 9:00 
13:30 
15:00 
16:30 

Judge Training Center:   Mr. Bouathong, 9801200 
Judicial Training Center:   Mr. Nalonglith, 2229006 / Mr. Sornphet, 5698839 
Prosecutor Training Center:   Dr. Keomorakoth, 5519647 
Ministry of Justice:   Mr. Nalonglith, 2229006 

13 Feb Fri 8:00 
10:30 

Erick, Sida Advisor, Law Faculty 
Mr. Khamthavong, General Secretariat of LNCCI 

14:00 
 
16:00 

Price Coopers:   Mr. Souvanno, 
Law Sector Manager, 5528698 
Mitsui & Co., Ltd. Mr. Takaoki 

14 Feb Sat am/pm Reporting  
15 Feb Sun am/pm Reporting 
16 Feb Mon 9:30 

14:00 
JICA Laos Office (Matsumoto) 
Embassy of Japan (Ms. Ishikawa) 

16:00 
22:05

Lao Bar Association Mr. Somphone 
Departure (TG693): Ms. Habu 
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件

を
調

停
で

解
決

し
て

い
る

例
が

あ
る

。
・

村
の

調
停

委
員

へ
の

研
修

：
9
,
0
0
1
の

村
に

各
７

人
の

調
停

委
員

が
い

る
が

、
全

て
の

委
員

の
研

修
を

行
う

こ
と

は
困

難

執
行

局

・
未

執
行

数
2
0
0
7
-
2
0
0
8
年

度
の

執
行

す
べ

き
判

決
（

新
規

で
受

け
付

け
た

も
の

と
、

前
年

度
に

受
け

付
け

て
執

行
で

き
ず

繰
り

越
し

た
も

の
）

は
、

全
部

で
5
,
3
0
7
件

。
う

ち
、

民
事

は
2
,
2
0
6
件

で
、

刑
事

は
3
,
1
0
1
件

。
そ

の
中

で
、

当
該

年
度

中
に

執
行

で
き

な
か

っ
た

判
決

は
、

全
部

で
1
,
3
2
4
件

で
あ

り
、

そ
の

う
ち

民
事

が
2
4
3
件

、
刑

事
が

1
,
0
8
1

件
。
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・
執

行
で

き
な

い
原

因
と

し
て

は
、

判
決

文
が

不
明

確
、

判
決

内
容

が
不

適
当

な
他

、
制

度
の

問
題

も
執

行
官

の
能

力
の

問
題

も
あ

る
。

・
例

え
ば

土
地

の
差

し
押

さ
え

る
と

き
、

土
地

を
不

法
に

占
拠

し
て

い
る

と
認

定
さ

れ
た

住
民

が
退

去
し

な
い

の
で

、
執

行
で

き
な

い
。

第
二

に
、

刑
事

訴
訟

に
付

帯
す

る
民

事
の

損
害

賠
償

金
が

あ
っ

て
も

、
敗

訴
し

た
当

事
者

が
損

害
賠

償
金

を
払

え
な

い
た

め
に

執
行

で
き

な
い

。
第

三
に

、
負

債
を

返
済

で
き

な
い

と
い

う
と

き
に

は
財

産
を

差
し

押
さ

え
る

が
、

そ
の

財
産

が
各

県
・

各
地

方
に

分
散

し
て

い
た

り
、

当
事

者
が

差
し

押
さ

え
を

逃
れ

る
た

め
に

意
図

的
に

財
産

を
分

散
さ

せ
る

た
め

に
、

判
決

が
執

行
で

き
な

い
こ

と
が

あ
る

。

刑
事

判
決

で
執

行
で

き
な

い
の

は
、

罰
金

刑
、

特
に

麻
薬

に
関

す
る

犯
罪

の
場

合
が

ほ
と

ん
ど

。
麻

薬
の

場
合

、
禁

錮
刑

以
外

に
罰

金
刑

が
科

さ
れ

る
が

、
当

事
者

お
よ

び
関

係
者

が
支

払
え

な
い

。

・
執

行
官

の
知

識
に

問
題

が
あ

る
。

・
現

在
「

執
行

官
の

業
務

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

を
作

成
中

。
県

や
郡

レ
ベ

ル
の

執
行

官
の

た
め

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

で
あ

り
、

判
決

執
行

局
と

法
律

普
及

宣
伝

局
が

協
力

し
て

、
執

筆
を

開
始

し
て

い
る

。
・

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
へ

の
資

金
的

な
援

助
を

検
討

し
て

ほ
し

い
。

一
番

困
難

な
の

は
資

金
的

な
問

題
。

執
筆

の
た

め
の

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

も
不

足
。

・
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
内

容
は

、
法

律
宣

伝
普

及
局

と
も

相
談

し
、

省
内

で
認

め
ら

れ
た

。
・

判
決

執
行

の
枠

組
み

や
制

度
、

詳
細

な
手

続
を

解
説

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
が

不
足

し
て

い
る

こ
と

を
認

識
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。

・
判

決
の

執
行

が
困

難
な

要
因

と
し

て
は

、
判

決
執

行
官

の
人

員
の

不
足

。
特

に
郡

レ
ベ

ル
の

司
法

事
務

所
に

関
し

て
は

深
刻

。
郡

レ
ベ

ル
の

司
法

事
務

所
に

は
職

員
が

1
人

し
か

お
ら

ず
、

そ
の

1
人

が
た

く
さ

ん
の

業
務

（
法

律
の

宣
伝

普
及

、
執

行
、

村
の

調
停

委
員

会
の

統
括

な
ど

）
を

１
人

で
担

当
。

執
行

官
の

知
識

や
能

力
の

不
足

。
地

方
レ

ベ
ル

で
は

特
に

不
足

。
執

行
官

に
は

法
律

の
知

識
や

執
行

の
た

め
の

技
術

が
不

足
し

て
お

り
、

執
行

官
に

対
す

る
研

修
が

優
先

課
題

で
あ

る
。

司
法

省
で

は
、

今
年

は
２

回
か

ら
３

回
、

判
決

執
行

官
に

対
す

る
研

修
を

行
う

計
画

。

執
行

の
問

題
に

つ
い

て
裁

判
所

と
の

協
議

は
、

問
題

が
生

じ
る

ご
と

に
頻

繁
に

行
う

。
月

に
２

回
行

う
こ

と
も

あ
る

。

・
執

行
官

の
職

務
に

つ
く

前
に

、
事

前
研

修
は

行
わ

れ
て

い
な

い
。

・
執

行
官

に
な

る
の

は
、

高
等

法
学

教
育

か
学

士
レ

ベ
ル

の
教

育
を

受
け

た
人

物
で

、
卒

業
後

司
法

省
で

採
用

し
て

そ
の

ま
ま

判
決

執
行

局
か

県
・

郡
レ

ベ
ル

の
執

行
職

員
と

し
て

働
く

。
そ

の
後

、
一

定
の

年
数

、
実

務
を

担
当

さ
せ

た
後

、
正

規
の

公
務

員
と

し
て

採
用

さ
れ

る
前

に
、

研
修

を
受

け
る

。
こ

の
研

修
は

、
本

来
で

あ
れ

ば
３

ヵ
月

の
研

修
だ

が
、

資
金

不
足

か
ら

今
は

１
ヵ

月
。

判
決

執
行

局
と

司
法

業
務

研
修

所
が

共
同

し
て

研
修

を
実

施
。

・
法

科
大

学
の

卒
業

生
が

す
ぐ

に
執

行
官

と
し

て
採

用
で

き
れ

ば
、

郡
レ

ベ
ル

や
地

方
レ

ベ
ル

に
お

け
る

人
員

の
不

足
の

解
消

に
大

変
役

に
立

つ
と

考
え

る
。

し
か

し
、

人
員

の
問

題
は

、
政

府
が

毎
年

認
可

す
る

公
務

員
の

採
用

人
数

に
大

き
く

影
響

さ
れ

る
。

司
法

省
が

政
府

か
ら

認
め

ら
れ

る
新

規
公

務
員

の
採

用
人

数
は

年
間

1
0
0
人

程
度

で
、

少
な

い
時

は
6
0
人

か
ら

8
0
人

し
か

認
め

ら
れ

な
い

。
こ

の
数

は
、

中
央

か
ら

地
方

ま
で

全
国

の
司

法
省

の
職

員
の

採
用

人
数

で
あ

り
、

人
員

不
足

の
問

題
は

、
新

規
採

用
人

数
が

司
法

省
に

多
く

割
り

当
て

ら
れ

な
い

こ
と

と
も

大
き

く
関

係
し

て
い

る
。
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普
及

局
・

法
律

を
説

明
す

る
本

が
非

常
に

限
ら

れ
て

い
る

。
・

印
刷

す
る

費
用

が
な

い
。

郡
レ

ベ
ル

以
下

で
は

、
特

に
法

律
の

文
書

が
不

足
。

・
地

方
（

郡
、

村
）

に
法

律
文

書
を

配
る

に
も

費
用

負
担

が
大

き
い

。

・
解

決
の

方
法

と
し

て
、

今
後

、
中

央
レ

ベ
ル

と
県

レ
ベ

ル
の

法
令

普
及

に
関

し
、

本
で

は
な

く
C
D
-
R
O
M
で

法
令

集
を

作
成

し
、

配
布

す
る

予
定

。
・

郡
レ

ベ
ル

以
下

で
は

、
従

来
ど

お
り

法
令

集
を

配
布

す
る

予
定

。

・
解

決
の

方
法

と
し

て
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
を

進
め

て
い

る
。

・
中

央
と

県
と

の
間

で
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

利
用

し
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
を

行
っ

て
い

る
。

・
地

方
で

は
、

い
く

つ
か

の
村

を
集

め
た

村
グ

ル
ー

プ
を

対
象

に
法

令
集

を
配

布
し

、
司

法
省

が
研

修
を

行
う

。
・

村
レ

ベ
ル

で
は

、
村

の
紛

争
を

調
停

す
る

調
停

委
員

会
の

委
員

に
対

す
る

研
修

を
重

視
。

村
に

お
け

る
和

解
の

進
め

方
や

法
律

宣
伝

の
進

め
方

。

2
0
0
8
年

か
ら

2
0
0
9
年

度
に

お
い

て
情

報
文

化
省

と
協

力
し

、
村

よ
り

も
単

位
が

大
き

い
村

グ
ル

ー
プ

レ
ベ

ル
に

対
す

る
法

律
の

宣
伝

普
及

を
行

い
た

い
。

村
レ

ベ
ル

の
村

落
調

停
委

員
会

の
研

修
に

つ
い

て
は

、
治

安
省

と
協

力
し

な
が

ら
取

組
み

た
い

と
考

え
て

い
る

。
現

在
ラ

オ
ス

で
は

村
か

ら
紛

争
を

な
く

す
運

動
、

「
事

件
の

な
い

村
運

動
」

と
い

う
運

動
を

行
っ

て
い

る
。

そ
の

た
め

に
は

、
治

安
が

安
定

し
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

で
、

治
安

省
と

協
力

し
て

研
修

を
行

う
。

・
法

令
集

こ
れ

ま
で

に
司

法
省

で
印

刷
し

て
き

た
の

は
、

国
会

が
採

択
し

た
法

律
を

ま
と

め
て

作
っ

た
法

令
集

だ
け

。
各

分
野

の
法

律
を

ま
と

め
た

法
令

集
を

、
分

野
ご

と
に

４
種

類
の

形
態

で
作

成
し

、
各

地
方

に
配

布
。

し
か

し
、

も
不

足
し

て
い

る
の

は
、

法
令

集
で

は
な

く
、

法
律

の
解

説
書

。

研
究

所
法

律
の

解
説

書
が

欠
け

て
い

る
と

い
う

認
識

が
生

じ
て

い
る

。
会

社
法

の
解

説
書

を
執

筆
し

、
会

社
法

の
解

説
書

を
執

筆
し

た
こ

と
に

よ
っ

て
、

他
の

分
野

で
も

解
説

書
が

必
要

で
あ

る
と

い
う

認
識

が
高

ま
り

、
今

後
、

例
え

ば
家

族
法

、
契

約
法

、
所

有
に

関
す

る
法

等
の

解
説

書
が

是
非

と
も

必
要

だ
と

認
識

。

・
会

社
法

解
説

書
は

、
司

法
省

の
職

員
の

他
に

、
商

業
省

の
職

員
や

ラ
オ

ス
国

立
大

学
法

政
治

学
部

の
先

生
も

執
筆

。
・

こ
れ

か
ら

執
筆

す
る

家
族

法
・

契
約

法
・

所
有

に
関

す
る

法
の

解
説

書
は

、
執

筆
の

中
心

は
司

法
省

の
職

員
に

な
る

が
、

各
法

律
の

起
草

に
あ

た
っ

た
人

物
に

は
参

加
を

求
め

た
い

。
・

ま
た

、
家

族
法

で
は

、
家

事
紛

争
の

解
決

の
た

め
に

、
裁

判
所

に
も

参
加

し
て

ほ
し

い
。

法
律

に
よ

っ
て

参
加

し
て

ほ
し

い
対

象
は

異
な

る
が

、
司

法
省

だ
け

で
は

な
く

関
係

部
署

も
参

加
す

る
。
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・
法

律
情

報
セ

ン
タ

ー
・

司
法

省
の

中
に

設
置

す
る

こ
と

を
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
記

載
。

・
法

律
情

報
セ

ン
タ

ー
の

設
置

の
メ

リ
ッ

ト
は

、
単

に
多

く
の

人
が

法
律

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

よ
う

に
す

る
だ

け
で

は
な

く
、

法
律

を
制

定
す

る
際

に
、

既
存

の
法

律
や

国
際

条
約

と
抵

触
し

て
い

な
い

か
を

確
認

で
き

る
よ

う
に

な
る

こ
と

。
・

司
法

省
所

管
の

法
令

だ
け

で
は

な
く

、
各

機
関

所
管

の
法

令
を

収
集

す
る

予
定

。
・

法
令

を
収

集
す

る
だ

け
で

な
く

公
開

す
る

こ
と

も
考

え
て

い
る

。
・

司
法

省
に

帰
属

さ
せ

る
是

非
に

つ
い

て
、

議
論

が
あ

る
。

そ
の

こ
と

が
、

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
が

採
用

さ
れ

て
い

な
い

１
つ

の
原

因
に

な
っ

て
い

る
。

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

対
し

て
は

他
省

庁
等

か
ら

多
く

の
意

見
が

出
さ

れ
て

い
る

が
、

そ
の

中
に

は
こ

の
セ

ン
タ

ー
を

首
相

府
所

属
の

機
関

に
す

る
べ

き
だ

と
い

う
意

見
も

多
く

あ
る

。
そ

れ
で

も
我

々
が

司
法

省
の

も
と

に
設

置
し

た
い

と
考

え
提

案
し

た
の

は
、

近
い

将
来

司
法

省
で

官
報

を
発

行
す

る
こ

と
を

考
え

て
お

り
、

そ
の

際
に

セ
ン

タ
ー

が
司

法
省

の
も

と
に

あ
っ

た
方

が
業

務
に

都
合

が
よ

い
と

考
え

た
た

め
で

あ
る

。

法
科

大
学

へ
の

評
価

・
法

科
大

学
の

目
的

は
地

方
の

法
律

家
、

特
に

村
レ

ベ
ル

の
法

律
家

を
養

成
す

る
こ

と
。

・
郡

・
村

レ
ベ

ル
に

法
律

知
識

を
持

つ
職

員
が

少
な

い
た

め
で

あ
る

。
・

そ
の

た
め

、
法

科
大

学
に

お
い

て
は

、
地

方
か

ら
の

推
薦

を
重

視
。

・
卒

業
後

は
も

と
の

地
方

の
職

場
に

戻
る

こ
と

を
前

提
に

し
て

い
る

。
・

教
員

は
司

法
省

の
中

で
も

で
き

る
だ

け
実

務
経

験
の

豊
富

な
ベ

テ
ラ

ン
か

ら
講

師
を

選
ん

で
派

遣
。

・
卒

業
生

が
地

方
の

裁
判

所
や

検
察

庁
で

活
躍

す
る

こ
と

を
期

待
。

5
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S
P
C

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

－

2
予

算
－

3
司

法
統

計
－

人
材

育
成

裁
判

官
（

新
任

）
裁

判
官

補
研

修
4
5
日

（
9
0
日

に
延

長
を

取
り

付
け

中
）

裁
判

官
（

継
続

）
所

長
研

修
4
5
日

（
9
0
日

に
延

長
を

取
り

付
け

中
）

裁
判

官
研

修
（

未
実

施
、

６
ヶ

月
検

討
中

）
司

法
行

政
研

修
(
検

討
中

）

書
記

官
（

新
任

）
書

記
官

補
研

修
4
5
日

（
9
0
日

に
延

長
を

取
り

付
け

中
）

書
記

官
（

継
続

）
－

裁
判

官
・

書
記

官
O
J
T

常
時

実
施

（
2
0
0
6
年

以
前

は
O
J
T
の

み
。

新
法

研
修

な
ど

は
な

し
）

講
師

（
裁

判
所

）
高

裁
裁

判
官

講
師

（
臨

時
：

新
法

教
育

の
場

合
な

ど
重

大
複

雑
な

問
題

に
関

す
る

場
合

）
次

長
検

事
、

国
会

法
務

委
員

会
委

員
長

・
副

委
員

長
、

司
法

省
副

大
臣

評
価

（
全

体
レ

ベ
ル

）
低

い
、

初
歩

的

評
価

（
教

育
効

果
 
）

あ
り

（
研

修
前

後
で

能
力

に
格

段
の

差
あ

り
）

他
機

関
連

携
中

央
レ

ベ
ル

の
関

係
機

関
協

議
会

・
メ

ン
バ

ー
：

S
P
C
、

S
P
C
、

M
O
J
（

弁
護

士
会

含
む

）
、

公
安

・
2
0
0
7
年

以
降

年
一

回
の

持
ち

回
り

・
議

題
：

訴
訟

過
程

に
お

け
る

実
務

上
の

諸
問

題
（

弁
護

士
会

も
司

法
省

メ
ン

バ
ー

と
し

て
参

加
）

→
司

法
関

連
法

規
の

起
草

担
当

省
を

推
薦

所
轄

教
育

機
関

へ
の

講
師

の
相

互
派

遣
国

立
大

学
法

学
部

へ
の

講
師

派
遣

→
基

礎
法

学
教

育
を

大
学

に
任

せ
る

こ
と

の
可

否
→

理
想

形
と

思
う

が
、

現
時

点
で

は
困

難
。

→
国

立
大

に
お

け
る

法
学

教
育

の
レ

ベ
ル

の
低

さ
。

逆
に

裁
判

官
を

基
礎

教
育

の
た

め
に

送
り

込
ま

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

の
が

現
状

。
→

自
前

の
研

修
所

で
実

施
す

る
以

外
に

方
法

は
な

い
。

現
状

（
理

論
：

5
0
％

、
実

務
：

3
0
％

、
そ

の
他

：
2
0
％

）

4 5

6
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S
P
C

6
文

献
資

料
・

大
の

問
題

教
科

書
・

解
説

書
は

ゼ
ロ

に
近

い
講

義
録

を
プ

リ
ン

ト
し

た
も

の
が

断
片

的
に

あ
る

の
み

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
→

司
法

省
が

継
続

管
理

し
て

い
る

か
ど

う
か

す
ら

疑
問

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
す

ら
な

い
状

況
・

P
C
も

十
分

に
は

な
い

判
例

・
制

度
と

し
て

は
あ

る
（

高
裁

判
決

か
ら

セ
レ

ク
ト

さ
れ

た
も

の
の

み
：

差
戻

し
審

に
お

い
て

S
P
C
の

判
断

ど
お

り
の

判
決

が
出

さ
れ

、
そ

の
執

行
が

問
題

な
く

終
了

し
た

も
の

）
・

公
開

に
問

題
あ

り
（

判
例

集
作

成
の

資
金

的
余

裕
な

し
、

判
決

結
果

を
関

係
機

関
及

び
下

級
裁

判
所

に
送

付
す

る
の

み
）

・
U
N
D
P
の

支
援

で
判

例
集

を
作

成
し

て
い

た
が

、
無

料
配

布
が

原
則

で
有

料
配

布
で

き
な

か
っ

た
た

め
、

U
N
D
P
の

支
援

終
了

と
と

も
に

頓
挫

し
た

。

7

7
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S
P
P

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

・
全

国
で

、
職

員
が

8
8
0
人

・
捜

査
官

が
2
5
0
人

2
予

算
－

3
司

法
統

計
・

県
レ

ベ
ル

：
刑

事
事

件
3
6
9
0
件

、
民

事
事

件
3
7
3
件

・
控

訴
審

レ
ベ

ル
：

全
体

で
9
3
9
件

、
刑

事
4
0
4
件

、
民

事
5
3
5
件

・
破

棄
審

：
刑

事
1
1
0
件

、
民

事
が

6
1
0
件

・
事

件
類

型
：

①
窃

盗
、

②
薬

物
、

③
事

故
を

伴
う

交
通

法
規

違
反

、
④

傷
害

。
殺

人
は

多
く

な
い

。
・

昔
は

な
か

っ
た

夫
婦

間
の

争
い

な
ど

も
裁

判
に

持
ち

込
ま

れ
て

い
る

。

4
人

材
育

成

検
察

官
研

修
所

・
2
0
0
8
年

立
ち

上
げ

・
３

か
月

の
研

修
を

、
２

回
実

施
済

み
・

１
回

目
が

法
学

教
育

を
受

け
て

い
な

い
職

員
を

対
象

と
し

て
、

一
つ

の
県

か
ら

２
～

３
名

、
S
P
P
職

員
が

直
接

指
導

。
・

２
回

目
が

中
等

ま
た

は
高

等
教

育
し

か
受

け
て

い
な

い
県

・
郡

レ
ベ

ル
の

職
員

、
及

び
S
P
P
新

入
職

員
を

対
象

。
・

１
回

目
と

２
回

目
で

は
教

育
内

容
は

全
く

異
な

る
。

１
回

目
は

、
基

礎
法

律
学

教
育

的
な

内
容

が
主

体
。

２
回

目
は

、
実

践
向

け
の

高
度

な
専

門
的

内
容

（
マ

ネ
ー

ロ
ン

ダ
リ

ン
グ

、
森

林
法

な
ど

）
。

・
両

方
の

研
修

の
評

価
：

高
い

・
講

師
：

S
P
P
職

員
が

兼
任

・
外

部
講

師
：

内
容

に
よ

っ
て

他
機

関
か

ら
（

マ
ネ

ー
ロ

ン
ダ

リ
ン

グ
に

つ
い

て
中

央
銀

行
、

森
林

法
に

つ
い

て
農

林
省

、
警

察
の

捜
査

に
つ

い
て

公
安

省
か

ら
）

。
・

新
法

が
で

き
た

と
き

の
研

修
は

条
件

が
整

っ
て

お
ら

ず
、

ま
だ

で
き

て
い

な
い

が
、

年
一

回
は

、
定

期
的

に
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
て

い
る

。
・

新
人

研
修

や
昇

進
前

の
研

修
も

、
検

察
官

研
修

所
で

実
施

し
た

い
。

新
人

採
用

・
S
P
P
職

員
は

、
国

立
大

学
卒

で
法

学
士

を
有

す
る

者
に

限
る

（
教

育
レ

ベ
ル

は
十

分
か

と
い

う
点

に
つ

い
て

の
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

）
。

法
科

大
学

・
次

長
検

事
の

個
人

的
な

意
見

と
し

て
、

実
務

し
か

教
え

る
こ

と
の

で
き

な
い

学
校

が
３

年
か

ら
５

年
に

し
た

だ
け

で
は

、
大

学
の

代
替

に
は

な
ら

な
い

。
・

定
員

が
多

す
ぎ

る
。

卒
業

後
、

法
律

家
が

余
っ

て
し

ま
う

（
就

職
先

が
な

い
）

。
・

国
立

大
学

は
、

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

本
校

の
ほ

か
、

分
校

が
あ

る
（

ル
ア

ン
パ

バ
ー

ン
、

チ
ャ

ン
パ

ー
サ

ッ
ク

）
。

・
ラ

イ
バ

ル
関

係
の

相
乗

効
果

に
つ

い
て

は
、

教
員

の
リ

ソ
ー

ス
が

同
じ

た
め

、
現

時
点

で
は

期
待

で
き

な
い

。
他

機
関

連
携

講
師

派
遣

・
地

方
の

法
科

大
学

に
地

元
の

検
察

官
を

講
師

派
遣

・
国

立
大

学
に

講
師

派
遣

四
者

協
議

・
年

に
１

回
実

施
し

て
い

る
・

弁
護

士
会

も
入

っ
て

い
る

6
文

献
資

料
・

資
料

が
整

備
さ

れ
て

い
な

い
・

法
律

自
体

を
地

方
に

配
る

こ
と

さ
え

予
算

的
に

難
し

い
・

重
要

な
法

令
の

み
、

8
0
0
冊

配
布

（
2
0
0
8
年

）
・

検
察

官
マ

ニ
ュ

ア
ル

し
か

な
い

・
解

説
書

が
必

要
・

官
報

は
過

去
に

は
あ

っ
た

が
、

W
B
支

援
終

了
後

、
頓

挫
そ

の
他

弁
護

士
の

役
割

・
弁

護
士

（
会

）
法

は
ま

だ
な

く
、

首
相

令
の

み
。

・
弁

護
士

の
能

力
強

化
は

、
訴

訟
過

程
に

お
け

る
当

事
者

の
権

利
保

護
の

た
め

重
要

・
弁

護
士

は
、

司
法

機
関

職
員

退
職

者
が

多
く

、
知

識
が

古
い

・
弁

護
士

の
能

力
向

上
は

、
検

察
官

の
能

力
向

上
に

つ
な

が
る

A
D
R
/
村

調
停

・
軽

微
な

内
容

の
刑

事
・

民
事

両
方

に
つ

い
て

は
、

村
調

停
を

重
視

し
て

い
る

。

5 7
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司
法

業
務

研
修

所
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー

1
組

織
・

人
員

体
制

司
法

省
に

属
し

て
い

た
法

律
学

校
が

法
政

治
学

部
に

な
り

、
1
9
9
7
年

に
設

立
。

・
職

員
は

全
体

で
1
0
名

：
修

士
号

１
名

、
学

士
号

７
名

、
高

等
専

門
学

校
（

法
学

で
は

な
く

政
治

理
論

）
１

名
、

初
級

専
門

教
育

（
財

務
会

計
）

１
名

・
３

つ
の

部
局

：
事

務
行

政
部

、
学

士
号

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

改
正

研
究

部
、

研
修

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

改
正

研
究

部
・

３
つ

の
役

割
：

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

（
中

等
法

学
教

育
・

高
等

法
学

教
育

・
学

士
号

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

）
の

改
正

、
法

科
大

学
の

学
則

に
つ

い
て

の
検

討
、

短
期

の
研

修
（

１
年

に
３

回
か

ら
４

回
開

催
）

2
予

算
－

－

3
統

計
－

－

4

人
材

育
成

・
2
0
0
9
度

は
こ

れ
ま

で
に

２
回

の
司

法
業

務
研

修
所

で
の

研
修

を
実

施
・

1
1
月

か
ら

１
月

：
郡

レ
ベ

ル
の

司
法

事
務

所
職

員
の

研
修

・
1
2
月

か
ら

１
月

：
執

行
官

に
対

す
る

研
修

・
2
0
0
7
年

・
2
0
0
8
年

度
に

は
、

法
科

大
学

の
教

員
に

教
授

法
の

研
修

を
行

っ
た

・
研

修
は

、
必

要
や

、
予

算
に

よ
っ

て
毎

年
実

施
す

る
内

容
が

異
な

る
・

郡
レ

ベ
ル

司
法

事
務

所
研

修
は

こ
れ

ま
で

３
回

・
ど

の
研

修
を

行
う

か
に

つ
い

て
の

研
修

計
画

は
、

研
修

所
が

起
案

し
て

司
法

大
臣

が
認

可
す

る

・
郡

レ
ベ

ル
司

法
事

務
所

職
員

研
修

　
5
0
名

参
加

、
研

修
期

間
は

１
か

月
　

5
0
人

の
う

ち
法

学
教

育
を

受
け

て
い

る
の

が
1
0
人

程
度

な
の

で
、

基
礎

法
学

も
行

う
（

判
決

執
行

官
だ

と
、

既
に

法
学

教
育

を
受

け
た

人
な

の
で

、
新

法
な

ど
が

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
な

る
）

・
人

選
の

方
法

は
、

人
事

組
織

局
と

担
当

局
が

行
う

（
執

行
官

で
あ

れ
ば

、
執

行
局

・
組

織
人

事
局

）
・

ベ
テ

ラ
ン

が
多

い
。

・
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

内
容

は
監

督
す

る
部

局
と

の
協

議
で

決
定

し
て

い
る

・
法

科
大

学
の

教
育

が
充

実
し

て
も

、
実

務
に

と
っ

て
必

要
な

法
律

や
法

律
改

正
の

情
報

を
伝

え
る

必
要

が
あ

る
た

め
、

そ
の

よ
う

な
法

律
に

つ
い

て
の

研
修

は
、

司
法

業
務

研
修

所
の

研
修

内
容

に
な

る
。

・
司

法
省

職
員

の
講

師
派

遣
・

法
科

大
学

教
員

の
中

で
担

当
で

き
る

教
員

が
い

な
い

場
合

、
法

科
大

学
か

ら
相

談
・

司
法

業
務

研
修

所
が

講
師

派
遣

を
要

請
す

る
・

学
歴

・
経

験
（

修
士

号
以

上
、

実
務

経
験

1
0
年

以
上

）
を

も
と

に
人

選
。

教
材

・
教

材
、

レ
ジ

ュ
メ

の
印

刷
が

予
算

上
の

問
題

か
ら

不
十

分
・

科
目

に
よ

っ
て

は
客

員
教

員
が

資
料

を
持

っ
て

く
る

場
合

も
あ

る
（

執
行

官
）

・
J
I
C
A
の

民
法

教
科

書
は

使
用

し
て

い
る

9
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司
法

業
務

研
修

所

5
他

機
関

連
携

－
－

6

文
献

資
料

・
J
I
C
A
の

民
法

教
科

書
（

研
修

参
加

者
に

配
布

し
、

図
書

館
に

も
格

納
し

て
い

る
。

不
法

行
為

法
に

関
す

る
改

正
が

あ
っ

た
な

ど
の

理
由

に
よ

り
、

部
分

的
な

内
容

が
現

状
と

合
わ

な
い

）

1
0
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裁
判

官
T
C

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

2
予

算

3
司

法
統

計

4
人

材
育

成

裁
判

官
補

研
修

の
対

象
者

裁
判

所
職

員
（

高
等

法
学

教
育

、
法

学
士

）
4
5
名

実
務

年
数

は
低

で
も

２
年

以
上

条
件

充
た

し
た

者
全

員
で

は
な

い
選

抜
（

裁
判

所
長

が
積

極
性

や
、

人
物

を
判

断
）

裁
判

官
補

（
研

修
後

に
裁

判
官

に
な

る
）

研
修

受
講

者
は

高
等

法
学

教
育

・
法

学
士

が
条

件
低

で
も

高
等

法
学

教
育

受
け

て
い

る
の

で
、

基
礎

的
知

識
は

問
題

で
は

な
い

実
務

が
研

修
の

重
点

に
な

っ
て

い
る

研
修

受
け

る
前

に
、

実
務

の
専

門
知

識
が

あ
る

か
、

人
格

が
適

当
か

を
検

討
し

て
受

け
入

れ
る

実
務

研
修

の
内

容

【
裁

判
官

補
研

修
】

供
述

の
取

り
方

事
件

簿
法

廷
審

議
の

行
い

方
事

件
証

拠
の

分
析

和
解

調
停

の
行

い
方

判
決

起
案

文
の

書
き

方

【
所

長
研

修
】

基
礎

法
学

教
育

理
論

的
な

も
の

【
書

記
官

研
修

】
事

件
管

理
訴

訟
記

録
の

作
り

方

頻
度

2
0
0
7
・

2
0
0
8
年

度
裁

判
官

補
研

修
は

２
回

（
予

算
の

制
約

上
）

所
長

研
修

は
１

回
（

昨
年

度
が

初
め

て
）

書
記

官
補

研
修

は
過

去
に

１
回

講
師

研
修

所
常

勤
は

２
名

ポ
ム

ス
ワ

ン
（

名
古

屋
大

学
留

学
中

）
、

ス
ク

サ
バ

ー
副

所
長

他
は

客
員

教
員

高
裁

の
各

部
の

裁
判

官
他

機
関

か
ら

の
教

員
は

い
な

い
全

員
が

高
裁

の
裁

判
官

1
1
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裁
判

官
T
C

場
所

研
修

実
施

場
所

は
高

裁
４

階
の

会
議

室
地

方
参

加
者

は
近

隣
の

ゲ
ス

ト
ハ

ウ
ス

困
難

１
番

目
の

困
難

（
第

一
優

先
）

建
物

が
十

分
で

な
い

研
修

用
の

建
物

が
な

く
、

宿
舎

が
な

い

２
番

目
の

困
難

が
教

員
職

員
を

採
用

し
て

い
る

が
ま

だ
若

い
彼

ら
は

将
来

的
に

教
官

に
な

る
こ

と
を

想
定

研
修

を
オ

ブ
ザ

ー
ブ

さ
せ

て
養

成
会

議
室

に
来

て
い

る
人

達
全

員
法

学
士

を
持

っ
て

い
る

教
官

候
補

生
を

日
本

に
送

っ
て

能
力

向
上

を
し

て
ほ

し
い

教
官

候
補

生
（

こ
こ

に
参

加
し

て
い

る
人

）
は

裁
判

官
の

経
験

な
い

法
律

学
校

（
法

学
部

、
法

科
大

学
）

卒
業

し
、

新
卒

で
こ

の
研

修
所

に
採

用
見

習
い

で
参

加
し

て
勉

強
と

、
自

習
し

て
勉

強

現
在

の
状

態
は

、
教

官
の

資
格

要
件

が
な

い
新

卒
で

研
修

所
に

入
り

４
年

の
人

、
高

裁
や

市
の

裁
判

所
の

見
学

（
裁

判
官

と
し

て
で

は
な

く
）

実
務

は
見

学
で

身
に

つ
け

る
理

論
は

勉
強

で
き

る
が

教
官

は
能

力
が

不
足

し
て

い
る

３
番

目
の

困
難

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
何

度
も

改
正

す
る

必
要

が
あ

る
法

律
自

体
が

何
回

も
改

正
さ

れ
る

の
で

、
教

え
る

内
容

を
変

え
る

必
要

が
あ

る

新
法

教
員

が
法

律
改

正
を

ウ
ォ

ッ
チ

す
る

こ
と

が
必

要
改

正
に

つ
い

て
国

会
か

ら
情

報
を

自
分

た
ち

で
得

て
き

て
教

え
る

こ
と

に
反

映
方

法
と

し
て

は
注

意
深

く
ウ

ォ
ッ

チ
す

る
こ

と
が

重
要

5
他

機
関

連
携

－
－

6
文

献
資

料
－

－

1
2
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検
察

官
T
C

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

2
予

算

3
統

計

4
人

材
育

成
研

修
所

2
0
0
8
年

３
月

2
4
日

設
立

１
回

目
５

月
1
9
日

か
ら

８
月

５
日

5
0
人

(
会

議
室

に
入

る
人

数
と

い
う

こ
と

で
5
0
名

)

２
回

目
1
0
月

８
日

か
ら

1
2
月

1
0
日

5
0
人

　
5
0
人

の
中

に
、

検
察

官
、

農
林

省
森

林
局

1
2
人

含
む

森
林

局
に

は
森

林
捜

査
官

が
い

る
、

違
法

伐
採

の
取

り
調

べ
彼

ら
も

参
加

女
性

同
盟

か
ら

４
名

の
職

員
女

性
児

童
権

利
保

護
局

の
職

員
女

性
児

童
が

関
与

す
る

犯
罪

に
関

す
る

事
件

を
担

当
す

る
職

員

対
象

者

研
修

対
象

者
の

選
抜

は
研

修
所

で
は

行
っ

て
い

な
い

S
P
P
の

組
織

人
事

局
に

、
研

修
で

き
る

人
数

を
報

告
組

織
人

事
局

が
各

県
、

各
郡

に
割

り
当

て
ら

れ
る

人
数

と
資

格
要

件
を

通
知

選
抜

は
各

郡
、

県
の

人
民

検
察

院
が

行
う

勤
続

年
数

が
長

い
人

か
ら

研
修

に
参

加
す

る
理

由
：

研
修

は
昇

進
に

影
響

す
る

の
で

、
先

に
勤

務
し

て
い

る
人

か
ら

優
先

的
に

研
修

に
参

加
。

業
績

や
年

数
が

若
い

人
か

ら
研

修
に

参
加

さ
せ

る
と

、
地

方
の

職
員

の
中

の
人

間
関

係
が

悪
く

な
る

た
め

。
ス

パ
シ

ッ
ト

副
所

長
は

、
県

の
人

民
検

察
院

の
次

長
検

事
だ

っ
た

が
、

２
回

目
の

研
修

に
参

加
し

た
後

、
検

察
官

研
修

所
の

副
所

長
に

な
っ

た
。

別
の

理
由

と
し

て
は

、
地

方
の

検
察

官
の

中
に

は
、

中
等

法
律

学
校

し
か

な
か

っ
た

時
代

に
、

そ
こ

を
卒

業
し

た
人

や
、

全
く

法
学

教
育

受
け

ず
に

２
週

間
の

研
修

だ
け

で
検

察
官

に
な

っ
て

い
る

人
も

い
る

の
で

、
そ

う
い

う
人

に
法

学
教

育
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

近
の

職
員

は
、

高
等

法
学

教
育

・
法

学
士

な
の

で
、

法
的

な
素

養
が

あ
る

。
昔

に
採

用
し

た
素

養
の

な
い

人
に

新
の

知
識

を
教

え
る

こ
と

も
研

修
の

目
的

の
た

め
。

講
師

常
勤

教
官

は
ス

カ
ラ

ー
と

チ
ャ

ン
タ

ブ
ン

の
み

他
は

S
P
P
、

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

市
検

察
院

の
局

長
・

技
官

ク
ラ

ス
を

招
い

て
教

え
た

彼
ら

が
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

作
成

し
、

講
義

も
担

当
し

た

研
修

実
績

1
3
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検
察

官
T
C

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

・
内

容

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

は
、

S
P
P
の

組
織

人
事

局
と

相
談

し
な

が
ら

作
成

し
た

。
研

修
の

対
象

者
・

目
的

、
対

象
者

の
経

験
と

か
、

条
件

を
検

討
し

て
、

勤
務

の
状

況
に

合
う

よ
う

に
内

容
を

構
成

講
義

の
内

容
は

、
ベ

ト
ナ

ム
で

学
ん

だ
法

律
知

識
、

自
分

の
実

務
経

験
（

県
の

検
察

官
の

経
験

）
か

ら
講

義
内

容
を

策
定

（
ラ

オ
で

高
校

を
卒

業
し

た
後

、
ハ

ノ
イ

法
科

大
学

で
法

学
士

、
卒

業
後

ベ
ト

ナ
ム

の
警

察
官

学
校

で
３

か
月

の
研

修
を

受
け

た
。

ラ
オ

ス
か

ら
、

２
年

に
一

回
、

法
学

士
や

修
士

を
持

っ
て

い
る

人
か

ら
選

抜
し

、
ベ

ト
ナ

ム
の

検
察

官
研

修
所

で
３

か
月

の
研

修
を

実
施

し
た

）
。

そ
の

他
、

S
P
P
の

法
律

資
料

、
J
I
C
A
が

提
供

し
た

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

マ
ニ

ュ
ア

ル
普

及
の

際
に

作
成

し
た

資
料

な
ど

を
用

い
た

。

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

作
成

経
験

な
し

1
9
9
5
年

、
U
N
D
P
の

支
援

で
、

研
修

方
法

に
つ

い
て

の
研

修
を

受
け

た
内

容
面

で
は

な
く

、
研

修
の

行
い

方
、

の
研

修
そ

れ
以

外
に

研
修

経
験

が
な

い
こ

れ
ま

で
の

自
分

の
経

験
マ

ニ
ュ

ア
ル

普
及

研
修

に
参

加
し

た
が

、
マ

ニ
ュ

ア
ル

内
容

普
及

と
は

内
容

が
異

な
る

基
礎

法
学

が
な

い
検

察
官

に
教

え
る

地
方

の
具

体
的

問
題

点
を

把
握

で
き

て
い

な
い

ど
の

よ
う

な
内

容
に

す
る

か
十

分
に

考
え

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

地
方

の
犯

罪
の

情
報

が
把

握
で

き
て

い
な

い
そ

の
改

善
の

た
め

、
全

国
に

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
を

設
置

し
、

地
方

の
犯

罪
情

報
を

中
央

に
集

め
た

い

地
方

の
犯

罪
の

状
況

毎
月

１
回

、
県

か
ら

情
報

を
得

て
い

る
犯

罪
統

計
民

事
・

刑
事

件
数

代
表

的
な

犯
罪

の
件

数

中
央

の
法

令
改

正
を

地
方

に
伝

え
る

手
段

が
な

い
人

民
検

察
院

の
予

算
の

少
な

さ
検

察
院

の
予

算
、

年
間

３
万

U
S
$

建
物

の
修

復
の

費
用

も
含

ま
れ

る
法

令
改

正
を

地
方

に
伝

え
る

た
め

に
職

員
が

出
張

す
る

費
用

も
含

ま
れ

る
証

拠
を

収
集

す
る

た
め

に
職

員
が

出
張

す
る

費
用

も
含

ま
れ

る

2
0
1
0
年

度
は

、
2
0
万

ド
ル

に
増

額
さ

れ
た

S
P
P
と

３
つ

の
高

等
検

察
院

の
予

算
も

含
ま

れ
て

い
る

教
え

る
内

容
・

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
作

成
す

る
困

難

1
4
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検
察

官
T
C

郡
レ

ベ
ル

の
検

察
官

の
困

難
法

律
学

校
の

数
が

少
な

い
卒

業
生

も
少

な
い

地
方

の
検

察
官

に
な

る
人

も
少

な
い

法
学

教
育

受
け

て
い

な
い

人
が

検
察

官
法

律
知

識
が

な
い

、
起

訴
状

が
書

け
な

い

破
棄

審
の

件
数

の
多

さ
検

察
院

の
能

力
に

原
因

の
要

素
も

あ
る

検
察

官
の

能
力

が
十

分
で

は
な

く
、

十
分

に
証

拠
を

収
集

し
提

示
で

き
な

い
能

力
自

体
の

問
題

も
あ

る

当
事

者
の

中
に

は
、

県
レ

ベ
ル

の
裁

判
所

、
控

訴
審

、
高

裁
の

あ
と

も
、

国
会

に
不

服
申

し
立

て
を

す
る

者
も

い
る

国
会

が
不

服
申

し
立

て
に

基
づ

い
て

、
再

起
訴

を
す

る
よ

う
に

指
示

す
る

こ
と

も
あ

る

5
他

機
関

連
携

－
－

6
文

献
資

料
－

－

そ
の

他

検
察

官
マ

ニ
ュ

ア
ル

5
0
0
冊

を
全

国
の

検
察

官
に

配
布

そ
の

他
、

司
法

省
や

裁
判

所
な

ど
に

も
配

布
在

庫
は

な
い

人
事

組
織

に
関

す
る

組
織

図
・

職
務

表
な

ど
も

支
援

を
し

て
も

ら
っ

た
他

機
関

か
ら

の
問

い
合

わ
せ

も
あ

る

パ
ン

ナ
サ

ッ
ク

、
サ

バ
ナ

ケ
ッ

ト
で

普
及

セ
ミ

ナ
ー

（
１

週
間

の
研

修
）

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

中
の

ど
の

部
分

を
改

訂
す

べ
き

か
に

つ
い

て
は

、
ま

だ
検

討
で

き
て

い
な

い

支
援

対
象

支
援

は
検

察
官

の
み

な
ら

ず
、

裁
判

官
、

弁
護

士
に

対
し

て
も

、
ま

た
検

察
院

に
対

し
て

だ
け

で
な

く
、

司
法

省
、

高
裁

に
対

し
て

も
実

施
し

、
全

体
の

底
上

げ
に

協
力

い
た

だ
き

た
い

7
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弁
護

士
会

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

0
弁

護
士

の
実

勢
弁

護
士

数
1
0
4
名

（
内

、
研

修
中

の
弁

護
士

補
が

1
6
名

）
全
国
の
７
県
に
支
部
あ
る
が
、
ほ

と
ん
ど
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
で
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
数
が
十
分
で
な
い

司
法

分
野

の
職

員
（
裁

判
官

、
司

法
省

職
員

、
警

察
官

）
が

退
職

し
た
後

、
弁

護
士

に
な
っ
て
い
た
が

、
現

在
は

、
国

立
大

学
・
法

科
大

学
か

ら
の

新
卒
採
用
が
あ
る
。

元
司

法
分

野
職

員
と
新

卒
の

割
合

は
半

々
ぐ
ら
い
。

法
律

知
識

は
、
元

公
務

員
の

方
が

上
元

公
務

員
は

、
健

康
状

態
が

あ
ま
り
よ
く
な
い

1
組

織
・
人

員
体

制
弁

護
士

会
法

政
府

の
承

認
待

ち
。
2
0
1
0
年

に
は

制
定

し
て
ほ

し
い

2
予

算
ま
だ
自

立
し
て
い
な
い
。
政

府
も
十

分
で
は

な
い
。
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
か

ら
支

援
を
受

け
て
い
る
（
ア
ジ
ア
財

団
、
Ｅ
Ｃ
、
Ａ
ｕ
ｓ
ｉｄ
、
イ
タ
リ
ア
か

ら
も
）

専
属

職
員

に
給

料
払

え
な
い
。

3
統

計

4
人

材
育

成

新
人

教
育

若
手

は
知

識
や

経
験

が
足

り
な
い

ベ
テ
ラ
ン
が

知
識

や
経

験
を
教

え
る
こ
と
を
し
て
い
る

臨
時

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
（
１
年

）
６
週

間
の

理
論

＋
残

り
は

地
方

の
実

務
研

修
正

式
な
弁

護
士

の
能

力
向

上
の

研
修

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
開

発
し
た
い
が

で
き
て
い
な
い

基
礎

理
論

面
で
は

国
立

大
、
（
法

科
大

？
）
の

教
育

を
十

分
と
理

解
ル

ア
ン
パ

バ
ー
ン
校

で
弁

護
士

の
役

割
の

概
略

を
教

え
て
い
る
の

み
。

実
務
の
技
術
面
も
含
め
た
内
容
で
な
い
と
、
大
学
に
は
任
せ
ら
れ
な
い
（
内
容
に
つ
い
て
は
弁
護
士
会
が
同
意
し
た
う
え
で
な
い
と
任
せ
ら
れ
な

い
）
。

継
続

教
育

Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の

支
援

で
年

１
回

実
施

（
制

度
に
は

な
っ
て
い
な
い
）
。

弁
護

士
研

修
所

Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
と
協

議
中

5
他

機
関

連
携

４
者

協
議

弁
護

士
会

か
ら
も
会

長
、
副

会
長

が
参

加
。
時

間
が

短
く
会

長
か

ら
し
か

意
見

が
言

え
な
い
が

、
言

い
た
い
こ
と
は

言
え
て
い
る
。

6
文

献
資

料
全

く
な
し
。
整

備
の

ア
イ
デ
ア
思

い
浮

か
ば

な
い
。
唯

一
思

い
浮

か
ぶ

の
は

外
国

文
献

を
入

手
す
る
の

み
。

7

そ
の

他
裁

判
実

務
の

問
題

点

裁
判

所
、
検

察
は

ま
だ
弁

護
士

の
役

割
を
十

分
認

め
て
い
な
い
。

弁
護

士
は

、
被

告
人

の
立

場
を
守

る
の

が
仕

事
だ
が

、
起

訴
状

（
訴

追
状

）
さ
え
入

手
で
き
な
い
。

法
廷

の
中

で
意

見
書

を
提

出
し
て
も
法

廷
の

中
で
読

み
上

げ
ら
れ

な
い
。

新
た
な
証

拠
を
提

示
し
て
も
、
予

め
、
裁

判
官

が
、
当

初
考

え
て
い
た
判

決
を
読

み
上

げ
る
だ
け
で
あ
る
。

裁
判

官
、
検

察
官

が
そ
も
そ
も
法

律
に
従

っ
て
い
な
い
。

勾
留

中
の

被
告

人
に
対

し
て
面

会
求

め
て
も
認

め
ら
れ

な
い
例

が
多

い
。
裁

判
官

自
身

が
法

律
を
守

っ
て
い
な
い
。

判
決

の
公

開
判

決
を
新

聞
に
載

せ
る
べ

き
と
考

え
て
い
る
。
判

決
自

体
を
新

聞
に
載

せ
る
よ
う
に
な
れ

れ
ば

、
裁

判
官

の
質

も
高

ま
る
し
、
一

般
の

人
々

も
理

解
深
ま
る
。
裁
判
を
公
正
に
す
る
た
め
に
は
、
判
決
を
載
せ
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
と
考
え
て
い
る
。

1
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法
科

大
・

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

－
－

2
予

算
－

－

3
統

計
－

－

4
人

材
育

成

生
徒

数

１
年

生
：

6
8
0
（

内
女

性
1
4
8
）

２
年

生
：

7
6
1
（

同
1
9
9
)

３
年

生
：

5
8
2
（

同
1
4
2
)

高
卒

　
７

割
か

ら
８

割
（

高
卒

地
方

推
薦

（
高

卒
の

７
割

）
・

高
卒

試
験

入
学

（
高

卒
の

３
割

）
）

実
務

家
　

２
～

３
割

学
士

号

学
士

号
（

学
生

が
入

学
し

た
。

2
0
0
8
年

に
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
承

認
。

2
0
0
6
年

に
司

法
省

の
指

示
で

学
生

を
受

け
入

れ
て

い
た

）
５

年
間

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
検

討
は

司
法

業
務

研
修

所

刑
法

学
科

民
事

学
科

た
だ

し
３

年
次

ま
で

共
通

計
画

で
は

、
ビ

ジ
ネ

ス
法

学
科

 
2
0
1
0
・

2
0
1
1
年

度
開

設
予

定

夜
間

の
部

は
な

し

高
等

法
学

教
育

高
等

法
学

教
育

（
学

生
は

入
学

し
て

い
な

い
）

３
年

。
現

時
点

で
は

開
始

計
画

未
定

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
検

討
は

司
法

業
務

研
修

所

中
等

法
学

教
育

中
等

（
学

生
は

入
学

し
て

い
な

い
）

２
年

。
フ

ァ
シ

リ
テ

ィ
の

問
題

か
ら

再
開

で
き

て
な

い
が

、
2
0
0
9
・

2
0
1
0
年

度
か

ら
中

等
を

開
始

予
定

村
の

司
法

関
係

職
員

に
法

学
教

育
。

過
去

に
は

、
中

等
法

学
教

育
は

、
2
0
0
4
・

2
0
0
5
年

度
の

１
期

生
の

み
。

卒
業

し
た

の
で

コ
ー

ス
が

な
く

な
っ

た
。

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
検

討
は

司
法

業
務

研
修

所

入
学

者

３
つ

の
種

類
①

 
高

卒
地

方
推

薦
（

高
卒

の
７

割
）

②
 
高

卒
試

験
入

学
（

高
卒

の
３

割
）

③
 
実

務
家

学
生

①
の

意
欲

が
低

い

③
 
職

員
省

庁
推

薦
と

、
自

費
入

学
者

が
い

る
。

裁
判

所
・

検
察

院
以

外
で

昇
進

の
た

め
に

来
て

い
る

人
が

意
欲

が
高

い

学
生

1
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法
科

大
・

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

卒
業

後
の

進
路

地
方

推
薦

学
生

は
、

教
育

省
の

方
針

に
従

う
地

方
に

帰
っ

て
、

ど
の

部
署

に
つ

く
か

、
地

方
が

考
え

て
い

る
裁

判
所

、
検

察
院

、
公

安
、

会
社

②
は

卒
業

後
、

自
分

で
就

職
先

を
探

す

教
員

教
員

の
内

訳

常
勤

職
員

数
：

2
2
名

４
名

事
務

職
員

（
中

等
法

学
教

育
を

受
け

て
い

る
）

1
8
名

常
勤

教
員

教
育

レ
ベ

ル
修

士
号

１
名

学
士

号
1
2
名

（
内

女
性

３
名

）
高

等
法

学
教

育
5
名

（
同

１
名

）

非
常

勤
：

約
1
2
名

司
法

省
各

局
司

法
省

付
属

の
司

法
業

務
研

修
所

国
家

政
治

行
政

学
院

国
会

技
術

科
学

大
学

（
数

学
の

先
生

）
国

立
大

学
法

政
治

学
部

水
資

源
環

境
庁

治
安

省
（

交
通

法
規

）
国

土
地

理
院

裁
判

所
・

検
察

院
も

予
定

し
て

い
る

が
、

４
年

～
５

年
生

に
な

っ
て

か
ら

な
の

で
、

ま
だ

呼
ん

で
い

な
い

一
人

の
教

員
が

担
当

す
る

科
目

は
２

科
目

程
度

専
属

・
客

員
教

員
の

役
割

分
担

客
員

が
実

務
、

常
勤

が
理

論
と

い
う

住
み

分
け

で
は

な
い

常
勤

が
途

中
ま

で
理

論
を

教
え

、
途

中
に

客
員

が
実

務
例

を
挙

げ
て

説
明

す
る

場
合

が
あ

る

教
授

会
（
常

勤
、
客

員
の

意
見

交
換

）

新
し

い
規

則
で

は
教

授
会

が
定

め
ら

れ
て

い
る

が
、

設
置

は
ま

だ
教

官
が

集
ま

っ
て

指
導

方
針

の
検

討
な

ど
は

し
て

い
た

学
習

意
欲

に
関

し
教

官
等

で
対

策
を

検
討

は
し

て
い

な
い

教
員

研
修

教
員

研
修

は
な

い
学

位
取

得
を

さ
せ

た
こ

と
は

あ
る

裁
判

所
・

検
察

院
・

公
安

に
一

週
間

見
に

行
く

こ
れ

で
は

不
十

分

1
8
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法
科

大
・

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

教
員

の
自

己
研

鑽

教
員

が
新

し
い

知
識

を
ど

の
よ

う
に

仕
入

れ
る

か
こ

れ
ま

で
、

関
係

機
関

か
ら

①
新

法
の

文
書

の
提

供
が

あ
っ

た
②

セ
ミ

ナ
ー

に
呼

ば
れ

る
と

か
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
使

用
し

て
と

い
う

こ
と

は
な

い

外
国

法
司

法
省

付
属

の
研

究
所

に
依

頼
し

て
、

資
料

を
も

ら
う

こ
れ

ま
で

は
、

教
員

が
論

文
を

書
く

こ
と

は
な

か
っ

た
司

法
省

の
法

律
雑

誌
が

あ
る

が
、

そ
れ

に
も

書
い

て
い

な
い

学
術

論
文

書
い

た
経

験
は

な
い

法
律

問
題

に
つ

い
て

新
聞

へ
の

投
稿

な
ど

は
あ

る
教

員
も

、
法

律
の

普
及

に
も

貢
献

す
る

要
あ

り

先
生

の
質

（
講

義
終

了
後
の
評
価
に
よ
る
）

8
0
％

の
先

生
は

質
が

高
い

2
0
％

の
教

員
は

質
が

低
い

2
0
％

の
低

い
教

員
実

務
経

験
の

無
い

た
め

に
、

低
い

人
と

、
不

熱
心

な
た

め
に

低
い

人
が

い
る

机
の

上
の

議
論

明
確

に
理

論
を

説
明

で
き

な
い

例
を

挙
げ

て
説

明
で

き
な

い

教
材

教
員

研
修

J
I
C
A
の

民
法

テ
キ

ス
ト

、
商

法
テ

キ
ス

ト
戸

棚
の

中
に

お
い

て
あ

る
の

で
、

学
生

が
気

軽
に

見
る

こ
と

は
で

き
な

い
図

書
館

に
お

く
も

の
と

し
て

受
け

取
っ

た
の

で
、

学
生

に
は

配
っ

て
い

な
い

先
生

の
教

材
の

コ
ピ

ー
は

学
生

に
配

っ
て

い
る

1
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法
科

大
・

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

現
在

３
校

で
統

一
し

た
教

材
は

な
い

が
、

作
成

予
定

ラ
オ

ス
国

立
大

学
の

教
科

書
客

員
教

員
が

作
成

し
た

教
材

あ
り

３
つ

の
法

科
大

学
と

司
法

省
と

の
協

議
を

現
在

行
っ

て
い

る
各

担
当

者
の

執
筆

料
は

各
大

学
で

負
担

執
筆

担
当

教
員

は
、

司
法

省
、

客
員

、
常

勤
司

法
省

、
客

員
の

執
筆

料
も

各
大

学
で

負
担

大
学

の
配

布
用

講
義

資
料

の
コ

ピ
ー

代
は

、
教

員
負

担
。

コ
ピ

ー
屋

に
行

く
た

め
の

ガ
ソ

リ
ン

代
の

み
支

給
。

目
次

を
副

大
臣

が
検

討
司

法
省

で
審

査
委

員
会

が
教

科
書

内
容

を
決

定
各

大
学

で
、

分
担

を
し

て
、

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

2
4
科

目
、

北
部

（
工

科
大

学
）

2
3
科

目
、

サ
バ

ナ
ケ

ッ
ト

2
3
科

目
を

分
担

各
大

学
が

目
次

に
合

わ
せ

て
書

い
た

内
容

を
審

査
委

員
会

で
見

て
決

定

裁
判

所
に

関
わ

る
部

分
は

裁
判

所
、

検
察

院
に

関
わ

る
部

分
は

検
察

院
理

論
、

思
想

、
哲

学
面

に
つ

い
て

は
、

国
家

政
治

行
政

学
院

に
執

筆
依

頼
予

定

テ
キ

ス
ト

司
法

省
傘

下
の

法
科

大
学

国
立

大
学

と
は

違
う

が
国

立
大

学
作

成
の

教
科

書
も

、
司

法
省

職
員

や
裁

判
所

職
員

が
書

い
て

い
る

の
で

、
教

科
書

執
筆

に
関

す
る

連
携

は
可

能

教
授

法

教
育

省
の

方
針

で
学

生
の

参
加

を
奨

励
講

義
を

中
心

と
し

つ
つ

学
生

へ
の

質
問

設
問

を
し

て
、

学
生

に
答

え
を

書
か

せ
て

発
表

さ
せ

る
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

試
験

５
年

時
の

前
期

が
終

わ
っ

て
卒

業
試

験
が

あ
る

試
験

を
終

わ
っ

て
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
（

後
期

）
卒

論 終
試

験
、

４
つ

の
科

目
、

刑
法

、
民

法
、

刑
事

訴
訟

法
、

民
事

訴
訟

法
卒

論
の

口
頭

試
問

学
年

終
了

時
に

も
試

験
成

績
が

悪
く

て
も

進
級

す
る

が
、

再
履

修
学

生
意

欲
先

生
の

目
か

ら
見

て
、

5
0
％

教
育

の
中

で
、

問
題

点
は

教
員

、
学

生
両

方
に

あ
る

。

施
設

・
機

材

現
在

の
建

物
に

移
っ

て
２

年
教

室
を

優
先

図
書

館
は

な
い

器
材

の
問

題
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

図
や

写
真

を
使

っ
て

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
な

い

2
0
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法
科

大
・

ビ
エ

ン
チ

ャ
ン

5

他
の

機
関

と
の

役
割

分
担

及
び
連

携

国
立

大
学

の
教

員
と

の
交

流
法

科
大

学
か

ら
組

織
と

し
て

国
立

大
学

に
講

師
を

派
遣

依
頼

国
立

大
学

と
法

科
大

学
の

交
流

協
定

を
締

結
予

定
専

門
の

学
術

交
流

学
生

の
活

動
の

交
流

ル
ア

ン
パ

バ
ー

ン
で

は
既

に
一

部
実

施

6

要
望

テ
キ

ス
ト

作
成

（
特

に
資

金
面

）
大

学
の

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

改
正

教
授

法
教

材
教

員
の

交
流

法
科

大
学

の
教

員
の

日
本

で
の

研
修

日
本

の
大

学
教

員
に

よ
る

模
範

講
義

フ
ァ

シ
リ

テ
ィ

校
舎

や
器

材

2
1
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国
立

大
学

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

－
－

2
予

算
－

－

3
統

計
－

－

4
人

材
育

成

学
生

数

学
部

生
は

全
体

で
4
,
0
0
1
人

、
１

年
生

は
7
6
2
人

、
２

年
生

は
7
4
1
人

法
学

科
、

３
年

生
は

5
2
7
人

、
４

年
生

は
5
4
0
人

、
５

年
生

は
4
3
7
人

。
政

治
学

科
、

３
年

生
は

2
0
9
人

、
４

年
生

は
1
8
9
人

、
５

年
生

は
6
8
8
人

。
国

際
関

係
学

科
、

特
別

な
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
で

２
年

生
か

ら
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
が

分
か

れ
て

お
り

、
２

年
生

が
6
6
人

、
３

年
生

が
7
1
人

、
４

年
生

も
7
1
人

、
５

年
生

が
3
7
人

。
ビ

ジ
ネ

ス
法

学
科

も
２

年
生

か
ら

分
か

れ
て

お
り

、
２

年
生

は
8
9
人

、
３

年
生

は
7
4
人

で
、

2
0
1
0
年

現
在

は
３

年
生

ま
で

。

入
学

条
件

地
方

か
ら

の
推

薦
：

国
が

奨
学

金
を

支
給

す
る

と
い

う
こ

と
。

教
育

省
が

地
方

ご
と

の
奨

学
金

の
額

を
配

分
・

決
定

し
、

県
に

通
知

。
県

が
優

秀
な

学
生

を
選

抜
・

推
薦

。
一

般
入

試
：

ラ
オ

ス
国

立
大

学
の

統
一

試
験

を
受

験
し

て
合

格
し

た
学

生
。

こ
れ

ら
の

学
生

は
、

奨
学

金
を

得
る

こ
と

は
で

き
な

い
が

、
授

業
料

を
払

わ
な

く
て

よ
い

。
学

部
ご

と
の

入
試

（
競

争
率

は
４

～
５

倍
）

こ
れ

ら
の

学
生

か
ら

は
授

業
料

を
徴

収
。

た
だ

し
、

こ
の

授
業

料
は

私
立

大
学

の
授

業
料

に
比

べ
れ

ば
割

安
。

国
立

大
の

授
業

料
は

１
年

に
8
0
万

キ
ー

プ
だ

が
、

コ
ム

・
セ

ン
タ

ー
等

私
立

大
学

に
な

る
と

１
年

に
3
0
0
万

キ
ー

プ
。

地
方

推
薦

の
学

生
が

3
4
4
人

、
統

一
試

験
の

学
生

が
5
7
6
人

、
そ

し
て

学
部

の
試

験
を

受
け

た
学

生
が

2
,
7
2
2
人

。
高

等
法

学
教

育
を

他
の

大
学

で
受

け
た

後
、

学
士

号
を

取
得

す
る

た
め

に
編

入
し

て
き

た
学

生
が

2
6
人

。
法

律
を

学
ぶ

こ
と

が
重

要
だ

と
い

う
こ

と
が

社
会

で
徐

々
に

認
め

ら
れ

て
き

て
お

り
、

特
に

親
が

行
政

官
の

場
合

、
親

た
ち

が
子

ど
も

た
ち

に
法

律
を

学
ば

せ
た

い
と

考
え

、
受

験
さ

せ
る

と
い

う
例

も
多

い
。

卒
業

生
の

進
路

卒
業

後
司

法
関

係
機

関
、

つ
ま

り
裁

判
所

や
検

察
庁

、
司

法
省

で
働

き
た

い
と

い
う

意
見

が
多

い
他

、
弁

護
士

に
な

り
た

い
と

い
う

意
見

も
あ

る
。

ビ
ジ

ネ
ス

法
学

科
の

学
生

は
卒

業
後

民
間

企
業

や
国

の
企

業
で

働
き

た
い

と
い

う
意

見
が

多
い

職
員

に
な

れ
な

い
場

合
に

は
、

民
間

企
業

等
別

の
就

職
先

を
探

す

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
作

成
す

る
際

に
は

、
ラ

オ
ス

の
法

制
度

・
法

学
教

育
に

必
要

な
科

目
を

選
ぶ

こ
と

、
近

隣
諸

国
の

教
育

内
容

を
参

考
に

す
る

こ
と

、
さ

ら
に

海
外

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

構
成

を
参

考
に

す
る

こ
と

を
考

え
て

作
成

普
通

コ
ー

ス
推

薦
や

大
学

統
一

試
験

を
受

け
た

学
生

が
い

て
、

午
前

中
に

勉
強

。
数

は
全

体
の

３
分

の
１

ほ
ど

特
別

コ
ー

ス
学

部
の

試
験

を
受

け
た

学
生

が
、

午
後

か
ら

夜
に

学
ん

で
い

る
。

数
は

全
体

の
３

分
の

２
ほ

ど

教
員

常
勤

教
員

9
4
名

、
客

員
教

員
2
0
名

2
2
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国
立

大
学

2
0
0
3
年

以
降

、
ラ

オ
ス

で
は

多
く

の
法

改
正

が
行

わ
れ

て
い

る
。

新
し

く
制

定
さ

れ
た

法
律

や
改

正
法

に
つ

い
て

は
、

条
文

を
紹

介
す

る
文

書
や

、
条

文
を

ど
う

解
釈

す
る

か
説

明
す

る
文

書
が

作
成

さ
れ

る
こ

と
は

、
非

常
に

少
な

い
。

立
法

担
当

者
を

呼
ん

で
国

立
大

で
セ

ミ
ナ

ー
立

法
担

当
官

庁
主

催
セ

ミ
ナ

ー
に

教
師

を
派

遣
自

主
的

な
研

究

当
学

部
の

場
合

は
、

首
都

に
あ

る
た

め
、

中
央

官
庁

と
の

連
絡

が
便

利
。

し
か

し
、

ル
ア

ン
パ

バ
ー

ン
や

南
部

で
は

、
中

央
官

庁
と

の
連

携
は

困
難

。
他

に
、

国
会

が
法

案
を

審
議

す
る

時
に

、
先

生
や

学
生

が
見

学
し

、
会

議
で

の
討

議
を

傍
聴

し
て

知
識

を
得

る
こ

と
も

あ
る

。

国
際

条
約

に
つ

い
て

は
、

外
務

省
や

投
資

計
画

省
の

担
当

部
局

と
連

絡
し

て
資

料
を

入
手

し
た

り
、

担
当

部
局

の
職

員
を

招
聘

し
て

セ
ミ

ナ
ー

を
開

催
（

年
に

５
～

６
回

の
こ

と
も

）
。

担
当

官
庁

主
催

セ
ミ

ナ
ー

人
身

売
買

、
国

境
を

越
え

た
国

際
的

な
犯

罪
、

知
財

法
な

ど
に

つ
い

て
、

外
務

省
・

計
画

投
資

省
・

商
業

省
か

ら
情

報
を

得
て

講
義

。

学
術

論
文

は
ほ

と
ん

ど
執

筆
で

き
て

い
な

い
。

学
術

論
文

を
ま

と
め

て
、

印
刷

、
出

版
す

る
資

金
が

な
い

。
教

員
の

能
力

や
、

知
識

の
レ

ベ
ル

が
十

分
で

は
な

い
。

立
法

担
当

者
は

忙
し

い
た

め
、

土
曜

日
や

日
曜

日
な

ど
そ

の
人

が
休

み
の

と
き

に
時

間
を

も
ら

っ
て

い
る

。
多

く
て

半
日

、
短

い
時

は
３

時
間

ほ
ど

し
か

時
間

の
確

保
が

で
き

ず
、

詳
細

に
説

明
を

し
て

い
た

だ
く

の
は

難
し

い
。

そ
こ

で
、

セ
ミ

ナ
ー

に
出

た
先

生
同

士
で

お
互

い
に

意
見

交
換

を
し

、
講

師
が

説
明

し
た

内
容

に
つ

い
て

理
解

を
深

め
る

た
め

の
検

討
を

し
て

い
る

。

国
内

の
法

律
情

報
に

つ
い

て
は

、
委

員
会

が
法

律
の

改
正

や
新

法
の

制
定

に
関

す
る

文
書

を
毎

回
送

っ
て

く
る

他
、

司
法

省
・

外
務

省
な

ど
各

省
庁

主
管

の
法

律
が

改
正

さ
れ

る
際

も
、

毎
回

、
教

員
が

説
明

の
た

め
の

研
修

に
参

加
す

る
機

会
が

与
え

ら
れ

て
い

る
。

司
法

省
や

起
草

主
管

官
庁

が
草

案
を

一
部

送
っ

て
き

て
、

教
員

が
意

見
を

加
え

て
送

り
返

す
こ

と
も

あ
る

。
地

方
行

政
法

な
ど

。
ほ

と
ん

ど
コ

メ
ン

ト
は

取
り

入
れ

ら
れ

な
い

。
し

か
し

、
2
0
0
0
年

以
降

は
、

大
学

の
役

割
は

徐
々

に
向

上
し

て
き

た
。

た
と

え
ば

、
今

日
、

司
法

省
に

お
い

て
戸

籍
法

改
正

の
起

草
委

員
会

が
開

か
れ

て
い

る
が

、
法

学
科

の
先

生
が

委
員

と
し

て
参

加
し

て
い

る
。

司
法

改
革

の
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
も

意
見

を
出

し
た

。
J
I
C
A
の

支
援

に
よ

る
民

法
・

商
法

・
会

社
法

の
教

科
書

作
成

に
も

関
与

し
た

こ
と

が
あ

り
、

2
0
0
3
年

の
憲

法
改

正
で

は
、

国
会

で
意

見
を

述
べ

た
。

法
律

の
制

定
・

改
正

に
意

見
を

言
う

機
会

が
増

え
て

お
り

、
大

学
の

地
位

は
向

上
し

て
い

る
と

言
え

る
。

新
法

の
研

究
等

2
3
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国
立

大
学

教
員

に
よ

る
新

法
の

研
究

会
は

、
頻

繁
に

は
行

え
な

い
。

学
部

内
の

研
究

会
の

ほ
か

、
近

隣
の

大
学

の
教

員
と

の
研

究
会

も
あ

る
が

、
資

金
的

に
困

難
。

国
立

チ
ャ

ン
パ

サ
ッ

ク
大

学
法

学
部

や
ル

ア
ン

パ
バ

ー
ン

法
科

大
学

、
サ

ヴ
ァ

ン
ナ

ケ
ー

ト
法

科
大

学
と

学
術

交
流

協
定

を
結

び
ま

し
た

が
、

実
際

に
集

ま
る

こ
と

は
難

し
い

。
１

年
に

１
～

２
回

程
度

。

障
害

と
な

る
事

由
と

し
て

は
、

１
つ

は
資

金
面

、
も

う
１

つ
は

教
員

の
能

力
や

知
識

の
レ

ベ
ル

が
不

足
し

て
い

る
こ

と
が

あ
る

。
現

在
の

教
員

は
、

学
士

号
を

取
得

し
た

後
す

ぐ
に

教
員

と
し

て
採

用
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
よ

う
な

教
員

を
外

国
の

修
士

課
程

・
博

士
課

程
に

送
っ

て
、

能
力

を
高

め
た

い
。

日
本

で
学

位
を

取
得

す
る

こ
と

に
対

す
る

支
援

を
行

っ
て

も
ら

え
な

い
か

を
検

討
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

 
全

体
的

に
、

当
学

部
は

、
法

律
に

関
す

る
研

究
機

関
と

し
て

、
政

府
に

対
し

て
意

見
を

提
案

で
き

る
と

い
う

重
要

な
地

位
に

あ
る

。
我

々
の

内
部

の
教

官
の

知
識

や
能

力
が

十
分

で
な

い
た

め
に

研
究

機
関

と
し

て
十

分
な

役
割

を
果

た
す

こ
と

が
で

き
な

い
。

教
室

が
足

り
ず

１
つ

の
教

室
で

た
く

さ
ん

の
学

生
が

学
ん

で
い

る
状

況
で

、
１

人
１

人
の

学
生

に
目

が
届

か
な

い
と

い
う

大
学

側
の

要
因

も
否

定
で

き
な

い
。

資
料

や
教

材
も

不
足

し
て

お
り

、
そ

の
た

め
に

学
生

た
ち

の
意

欲
を

削
い

で
し

ま
う

と
い

う
こ

と
が

あ
る

。

 
現

在
、

4
,
0
0
0
人

の
学

生
が

い
る

も
の

の
、

教
員

は
1
4
3
人

し
か

い
な

い
。

そ
の

た
め

、
多

く
の

学
生

を
受

け
入

れ
る

こ
と

が
困

難
。

ま
た

、
１

人
の

教
員

の
教

え
る

授
業

時
間

数
が

多
い

た
め

に
、

研
究

に
割

く
時

間
が

と
れ

な
い

。
当

学
部

で
も

学
術

研
究

を
奨

励
し

た
い

と
考

え
て

お
り

、
そ

の
た

め
の

試
み

と
し

て
、

学
術

研
究

部
を

設
け

て
、

大
学

の
学

術
研

究
を

進
め

た
い

と
考

え
て

い
る

が
、

そ
の

職
員

は
３

～
４

人
の

み
で

、
ま

だ
十

分
な

人
員

が
い

な
い

。
し

か
し

、
研

究
を

委
託

し
た

先
生

に
つ

い
て

は
、

で
き

る
だ

け
授

業
時

間
を

減
ら

す
試

み
を

行
な

っ
て

い
る

。

他
機

関
連

携
チ

ャ
ン

パ
サ

ッ
ク

国
立

大
学

法
学

部
と

の
学

術
交

流

法
科

大
学

と
の

学
術

交
流

教
育

内
容

の
違

い
は

交
流

の
障

害
に

は
な

ら
な

い
大

学
の

位
置

づ
け

は
異

な
っ

て
い

る
。

当
学

部
は

、
法

学
士

を
養

成
す

る
た

め
に

理
論

と
実

務
の

両
方

を
教

え
て

い
る

が
、

ど
ち

ら
か

と
い

え
ば

一
般

的
な

法
学

、
理

論
に

重
点

を
置

い
て

い
る

。
一

方
、

法
科

大
学

で
は

、
中

等
法

学
教

育
・

高
等

法
学

教
育

の
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
か

ら
構

成
さ

れ
て

お
り

、
卒

業
後

に
実

務
家

に
な

る
こ

と
を

目
標

と
し

て
い

る
。

こ
の

よ
う

に
、

２
つ

の
教

育
機

関
の

役
割

は
異

な
る

。
し

か
し

、
こ

の
こ

と
は

、
研

究
交

流
の

障
害

で
は

な
い

。
お

互
い

に
交

流
で

き
る

こ
と

は
す

ば
ら

し
い

こ
と

だ
と

考
え

る
。

外
国

と
の

学
術

交
流

も
有

意
義

6
文

献
資

料
法

律
の

文
章

や
、

法
律

に
関

す
る

本
が

不
足

し
て

い
る

。
外

国
法

に
関

し
て

も
、

ラ
オ

ス
の

国
内

法
に

関
し

て
も

ラ
オ

ス
で

は
情

報
を

十
分

に
取

得
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
外

国
法

を
理

解
す

る
た

め
に

は
、

法
律

の
説

明
を

す
る

た
め

の
文

献
や

教
科

書
な

ど
が

必
要

。
国

内
法

の
教

科
書

に
つ

い
て

は
私

ど
も

と
し

て
も

執
筆

し
た

い
が

、
執

筆
資

金
が

不
足

し
て

い
る

。
国

内
の

教
科

書
の

執
筆

を
支

援
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

ベ
ト

ナ
ム

や
日

本
な

ど
外

国
で

学
ん

で
き

た
学

生
や

留
学

し
た

先
生

た
ち

に
聞

く
こ

と
で

情
報

を
得

て
い

る
に

過
ぎ

な
い

。
以

前
、

各
先

生
が

必
要

だ
と

思
う

本
を

リ
ス

ト
に

し
て

、
ま

と
め

た
こ

と
が

あ
る

が
、

そ
の

リ
ス

ト
に

掲
載

さ
れ

た
本

の
う

ち
、

実
際

に
学

部
で

購
入

し
て

納
入

で
き

た
本

は
５

％
程

度

5

学
生

の
意

欲

2
4

添付資料２－２ 
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国
立

大
学

7
そ

の
他

ラ
オ

ス
の

法
学

教
育

N
U
O
L

チ
ャ

ン
パ

サ
ッ

ク
国

立
大

学
（

開
校

し
て

２
年

）
法

科
大

学
私

立
セ

ン
サ

バ
ー

ン
法

学
高

等
教

育
コ

ム
セ

ン
タ

ー
（

ビ
ジ

ネ
ス

法
だ

が
、

法
律

専
門

で
は

な
い

）

博
士

課
程

の
た

め
の

学
位

取
得

の
奨

学
金

。
年

齢
の

上
限

延
長

等
。

教
員

の
学

位
の

取
得

を
支

援
し

て
ほ

し
い

。
他

の
学

科
に

比
べ

て
、

当
学

部
は

、
修

士
号

・
博

士
号

を
取

得
し

た
教

員
の

数
が

少
な

い
。

修
士

課
程

の
設

置
を

検
討

し
て

い
る

が
、

修
士

課
程

で
教

え
る

こ
と

は
、

学
士

号
の

教
員

で
は

不
可

能
で

あ
り

、
修

士
号

取
得

教
員

の
み

な
ら

ず
博

士
号

取
得

の
教

員
が

不
可

欠
。

ラ
オ

ス
の

司
法

関
係

機
関

の
職

員
で

働
く

職
員

の
ほ

と
ん

ど
は

、
当

学
部

の
卒

業
生

。
職

員
の

一
部

は
外

国
か

ら
奨

学
金

を
得

て
、

外
国

で
修

士
号

を
取

得
し

て
い

る
が

、
外

国
の

奨
学

金
に

は
年

齢
制

限
が

あ
る

た
め

、
全

て
の

司
法

関
係

職
員

に
適

用
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
外

国
で

は
な

く
国

内
で

修
士

号
を

得
る

課
程

を
充

実
す

る
こ

と
が

重
要

。
学

生
の

数
は

増
加

し
て

い
る

が
、

教
室

が
足

り
な

い
。

そ
の

た
め

、
教

室
の

整
備

に
対

す
る

支
援

が
必

要
。

図
書

室
を

拡
張

す
る

必
要

あ
り

。

要
望

2
5

添付資料２－２ 
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2
6

添付資料２－２ 
法

科
大

・
ル

ア
ン

パ
バ

ー
ン

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

1
組

織
・
人

員
体

制

2
予

算

3
統

計

4
人

材
育

成

学
生

生
徒

数

学
士

号
実

務
家

の
出

身
母

体
で
は

、
県

の
司

法
局

、
人

民
裁

判
所

、
検

察
庁

、
郡

レ
ベ
ル

の
職

員
が

入
学

。

高
等

法
学

教
育

高
等

法
学

教
育

（
学

生
は

入
学

し
て
い
な
い
）
３
年

。
成

績
の

問
題

等
で
学

士
号

コ
ー
ス
に
進

め
な
い
生

徒
が

い
る
と
き
に
時

期
に
応

じ
て
開

講
し

て
き
た
。

中
等

法
学

教
育

中
等

（
１
年

生
が

入
学

し
た
と
こ
ろ
）
２
年

。
実

務
家

の
出

身
母

体
と
し
て
は

、
行

政
官

、
他

司
法

関
係

機
関

、
郡

レ
ベ
ル

の
人

民
検

察
院

、
郡

レ
ベ
ル

の
人

民
裁

判
所

、
郡

レ
ベ
ル

の
司

法
事

務
所

、
村

レ
ベ
ル

の
調

停
員

、
地

方
の

軍
人

、
警

察
官

。

管
轄

地
域

北
部

８
つ
の

県
サ

イ
ヤ
ム
ビ
県

、
ウ
ド
ム
サ

イ
県

、
ボ
ー
ケ
ー
オ
県

、
ル

ア
ン
ナ
ム
タ
ー
県

、
ホ
ン
サ

リ
ー
県

、
ホ
ウ
ア
バ

ン
県

、
シ
ェ
ン
コ
ア
ー
ン

県
、
ル

ア
ン
パ

バ
ー
ン
県

、
そ
の

他
、
外

部
か

ら
の

学
生

と
し
て
最

高
人

民
裁

判
所

、
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
県

、
チ
ャ
ン
パ

サ
ッ
ク
県

、
そ
の

他
に
軍

の
裁

判
所

か
ら
も
学

生
を
受

け
入

れ
て
い
る
。

卒
業

後
の

進
路

学
士

号
：
1
2
5
人

卒
業

。
ほ

と
ん
ど
が

既
に
職

員
と
し
て
各

機
関

で
働

い
て
い
た
人

物
ば

か
り
で
あ
っ
た
た
め
、
卒

業
後

は
出

身
母

体
で
あ
る
北

部
各

県
の

人
民

裁
判

所
や

人
民

検
察

庁
に
戻

っ
て
職

務
を
行

っ
て
い
る
。
試

験
を
通

っ
て
入

っ
て
き
た
在

学
生

の
一

部
は

公
務

員
と
し
て
働

き
た

い
者

、
ま
た
は

民
間

で
働

き
た
い
と
思

っ
て
い
る
学

生
も
い
る
。
公

務
員

希
望

は
出

身
県

の
人

民
裁

判
所

、
検

察
庁

で
働

き
た
い
と
い
う
希

望
を

持
っ
て
い
る
。

中
等

高
等

教
育

：
新

卒
者

も
県

、
軍

レ
ベ
ル

の
裁

判
所

や
司

法
事

務
所

か
ら
奨

学
金

を
得

て
入

学
し
て
く
る
た
め
、
卒

業
後

は
、
奨

学
金

を
提

供
し
た
機

関
に
就

職
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

宿
泊

施
設

学
内

に
学

生
寮

が
な
い
が

、
民

間
企

業
が

宿
泊

所
を
建

設
し
、
大

学
と
契

約
し
て
、
提

供
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

、
学

生
か

ら
宿

泊
料

を
と
っ
て
い
る
。
宿
泊
施
設
で
の
規
則
に
つ
い
て
大
学
が
管
理
し
、
値
段
に
つ
い
て
も
学
生
に
と
っ
て
高
す
ぎ
な
い
よ
う
に
交
渉
し
て
い
る
。

教
員

講
師

の
情

報

常
勤

教
員

：
2
5
名

修
士

号
を
有

す
る
の

は
、
学

長
の

み
。

一
人

の
教

員
が

担
当

す
る
科

目
は

２
科

目
程

度
。
常

勤
教

員
の

間
に
レ
ベ
ル

分
け
は

な
い
。

非
常

勤
：
約

2
6
名

司
法

省
か

ら
派

遣
さ
れ

た
職

員
が

一
番

多
い
。
次

が
県

の
司

法
局

。
県

の
人

民
裁

判
所

、
県

の
人

民
検

察
庁

、
国

会
、
県

の
国

会
事

務
所

、
高

等
人

民
裁

判
所

、
高

等
人

民
検

察
院

、
県

の
官

房
か

ら
教

え
に
く
る
人

も
い
る
。
県

レ
ベ
ル

の
政

治
行

政
学

院
か

ら
も
教

え
に
来

て
い
る
。

客
員

教
員

の
授

業
に
は

、
常

勤
教

員
を
ペ
ア
で
配

置
し
、
客

員
教

員
が

本
業

の
た
め
に
授

業
に
出

ら
れ

な
い
際

に
は

、
常

勤
教

員
が

代
わ

り
に

教
え
て
い
る
。

学
士

号
コ
ー
ス

１
年

生
か

ら
５
年

生
ま
で
合

わ
せ

て
2
,6
0
0
人

高
卒

　
７
割

　
：
実

務
家

　
３
割

中
等

法
学

教
育

１
年

生
の

み
　
2
3
3
人

高
卒

　
３
割

　
：
実

務
家

　
７
割

- 35 -



法
科

大
・

ル
ア

ン
パ

バ
ー

ン

専
属

・
客

員
教

員
の

役
割

分
担

客
員

：
法

律
で
も
基

本
的

な
法

律
を
担

当
。
刑

法
、
民

法
、
民

事
訴

訟
法

は
外

部
の

教
員

が
担

当
し
、
理

論
か

ら
実

践
ま
で
、
裁

判
所

に
お
け
る

文
書

の
書

き
方

も
担

当
。

常
勤

：
そ
れ

以
外

の
法

律
科

目
と
、
基

礎
知

識
と
い
っ
た
導

入
教

育
を
担

当
。
客

員
教

員
の

方
が

重
要

な
法

律
を
担

当
し
て
い
る
状

態
で
あ
る
。

大
学

の
常

勤
教

員
は

ま
だ
若

く
て
卒

業
し
た
ば

か
り
（
で
知

識
も
経

験
も
浅

い
）
。
そ
の

た
め
、
外

部
か

ら
呼

ん
で
重

要
な
科

目
を
教

え
て
い
る
。

基
本
的
な
法
学
に
つ
い
て
も
教
え
ら
れ

る
知
識
は
あ
る
が
、
若

い
と
い
う
こ
と
で
生

徒
に
十

分
信

頼
を
得

ら
れ

て
い
な
い
。

教
授

会
（
常

勤
、
客

員
の

意
見

交
換

）
年

に
２
回

に
教

師
の

合
同

会
議

が
行

わ
れ

、
ど
の

よ
う
な
点

が
難

し
い
か
、
学

生
の

態
度

は
ど
う
か

、
学

生
か

ら
問

題
提

起
が

行
わ

れ
て
い
な
い

か
、
ど
う
い
っ
た
解

決
が

行
わ

れ
て
い
る
か

、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
客

員
・
常

勤
で
協

議
を
し
て
い
る
。

教
員

の
自

己
研

鑽
研

究
は

ほ
と
ん
ど
行

っ
て
い
な
い
。
ど
の

よ
う
に
理

解
し
、
教

え
る
べ

き
か

は
研

究
す
る
が

、
実

際
の

判
決

文
に
つ
い
て
研

究
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん

ど
な
い
。
教

育
の

中
で
客

員
教

員
が

教
室

の
中

で
説

明
す
る
の

み
。
学

内
全

体
で
も
実

際
に
行

わ
れ

て
い
な
い
。
特

に
判

決
文

を
検

討
す
る
こ

と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。

教
員

研
修

司
法

業
務

件
数

所
の

研
修

は
受

け
た
こ
と
が

な
い
。

こ
れ

ま
で
の

教
員

の
教

授
法

の
研

修
な
ど
は

、
教

育
省

が
実

施
し
た
（
予

算
は

法
科

大
学

で
工

面
）
。

そ
の

他
の

研
修

、
女

性
と
子

供
の

権
利

の
研

修
を
司

法
省

と
協

力
し
て
行

っ
た
と
き
に
教

員
が

参
加

。
そ
の

他
、
J
IC
A
の

支
援

で
民

法
教

科
書

の
内

容
、
使

い
方

に
つ
い
て
、
研

修
が

ル
ア
ン
パ

バ
ー
ン
、
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
、
サ

バ
ナ
ケ
ッ
ト
各

法
科

大
学

で
実

施
さ
れ

た
。

テ
キ
ス
ト
の

整
備

状
況

客
員

教
員

が
、
自

ら
教

材
を
作

成
。
判

決
文

、
起

訴
状

を
持

っ
て
き
て
見

せ
て
く
れ

る
こ
と
は

あ
る
。

大
学

の
配

布
用

講
義

資
料

の
コ
ピ
ー
代

は
、
教

員
負

担
。

教
授

方
法

模
擬

裁
判

実
施

試
験

学
生

に
は

２
つ
の

タ
イ
プ
が

あ
る
。
教

育
省

推
薦

の
新

卒
と
そ
の

他
に
試

験
を
受

け
て
、
法

科
大

学
で
試

験
委

員
会

を
設

け
、
県

の
人

民
裁

判
所

、
検

察
庁

、
司

法
局

か
ら
試

験
委

員
会

に
参

加
・
実

施
し
て
い
る
。
全

体
で
会

場
は

３
箇

所
。
新

卒
の

学
生

の
推

薦
に
つ
い
て
は

教
育

省
が

担
当

す
る
。
教

育
省

か
ら
奨

学
金

を
中

央
の

各
県

に
何

人
の

推
薦

を
認

め
る
か

と
い
う
配

分
を
決

定
。
各

県
の

司
法

部
、
教

育
局

が
誰

を
入

学
さ

せ
る
か

選
抜

を
行

い
、
入

学
者

を
決

定
す
る
と
い
う
形

で
選

抜
す
る
。
司

法
省

か
ら
の

奨
学

金
は

職
員

対
象

。
推

薦
者

に
つ
い
て
試

験
は

実
施

し
て
い
な
い
。

7

そ
の

他
要

望

大
学

の
法

律
分

野
の

人
材

育
成

の
支

援
に
つ
い
て
検

討
し
て
欲

し
い
。
校

舎
が

十
分

で
な
い
。
図

書
室

が
な
い
（
一

応
あ
る
が

、
読

書
室

で
あ

る
）
。

教
育

機
材

、
プ
リ
ン
タ
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
も
不

足
し
て
い
る
。

何
よ
り
も
教

員
の

教
育

知
識

の
向

上
と
学

士
取

得
が

重
要

な
課

題
に
な
っ
て
お
り
、
支

援
を
い
た
だ
き
た
い
。

2
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ル
県
司
法
局

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

2
0
0
0
年

よ
り

M
O
J
決

定
に

よ
り

裁
判

所
、

検
察

院
と

分
離

。
人

数
：

県
レ

ベ
ル

2
3
名

、
郡

レ
ベ

ル
2
2
名

部
局

：
県

レ
ベ

ル
→

①
計

画
財

務
事

務
部

②
判

決
執

行
課

③
司

法
行

政
課

④
公

証
人

課
⑤

弁
護

士
事

務
所

⑥
組

織
人

事
課

⑦
法

律
宣

伝
普

及
課

⑧
経

済
紛

争
解

決
課

郡
レ

ベ
ル

→
各

1
1
の

群
に

司
法

事
務

局
が

設
け

ら
れ

て
い

る
。

村
レ

ベ
ル

→
紛

争
調

停
委

員
会

が
属

し
て

い
る

。
全

部
で

8
2
0
の

調
停

委
員

会
が

あ
る

。
1
1
の

郡
と

8
2
0
の

村
が

あ
り

、
全

て
の

群
と

村
に

司
法

事
務

所
と

紛
争

調
停

委
員

会
が

設
置

。
本

来
、

県
で

5
0
名

、
郡

で
5
5
名

必
要

だ
が

十
分

で
は

な
い

。

2
予

算
予

算
は

県
に

属
す

る
。

3
司

法
統

計
－

4
人

材
育

成
－

5

他
機

関
連

携

業
務

執
行

で
関

係
協

力
を

行
っ

て
い

る
の

は
県

の
検

察
院

と
裁

判
所

、
警

察
、

軍
で

あ
り

、
５

番
目

は
国

会
選

挙
区

事
務

所
、

６
番

目
が

関
税

局
、

７
番

目
が

農
林

局
、

特
に

森
林

で
あ

る
。

ル
ア

ン
パ

バ
ー

ン
で

は
関

係
機

関
の

連
携

が
と

て
も

良
い

の
で

、
中

央
か

ら
の

評
価

も
高

い
。

県
の

検
察

院
、

裁
判

所
、

司
法

局
な

ど
、

関
係

す
る

機
関

で
の

連
携

：
各

機
関

が
毎

月
業

務
の

総
括

を
す

る
会

議
を

行
い

、
７

つ
の

関
係

機
関

を
呼

ん
で

意
見

交
換

を
行

う
。

各
機

関
が

実
施

す
る

会
議

に
、

７
つ

の
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

参
加

し
て

い
る

。
法

秩
序

調
整

委
員

会
：

国
会

事
務

所
が

中
心

と
な

っ
て

定
期

的
に

開
く

。
重

大
事

件
が

発
生

し
た

と
き

に
関

係
機

関
が

集
ま

っ
て

協
議

を
開

く
も

の
。

主
催

は
国

会
事

務
局

。
法

秩
序

調
整

委
員

会
は

国
会

が
中

心
と

な
っ

て
開

催
す

る
。

訴
訟

実
務

は
県

の
検

察
院

が
統

括
す

る
。

法
令

管
理

や
普

及
・

宣
伝

に
つ

い
て

は
こ

の
司

法
局

が
担

当
し

、
３

つ
の

機
関

が
そ

れ
ぞ

れ
担

当
す

る
３

つ
の

分
野

を
統

括
す

る
。

6

業
務

司
法

局
の

中
で

も
困

難
を

抱
え

て
い

る
業

務
は

判
決

執
行

業
務

。
裁

判
所

が
下

し
た

確
定

判
決

の
全

て
の

執
行

を
担

当
す

る
た

め
。

現
在

、
司

法
局

の
中

で
執

行
で

き
な

く
て

遅
延

し
て

い
る

か
事

件
が

4
5
0
ほ

ど
あ

る
。

判
決

執
行

課
の

職
員

：
課

の
中

で
も

も
多

く
、

８
名

。
実

務
を

担
当

す
る

執
行

官
は

６
名

。
全

員
が

学
士

号
を

取
得

。
残

り
２

名
が

事
務

職
員

で
１

人
が

財
務

も
う

１
人

が
事

務
を

担
当

。
判

決
執

行
課

の
職

員
は

主
に

民
事

担
当

。
刑

事
は

司
法

局
内

の
６

名
以

外
に

司
法

警
察

が
い

て
、

刑
事

の
判

決
執

行
を

担
当

し
て

い
る

。
県

司
法

局
内

に
駐

在
し

、
人

数
は

３
名

。
司

法
警

察
は

近
く

に
事

務
所

が
あ

り
、

協
力

し
て

い
る

。
一

緒
に

勤
務

し
て

い
る

が
、

命
令

系
統

と
給

料
は

内
務

省
に

属
す

る
。

所
属

機
関

が
違

う
が

、
協

力
し

て
い

る
。

民
事

判
決

の
執

行
が

困
難

な
の

は
判

決
の

文
書

が
わ

か
り

に
く

い
か

ら
で

は
な

い
。

執
行

官
の

数
が

非
常

に
少

な
い

た
め

。
２

つ
目

は
実

際
に

敗
訴

し
た

そ
両

当
事

者
が

負
い

か
ね

が
な

い
こ

と
。

麻
薬

犯
罪

を
犯

し
て

も
罰

金
刑

を
取

り
立

て
よ

う
に

も
実

際
に

は
犯

罪
当

事
者

が
お

金
を

持
っ

て
い

な
い

こ
と

。
現

在
の

制
度

で
は

執
行

不
能

で
終

わ
ら

せ
る

こ
と

は
制

度
と

し
て

は
で

き
な

い
（

よ
う

や
く

、
2
0
1
0
年

の
１

月
始

め
に

各
県

で
ど

れ
だ

け
執

行
で

き
な

く
な

っ
て

い
る

か
、

明
確

な
数

字
を

司
法

省
に

通
知

せ
よ

と
い

う
通

達
が

あ
っ

た
の

で
、

報
告

し
た

ば
か

り
で

あ
る

。
2
0
1
0
年

現
在

、
司

法
省

の
検

討
と

回
答

を
待

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

）
。

2
8
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ル
県
司
法
局

7

法
科

大
の

評
価

非
常

に
成

果
は

上
が

っ
て

い
る

。
教

育
内

容
は

良
い

も
の

が
あ

る
と

考
え

て
い

る
。

2
0
0
4
年

か
ら

教
育

を
し

、
中

等
法

学
教

育
を

3
回

実
施

。
局

長
も

中
等

教
育

を
受

け
た

。
内

容
は

非
常

に
効

果
が

あ
る

と
思

う
。

重
要

な
点

は
客

員
教

員
が

多
く

の
科

目
を

担
当

し
て

い
る

こ
と

。
客

員
教

員
に

は
県

の
検

事
、

人
民

裁
判

所
の

職
員

、
司

法
局

局
長

も
講

義
を

行
っ

て
い

る
。

司
法

局
局

長
の

担
当

科
目

は
国

家
組

織
と

国
会

法
を

講
義

。
ラ

オ
ス

国
立

大
学

の
学

部
長

が
教

育
を

学
び

た
い

と
言

っ
て

き
た

が
、

ラ
オ

ス
法

科
大

学
よ

り
内

容
が

良
い

と
の

評
価

を
得

た
。

法
科

大
か

ら
の

卒
業

生
を

、
司

法
局

５
名

で
採

用
し

た
が

、
国

立
大

学
卒

業
生

と
比

べ
て

み
て

も
ル

ア
ン

司
法

大
学

の
学

生
の

方
が

仕
事

が
良

く
で

き
る

。

8

弁
護

士

第
４

弁
護

士
事

務
所

で
４

名
登

録
し

て
い

る
。

１
名

が
サ

イ
ニ

ャ
ブ

リ
ー

県
、

残
り

３
名

は
ル

ア
ン

パ
バ

ー
ン

県
で

勤
務

し
て

い
る

。
４

名
の

う
ち

２
名

は
公

務
員

で
退

職
者

、
そ

の
他

は
県

検
察

庁
、

裁
判

所
で

勤
務

し
て

い
た

が
、

事
情

に
よ

り
、

自
発

的
に

辞
め

て
弁

護
士

に
な

っ
た

人
。

こ
れ

か
ら

は
年

配
の

方
で

は
な

く
、

法
学

知
識

を
持

っ
た

若
い

人
が

な
っ

て
ほ

し
い

。
法

科
大

学
か

ら
育

成
し

た
い

。

2
9
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ル
郡
司
法
局

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

1
組
織
・
人
員
体
制

司
法
事
務
所
長
（
女
性
、
中
等
教
育
）
、
郡
司
法
事
務
所
職
員
：
３
名
で
う
ち
１
名
が
女
性
。
１
名
は
法
学
士
。

2
予
算

－
－

3
統
計

－
－

4
人
材
育
成

研
修

司
法

省
が

１
年

に
１
回

郡
レ
ベ
ル

職
員

に
対

す
る
研

修
を
行

う
。
司
法
業
務
研
修
所
で
の
研
修
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
。
県
に
司
法

局
が
開
催
し
年
２
回
程
度
。

そ
の
他

業
務

執
行

司
法
事
務
所
の
抱
え
る
業
務
の
中
で
、
判
決
執
行
の
業
務
が
最
も
困
難
。

１
名
が
担
当
。
年
間
8
0
～
9
0
件
（
執
行
遅
延
の
ケ
ー
ス
も
含
め
る
。
）
年
間
新
た
に
2
0
～
3
0
件
追
加
。

裁
判
所
が
判
決
を
下
し
た
後
に
執
行
班
に
送
付
し
て
担
当
す
る
が
、
借
金
の
返
済
に
つ
い
て
の
判
決
執
行
、
夫
婦
間
の
子
供
の
養
育

費
が
問
題
。

差
し
押
さ
え
は
ほ
と
ん
ど
な
し
。
差
し
押
え
る
財
産
が
な
い
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
の
た
め
。

普
及

郡
の
裁
判
官
、
検
察
官
と
チ
ー
ム
で
２
～
３
ヶ
月
に
１
回
村
に
行
き
、
重
要
法
令
を
配
っ
た
り
（
予
算
不
足
で
あ
ま
り
で
き
な
い
）
、
読
み

聞
か

せ
た
り
す
る
。

普
及
の
対
象
と
す
る
法
律
：
村
ご
と
の
発
生
し
て
い
る
犯
罪
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
土
地
使
用
を
め
ぐ
る
紛
争
や
、
土
地
に
関

す
る
法
律
も
宣
伝
・
普
及
。
窃
盗
が
多
い
と
こ
ろ
で
は
そ
の
刑
法
の
部
分
に
つ
い
て
研
修
を
行
う
な
ど
、
村
ご
と
に
内
容
を
変
え
て
い

る
。
2
0
0
8
年

に
児
童
の
権
利
保
護
に
関
す
る
法
律
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
に
1
1
の
村
で
児
童
の
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
法
律
の

普
及
宣
伝
を
行
っ
た
。

法
科
大

３
名
中
１
名
が
法
科
大
の
中
等
教
育
で
勉
強
中
。

3
0
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ル
経
済
紛
争

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

1
組
織
・
人
員
体
制

２
つ
の
組
が
属
し
て
い
る
。
専
門
官
、
事
務
班
、
全
部
で
職
員
６
名
（
女
３
名
）
、
経
済
解
決
専
門
の
法
律
家
は
３
名
。
３
名
の
う
ち
、
法

学
士
が
２
名
、
法
学
高
等
教
育
を
受
け
て
い
る
の
が
１
名
。
さ
ら
に
調
停
員
と
裁
定
員
2
6
名
の
う
ち
女
性
が
１
名
。
全
て
司
法
大
臣
に

よ
っ
て
認

定
さ
れ

て
い
る
。
調

停
員

は
多

く
の

部
局

か
ら
選

出
。
公

務
員

、
民

間
も
裁

定
員

と
し
て
働

い
て
い
る
。

2
予
算

二
種
類
の
紛
争
解
決
が
あ
り
、
ひ
と
つ
が
調
停
、
も
う
一
つ
が
裁
定
。
ど
ち
ら
に
す
る
か
は
紛
争
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
解

決
が
図
ら
れ
る
。
調
停
員
は
、
職
員
と
各
部
局
・
民
間
か
ら
来
た
調
停
・
裁
定
員
か
ら
構
成
す
る
。
事
業
家
の
紛
争
が
あ
れ
ば
、
我
々

に
依
頼
す
る
。
職
員
、
登
録
者
の
中
か
ら
そ
の
事
件
に
あ
た
る
調
停
員
・
裁
定
員
を
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
選
ぶ
。

3
統
計

件
数

に
つ
い
て
の

説
明

。
2
0
0
7
～

2
0
0
8
年

度
受

理
し
た
計

総
数

は
2
6
件

。
主

な
解

決
方

法
は

調
停

で
の

解
決

が
行

わ
れ

た
。
調

停
で

合
意

に
至

っ
た
も
の

が
2
0
件

。
合

意
に
至

ら
ず
に
裁

判
所

に
提

訴
し
た
者

が
６
件

。
仲

裁
は

2
0
0
8
年

度
な
し
。
紛

争
類

型
：
投

資
等

に
関

す
る
紛

争
が

多
い
。

2
6
件
の
う
ち
、
実
際
に
調
停
し
た
の
は
内
部
職
員
が
全
て
調
停
員
と
し
て
行
っ
た
。

外
部

調
停

員
に
よ
る
調

停
は

全
く
行

っ
て
い
な
い
。

4
人
材
育
成

研
修

調
停
・
裁
定
員
の
技
術
・
知
識
が
十
分
で
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
研
修
を
実
施
し
て
い
な
い
。

5
仲
裁
の
効
力

当
事
者
間
で
の
合
意
が
行
わ
れ
て
か
ら
1
5
日
間
内
に
当
事
者
は
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
限
を
超
え
た
場
合
に
合
意
が
実
行

さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
一
部
し
か
実
行
さ
れ
な
い
場
合
は
、
さ
れ
な
い
方
の
当
事
者
が
履
行
を
求
め
る
訴
え
を
裁
判
所
に
訴
え
、
合
意

文
書
を
持
っ
て
行
き
、
そ
の
合
意
内
容
が
適
格
で
あ
る
と
裁
判
所
が
判
断
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
執
行
す
べ
き
と
の
決
定
書
を
交
付

し
、
初
め
て
判
決
と
同
様
の
効
力
を
持
つ
（
執
行
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
い
な
い
）
。

3
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ル
裁

判
所

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

職
員

数
5
7
　

県
：

2
8
名

（
女

性
７

）
　

1
1
郡

全
て

に
裁

判
所

（
女

性
６

名
）

県
：

裁
判

官
数

　
裁

判
に

関
わ

っ
て

い
る

裁
判

官
６

名

2
予

算
－

－

3
司

法
統

計
訴

訟
数

：
3
5
2
　

刑
1
1
3
件

　
民

1
1
6
件

　
商

事
1
2
件

　
家

事
1
1
0
件

　
少

年
１

件
判

決
済

2
1
8
件

　
審

議
中

1
1
4
件

刑
事

：
窃

盗
3
2
件

　
交

通
2
2
件

　
詐

欺
1
5
件

　
麻

薬
1
2
件

　
家

事
1
1
件

　
殺

人
５

件
民

事
：

損
害

賠
償

5
1
件

　
土

地
使

用
権

2
5
件

　
動

物
の

所
有

1
4
件

　
そ

の
他

は
遺

産
家

事
：

夫
婦

間
1
0
4
件

　
婚

姻
前

の
性

的
関

係
５

件
　

不
適

切
な

婚
姻

関
係

１
件

商
事

：
売

買
1
1
件

　
委

託
契

約
１

件
少

年
：

被
害

の
損

害
賠

償
（

け
ん

か
に

よ
る

障
害

に
つ

い
て

の
治

療
費

）

4
人

材
育

成

裁
判

官
（

継
続

）
県

：
民

事
J
I
C
A
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

刑
事

S
P
C
の

研
修

を
得

た
知

識
を

元
に

行
っ

て
い

る
。

郡
：

S
P
C
の

研
修

は
各

県
か

ら
１

～
２

名
の

た
め

、
十

分
に

行
わ

れ
て

い
な

い
。

5
他

機
関

連
携

非
常

に
良

い
連

携
関

係
が

あ
る

。

6
文

献
資

料
判

決
書

マ
ニ

ュ
ア

ル
は

受
け

取
っ

て
実

務
で

使
用

し
て

い
る

。
各

郡
裁

判
所

に
も

送
付

し
て

い
る

。
郡

の
レ

ベ
ル

に
は

法
令

集
と

判
決

書
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
み

し
か

文
献

が
な

い
。

郡
裁

判
官

は
法

令
を

読
ん

で
自

習
す

る
し

か
な

い
。

7
そ

の
他

民
事

：
訴

訟
額

が
2
0
0
万

キ
ー

プ
以

下
、

離
婚

共
同

財
産

、
借

金
、

養
育

費
等

の
係

争
の

な
い

裁
判

に
限

る
。

刑
事

：
侮

辱
、

不
法

侵
入

郡
レ

ベ
ル

以
下

で
は

和
解

・
調

停
が

多
い

。
動

物
の

所
有

を
め

ぐ
る

係
争

が
多

い
。

郡
→

県
の

控
訴

は
2
0
0
9
年

は
２

件

裁
判

官
の

数
が

３
人

に
足

り
な

い
場

合
は

、
近

隣
の

郡
か

ら
の

裁
判

長
を

呼
ん

で
、

裁
判

を
行

う
。

県
の

裁
判

官
補

が
指

導
を

行
う

（
裁

判
に

は
出

な
い

）
。

誤
り

は
ほ

と
ん

ど
な

い
が

、
当

事
者

に
不

服
が

あ
れ

ば
、

控
訴

は
あ

る
。

県
裁

判
所

→
高

等
裁

判
所

へ
の

上
訴

民
事

：
県

レ
ベ

ル
5
0
件

第
一

審
の

う
ち

9
0
％

が
高

等
裁

に
控

訴
、

そ
の

う
ち

9
0
％

以
上

控
訴

棄
却

ま
れ

に
原

審
が

破
棄

さ
れ

る
理

由
は

、
証

拠
不

十
分

、
損

害
額

認
定

な
ど

で
あ

り
、

法
律

上
の

問
題

で
は

な
い

。
希

少
な

例
と

し
て

、
県

裁
判

所
が

、
実

態
を

重
視

し
賃

貸
借

契
約

を
売

買
契

約
と

認
定

し
た

事
案

に
つ

き
、

控
訴

審
で

、
書

面
を

重
視

し
、

賃
貸

借
と

認
定

し
た

事
案

が
あ

る
。

破
棄

審
差

戻
し

の
数

は
年

に
１

～
２

件
（

刑
事

、
家

事
は

ほ
と

ん
ど

控
訴

さ
れ

な
い

。
民

事
、

商
事

は
個

人
の

利
益

に
非

常
に

関
わ

る
た

め
、

当
事

者
が

満
足

す
る

ま
で

控
訴

す
る

こ
と

が
多

い
）

。

法
律

家
が

揃
っ

て
お

り
、

法
に

基
づ

く
裁

判
が

で
き

て
い

る
。

定
期

的
に

協
議

を
行

っ
て

い
る

。
裁

判
所

職
員

が
経

験
を

積
ん

で
い

る
。

県
内

の
す

べ
て

の
県

に
裁

判
所

が
設

け
ら

れ
て

い
る

。

郡
の

裁
判

所
の

権
限

ル
ア

ン
パ

バ
ー

ン
の

状
況

3
2
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ル
裁

判
所

郡
レ

ベ
ル

の
裁

判
官

の
不

足
。

７
名

い
る

べ
き

と
こ

ろ
、

１
～

３
名

し
か

い
な

い
車

・
機

材
の

不
足

（
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

・
タ

イ
プ

ラ
イ

タ
ー

・
事

務
所

が
な

い
）

法
律

に
関

す
る

本
の

不
足

（
裁

判
所

に
１

冊
し

か
法

律
書

が
な

く
、

共
有

し
て

使
っ

て
い

る
状

態
）

裁
判

所
職

員
・

書
記

官
に

対
す

る
研

修
を

実
施

す
る

た
め

の
資

金
が

な
い

。
郡

レ
ベ

ル
の

裁
判

官
の

不
足

県
・

郡
レ

ベ
ル

の
職

員
研

修
に

対
す

る
資

金
補

助
（

高
裁

か
ら

派
遣

し
て

も
ら

っ
て

、
研

修
行

い
た

い
）

郡
の

書
記

官
の

研
修

郡
レ

ベ
ル

の
裁

判
所

に
P
C
、

プ
リ

ン
タ

ー
を

提
供

し
て

ほ
し

い
郡

レ
ベ

ル
の

裁
判

所
建

設
の

建
築

資
金

を
援

助
し

て
ほ

し
い

県
レ

ベ
ル

の
裁

判
所

の
P
C
、

書
庫

の
整

備
へ

の
支

援

職
員

の
専

門
技

術
が

問
題

、
研

修
を

行
っ

て
ほ

し
い

。
S
P
C
に

よ
る

研
修

は
一

回
に

県
あ

た
り

１
～

２
名

し
か

参
加

で
き

な
い

。

P
C
の

支
援

：
４

台
が

韓
国

の
支

援
で

昨
年

入
っ

た
が

2
台

が
壊

れ
た

。
判

決
文

を
書

く
の

も
手

書
き

。
P
C
を

支
援

し
て

く
れ

る
な

ら
党

の
常

務
委

員
会

も
招

き
、

贈
呈

式
も

実
施

し
た

い

法
科

大
学

副
所

長
と

商
事

部
の

裁
判

官
が

教
え

て
い

る
。

副
所

長
：

民
訴

、
遺

産
相

続
、

文
書

作
成

商
事

部
裁

判
官

：
人

民
裁

判
所

法
将

来
的

に
は

、
常

勤
教

員
が

担
当

さ
せ

る
よ

う
に

少
し

ず
つ

移
行

。
４

～
５

年
で

移
行

で
き

る
の

で
は

な
い

か
。

裁
判

所
に

1
2
5
名

の
学

生
が

来
て

実
習

中
。

郡
レ

ベ
ル

の
裁

判
所

の
業

務
や

普
及

活
動

に
従

事
。

実
習

中
、

全
て

の
訴

訟
実

務
の

全
て

の
過

程
を

見
せ

る
。

判
決

文
を

書
い

た
り

、
起

訴
状

の
作

成
と

い
っ

た
研

修
も

行
う

。

提
案

・
要

望
（

官
房

・
人

事
組

織
担

当
）

問
題

提
案

・
要

望
（

所
長

）

3
3
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ル
検

察
庁

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

1
組

織
・

人
員

体
制

県
検

察
院

の
概

要
・

県
の

行
政

の
監

督
、

控
訴

の
権

限
を

有
す

る
・

県
職

員
：

2
6
名

（
女

性
９

名
）

法
学

士
５

名
（

女
性

３
名

）
、

高
等

法
学

教
育

３
名

、
中

等
教

育
１

名
・

４
つ

の
課

、
官

房
・

大
衆

組
織

や
党

組
も

あ
る

・
1
1
件

で
郡

レ
ベ

ル
2
0
名

：
法

学
士

３
名

、
高

等
３

名
、

中
等

1
0
名

（
女

性
１

名
）

初
級

１
（

女
性

１
名

）
３

名
は

専
門

教
育

受
け

て
い

な
い

（
女

性
２

名
）

・
検

事
総

長
１

（
全

体
、

政
治

・
思

想
統

括
）

、
検

事
総

長
２

（
刑

事
・

民
事

）
、

専
門

分
野

と
官

房
、

組
織

人
民

委
員

会
に

所
属

1
0
名

、
刑

事
課

４
（

女
性

２
名

）
、

民
事

課
２

（
女

性
１

名
）

、
一

般
監

督
課

３
（

女
性

１
名

）
、

刑
務

所
管

理
課

２
、

官
房

長
（

省
内

の
文

書
、

事
務

を
担

当
、

1
3
の

職
責

、
内

部
の

人
事

・
賞

与
を

担
当

）

2
予

算
給

料
１

億
7
,
8
0
0
万

キ
ー

プ
、

公
務

員
へ

の
補

助
3
,
0
0
0
万

キ
ー

プ
、

事
務

費
１

億
9
,
0
0
0
万

キ
ー

プ
、

研
修

費
4
,
2
0
0
万

キ
ー

プ

3
統

計

4
業

務
検

察
官

マ
ニ

ュ
ア

ル
：

1
0
人

が
１

冊
ず

つ
マ

ニ
ュ

ア
ル

も
ら

っ
て

き
た

の
み

。

訴
訟

実
務

、
職

員
の

能
力

向
上

は
不

可
欠

、
人

々
の

能
力

高
ま

っ
て

い
る

中
で

、
実

務
に

対
す

る
能

力
向

上
不

可
欠

。

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

つ
い

て
は

、
簡

単
に

で
き

て
い

て
、

実
情

に
比

べ
る

と
詳

細
で

は
な

い
（

で
き

れ
ば

、
よ

り
技

術
的

な
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
い

た
だ

き
た

い
）

。

マ
ニ

ュ
ア

ル
は

県
の

中
で

十
分

行
き

渡
っ

て
い

な
い

。
行

き
届

く
よ

う
に

印
刷

量
を

多
く

し
て

ほ
し

い
。

検
察

院
だ

け
で

な
く

、
他

の
部

局
に

も
提

供
で

き
る

よ
う

に
多

く
印

刷
し

て
ほ

し
い

。

5
他

機
関

連
携

法
科

大
へ

の
講

師
派

遣
検

察
庁

か
ら

４
名

を
講

師
と

し
て

派
遣

し
て

い
る

。
科

目
：

刑
法

（
総

則
・

各
論

）
、

刑
事

訴
訟

法
、

人
民

検
察

院
法

、
公

務
員

倫
理

、
捜

査
技

術
、

文
書

作
成

卒
業

生
の

受
け

入
れ

４
名

採
用

、
ま

ず
秘

書
官

と
し

て
採

用
し

、
能

力
を

見
て

、
S
P
P
総

長
に

申
請

し
、

捜
査

官
と

し
て

認
定

す
る

。
国

立
大

卒
業

生
と

の
差

別
、

差
異

は
設

け
ず

、
能

力
・

知
識

を
見

て
認

定
。

そ
の

他
裁

判
の

遅
延

訴
訟

過
程

の
問

題
：

事
実

認
定

に
つ

い
て

、
裁

判
所

が
法

廷
開

く
前

に
事

件
の

概
要

、
事

件
簿

を
事

前
に

送
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

が
、

事
件

簿
が

送
付

さ
れ

な
い

。
事

実
と

異
な

っ
た

裁
判

が
行

わ
れ

る
。

訴
訟

法
に

定
め

ら
れ

た
と

お
り

に
進

め
な

く
て

は
い

け
な

い
た

め
、

で
き

る
限

り
進

め
て

い
る

。
少

数
民

族
か

ら
の

申
し

立
て

で
も

取
り

上
げ

て
い

る
。

社
会

秩
序

を
保

っ
て

い
る

。
そ

の
他

の
法

律
関

係
者

と
も

連
携

を
行

い
、

定
期

的
に

報
告

を
行

っ
て

い
る

。
行

政
機

関
に

対
し

て
も

報
告

を
行

っ
て

い
る

。

問
題

点
審

理
が

何
年

に
も

長
引

く
。

証
拠

が
失

わ
れ

て
い

る
場

合
、

変
更

さ
れ

て
い

る
場

合
も

あ
る

。
証

拠
集

め
が

十
分

で
な

い
。

適
し

た
だ

け
の

職
員

が
配

属
さ

れ
て

い
な

い
。

い
く

つ
か

の
郡

で
は

職
員

１
～

２
名

能
力

も
十

分
で

は
な

い
。

郡
で

研
修

受
け

た
人

物
２

名
の

み
、

機
材

不
足

、
P
C
、

カ
メ

ラ
、

物
置

、
映

写
機

マ
ニ

ュ
ア

ル
も

不
足

検
察

官
マ

ニ
ュ

ア
ル

3
4

添付資料２－２ 
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ル
検

察
庁

提
案

能
力

向
上

の
た

め
の

支
援

、
短

期
・

長
期

研
修

を
行

っ
て

ほ
し

い
。

継
続

的
に

実
施

し
て

ほ
し

い
。

国
内

で
も

タ
イ

で
も

ど
ち

ら
で

も
よ

い
。

各
部

局
に

機
材

（
P
C
、

コ
ピ

ー
機

）
を

提
供

し
て

ほ
し

い
。

郡
レ

ベ
ル

の
人

民
検

察
院

に
対

し
バ

イ
ク

を
支

援
し

て
ほ

し
い

郡
レ

ベ
ル

の
人

民
検

察
院

に
対

し
事

務
所

建
設

を
支

援
し

て
ほ

し
い

。
日

本
に

お
け

る
研

修

3
5

添付資料２－２ 
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員
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員
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エ
ン
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中
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客
員
教
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名

専
任

教
員
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名

客
員

教
員

：
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名

卒
業

生
？

卒
業
生
×

客
員
教
員

卒
業
生

卒
業

生

添付資料２－３ 
添

付
資

料
２

－
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第３章 協力準備調査の派遣 
 

３－１ 調査概要 

司法省から｢司法学校人材育成強化プロジェクト｣の要請があったことを踏まえ、2009 年２

月に「基礎情報収集･確認調査｣を行い、ラオスにおける法･司法分野の人材育成の現状と課題、

今後の支援の方向性について調査分析･検討を行った。本調査においては、この結果概要を、

関係４機関に説明するとともに、今後の協力の方向性として新規法整備支援プロジェクトの

枠組みやラオス側実施体制について協議を行い、基本合意事項、検討を要する事項、今後の

スケジュール等について整理した内容をＭ/Ｍに取りまとめ、関係４機関と調査団の間で署名

を行った（添付資料３－１参照）。また、ラオス国立大学に対する支援を行なっている SIDA、

SIDA 撤退後ラオス国立大学での協力を開始する UNICRI、法整備支援分野で協力を行っている

UNDP との間で、情報共有すべく意見交換を行なった。 

 

３－２ 調査団員 

（１）総括 桑島京子 JICA 公共政策部審議役兼ガバナンスグループ長/次長 

（２）法司法制度/副総括 佐藤直史 JICA 国際協力専門員、弁護士 

（３）法整備支援 森永太郎 法務省法務総合研究所教官 

（４）法曹養成 瀬戸裕之 愛知淑徳大学非常勤講師 

（５）調査計画 清水麻緒 JICA 公共政策部法･司法課 Jr.専門員 

※オブザーバー参加 

法務省法務総合研究所国際協力部 渡部洋子 教官（法務省予算） 

 

３－３ 調査日程 

2009 年５月 24日（日）～６月４日（木）（森永、瀬戸、渡部、清水） 

2009 年５月 24日（日）～５月 30日（土）（桑島） 

2009 年５月 27日（日）～６月４日（木）（佐藤） 

日程の詳細は添付資料３－２のとおり。 

  

３－４ 調査結果 

（１）｢ラオス法整備支援に関する基礎情報収集･確認調査｣の結果概要についての協議 

基礎情報収集・確認調査報告の結果を踏まえ、関係４機関に対し、ラオスの法務･司法分野

の人材育成における問題点は、教員や教材等が物理的に不足していることだけにとどまらず、

むしろ、基礎的な法律学が未発達であることに根源的問題があると考えられることを説明し

た。 

例えば、大学等における法律科目の講義は、条文の説明が行われるだけのことが多く、法

理論の説明や実務上の問題と関連付けた説明が行われていない。この結果、学生（卒業生）

の理解は法理論の裏付けがなく、かつ実務上の問題と結び付けられることのない、表面的な

条文の理解にとどまっている。一方、実務家は、自らの実務を法理論と結び付けて考えるた
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めの情報も機会にも恵まれておらず、教育・研修機関で行う実務教育も、実務家が自らの経

験に基づく独自の理解を説明することが中心となっており、ここでも実務上の問題と法理論

とが結び付けられて説明されることはない。このような結果、ラオスの法律実務においては、

法理論の裏付けがない（時として条文からも乖離した）場当たり的な実務が行われている。 

このような現状を踏まえると、ラオスの法務･司法分野の改善に取組むに当たっては、現在

の教育・研修制度を前提として教員や教材の速成的な充実を図ることよりも、ラオス法の法

理論を発展させることにより、根本的な解決を目指すことが重要であると考えられる。 

そして、そのための努力は、法務・司法関係機関及び法学教育・研修機関が協力して行う

ことが求められる。ラオスにおいては、法理論を発展させるための情報、ノウハウ及びリソ

ースが十分ではなく、実定法の分析や実務上の問題の洗い出しを行うには、関係４機関がそ

れぞれの知見・経験を持ち寄ることが不可欠である。また、このような作業を共同で行うこ

とにより、法理論の発展と実務上の問題の解決との相互関係がより明確に認識され、それが

教育及び実務の改善にフィードバックされることになると考えられる。 

 上記の調査結果を説明したところ、関係４機関の次官･副長官レベルとの協議において、い

ずれの機関からも、現状と課題を明確に捉えたものとの賛同を得た。 

 

（２）新規プロジェクト枠組みおよび実施体制についての協議 

上記問題認識に基づき、調査団より、関係４機関に対し、新規プロジェクトの枠組み案（添

付資料３－３）を提示し、協議を行った。 

関係４機関からは、合同のワーキング・グループ体制によるモデル教材の作成作業を通じ

た人材育成について、基本的合意を得た。特に、モデル教材の作成は手段に過ぎず、その作

成のプロセスにおいて人材が育成されることこそが目的である点、及びこの目的は関係４機

関が合同して作業をすることにより、相乗効果を生みつつ達成されるべきものである点につ

いて、関係４機関との間で十分に認識を共有した。新規プロジェクト全体の目的、実施機関、

協力実施機関、プロジェクト名称及びプロジェクトの概要（プロジェクト目標及び成果）に

ついてはミニッツに合意事項として記載した。 

また、プロジェクトの実施体制についても、案を提示したが（添付資料３－４及び３－５

参照）、関係４機関合同の協議において、「モデル教材の性格付けや位置づけ、WG の作業につ

いては、まだ具体的なイメージが掴めない」、「関係４機関合同での作業管理の方法やメンバ

ーの人選の要件はどうのようにすべきか」、「WGメンバーの業務負担が膨大になるのではない

か」といったさまざまな懸念が表明された。 

合同協議後の個別協議における意見交換の結果も踏まえ、2009 年秋及び 2010 年初頭の２

回にわたり、日本の法律専門家を含む調査団を改めて派遣し、モデル教材の対象となる法令

から関心のある論点を選び、ワークショップ等の形式で、モデル教材の例を示しつつ、ワー

キング・グループ活動のシミュレーションを行うこととし、モデル教材のイメージ、WG 活動

の内容や規模、活動スケジュールについて、理解と議論を深め、これらのワークショップに

引き続き協議を行うことを通じて、機能しうる運営管理の体制についても具体的な検討を進

めていくこととした。2010 年４～５月までには、これらの議論を反映したプロジェクト活動
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計画及び実施体制案をまとめ、2010 年中盤以降のプロジェクト開始を目指すこととした。 

 

（３）UNDP、SIDA、UNICRI との意見交換 

１）UNDP との意見交換 

UNDP から、リーガルセクターマスタープラン（以下「LSMP」という。）がようやく首相の

了承を得られる段階に来たとの紹介があり、LSMP の実施においては、JICA のプロジェクトも、

プログラムへの支援とするか、特定基金に拠出するか、又は共通枠組み（共通成果目標）の

もとに独立したモダリティでの支援を検討するか、いずれかの方法を通じて、ドナー協調を

進め、被援助国側の調整コストを軽減する方策を採ることが求められた。調査団からは、本

新規プロジェクトは、LSMP の柱のうち、人材育成及び法･司法機関の強化につながる支援で

あり、これらの共通目標のもとに、独立したプロジェクトとして位置づけることが適切であ

ることを伝えた。UNDP としては、今後、支援マトリクスなどをまとめていきたいとのことで

あった。 

 

２）SIDA 及び UNICRI との意見交換 

SIDA は、2011 年をもってラオスから撤退の予定であり、ラオス国立大学法･政治学部に対

して行ってきた 17 年に渡る支援は、2010 年末をもって終了する。SIDA による協力は、成果

も大きいが、教員の質と量、教材の質など、今後解決すべき課題も多いといった点について、

SIDA が先般行った終了時評価の結果概要を含め、意見交換を行った。SIDA の支援は、ルクセ

ンブルグに引き継がれる予定であり、UNCRI に実施が委任される。UNICRI のインドシナにお

ける事務所設置はラオスが初めてとのことであるが、ラオス国立大学に対する支援の継続（４

～５年）に加え、犯罪防止に関連した組織横断的な研修（４～５年）を計画しているとのこ

とである。なお、ラオス国立大学への支援に関しては、SIDA 協力アドバイザーであったウメ

オ大学の専門家が、UNICRI との契約のもとで活動を継続する予定とのことである。SIDA の支

援からの教訓や経験、また教材開発等の成果を活用していく上でも、引き続き UNICRI との密

接な情報交換や連携が重要である。 

 

３－５ 団長所感 

（１）協力の方向性に関する合意 

本新規プロジェクト案の意義と重要性、必要性については、いずれの機関の次官･副長官レ

ベルからも異論はなく、ラオスの法理論を体系的に解説し、法理論と実務の改善とを結び付

けて理解することのできる、モデル教材を開発するための共同作業を通じた人材育成を主眼

とする、関係４機関の合同プロジェクトを実施することについては、2009 年５月 28 日の合

同協議において、議長を務めた最高人民検察院ランシー次長検事の総括発言の中でも、基本

合意の内容として強調された。前例のない挑戦であるだけに、同協議でも、作業負荷や実施

体制に関する慎重論も多かったが、司法省キシン次官からも、心配ばかりするより、まずは

実施しながら検討していくべきだとの発言があるなど、高官レベルでは推進する意思が示さ

れた。また、合同協議後の個別協議においても、司法省ケート次官から、新規プロジェクト
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がラオスにおける問題点を適切に反映しており、ニーズに極めて適合しているとの認識が示

されるなど、関係４機関のいずれにおいても高い評価を得ることができた。今後、関係４機

関の次官・副長官レベルのリーダーシップのもと、２回の協力準備調査（ワークショップに

よる WG 活動のシミュレーション）を通じ、モデル教材や WG 活動の具体的なイメージをより

明確にし、作業の中心的な役割を担うメンバーの参加意欲（及び知識欲）をさらに高めてい

くことが重要であろう。 

 

（２）プロジェクト実施上の留意点 

１）WG メンバーの業務負担 

プロジェクト実施上の留意点としては、まず、WG メンバーに業務負荷がかかりすぎないよ

うな工夫を検討することが必要である。関係４機関の法律家人材のリソースは量的にも質的

にも限られており、前プロジェクト実施中も、日常業務及び他ドナーとの業務が一部の優秀

な人材に集中し、結果として、そのような人材が前プロジェクトの活動に十分に時間が割け

なくなるといった問題も生じた。新プロジェクトの活動はかなり大きなものになると予想さ

れるところ、関係４機関の次官・副長官レベルに、作業量についての正確な認識を持っても

らったうえ、日常業務等との調整について検討を促すことは今後とも重要になろう。また、

例えば、若手メンバーが実働部隊となって、中核メンバーは指導役を担う等、メンバー内の

役割分担についても、留意が必要となると思われる。 

 

２）プロジェクトの目的の共有 

加えて、新規プロジェクトにおいては、モデル教材の完成という手段が目的化してしまう

ことのないよう、あくまでも、作業のプロセスを通じて、WGメンバーの知識やノウハウが向

上すること（キャパシティ・ディベロップメント）が目的であることを十分に共有しつつ、

PDM の指標等においても、この考え方を明確に反映していくことが重要と思われる。極端に

言えば、モデル教材は未完のままでも、この新しいチャレンジの意義が関係４機関との間で

共有され、WG メンバーの能力の向上がラオス法理論の発展の礎となれば、今回のプロジェク

トの目的は達しうるのである。新規プロジェクトは、まず第一歩を踏み出す、その後押しで

あることを明確に認識し、成果の広がりまでを過度に期待することのないように留意すべき

である。 

 なお、中長期的な視点でラオスの「法整備」を検討する場合、新規プロジェクトで協力す

る内容はごく初歩的な段階のものであり、その先に教育内容や研修内容の改善があり、さら

に実務改善へとつながっていく。そして、それらはいずれも法理論の発展に裏打ちされたも

のでなければならない、ということが言えるであろう。このことは、2009 年５月 28 日の合

同協議においてイメージ図（添付資料３－６）を用いて説明を行い、理解を得た。 

 

３）関係４機関それぞれが直面する課題との関係 

ところで、関係４機関の中には、それぞれの機関ごとのニーズを踏まえた個別の活動を期

待する声もあったが、新規プロジェクトの意義・内容を丁寧に説明することにより、上記の
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とおり、関係４機関の合同プロジェクトとして、共同で法理論の発展及び構築された法理論

を実務改善に結び付けていくことへの理解が得られた。もちろん、法律実務及び教育実務の

現場では、喫緊の課題に対する手当ても必要であり、その重要性やそれに向けた努力を否定

するものではないが、基礎が構築されないまま対処療法的な処置を行うことでは根本的な問

題は解決されないのであり、法理論が存在しない現在のラオスにおいては、強固な基礎を構

築することから始めることが、一見遠回りのように見えても、重要であると思われる（結局

はその方が近道ともなろう）。 

 なお、新規プロジェクトにおいては、基礎的な法理論を体系的に扱うモデル教材を作成す

る過程で、ラオスの実定法の分析や実務上の問題の洗い出しを行うものであり、この作業は、

それぞれの機関が直面している喫緊の課題に対応する際の重要な資料となる。例えば、司法

省は統一民法典の起草を課せられているが、民法に関するモデル教材の作成の過程で行う作

業は、改正のポイントの検討や他法令と整合した（体系的な法理論を踏まえた）、統一民法典

の起草に大いに役立つことが期待される。同様のことは、裁判・検察実務や教育・研修実務

にも当てはまるものであり、新規プロジェクトは、ラオスの法・司法分野全体に、大きなイ

ンパクトを与えることが期待される。 

 

（３）実施体制に関する今後の検討 

最後に、関係４機関がいずれも懸念を表明しているのは、ラオス側４機関のうちどこが中

心的調整の役割を果たすのか、また、どこにプロジェクトオフィスをおくかという点であっ

た。また、最高人民検察院からは、関係４機関間の費用の負担についても協議及び合意が必

要であるとの指摘があった。今次協議では、調査団は、ラオス側での協議と決定を待つとの

立場をとり、合同協議では、司法省次官より、施設の余裕のある最高人民裁判所または最高

人民検察院にプロジェクトオフィスを置いてはどうかとの提案もあったが、結論は出ていな

い。上記に記載のとおり、関係４機関間での協議及び日本側への結果報告を待つこととした

い。 
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ラオス法制度整備支援プロジェクト枠組み（案） 

 

本協力においては、ラオスにおける基礎的な法律学の充実に関する大きなニーズを

踏まえ、司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス国立

大学等の法務・司法関連機関及び法学教育機関を対象として、これらの機関が基礎的

な法律学を発展させ、それを法学教育や研修に活用することができるようになること

を目指す。具体的には、法務・司法関連機関及び法学教育機関が、ラオスにおける基

礎的な法律学や基礎理論と実務上の問題点の関係を分析・検討し、その結果を「モデ

ル教材」として取りまとめることにより、基礎的な法理論を踏まえた法務・司法関連

機関及び法学教育機関における法学教育・研修を行なうことができる人的・組織的能

力が向上することを目的とする。 

 

1. 実施機関 司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院 

       ラオス国立大学 

 

2. 協力実施期間 

  4 年間 

   

3．プロジェクト名称 

  ラオス法律人材育成強化プロジェクト 

 

4. 概要 

1) プロジェクト目標 

ラオスの実定法を体系的に分析してラオス法の理論を構築し、これに裏付けられ

た法学教育・研修や実務を行っていくための法務・司法関連機関及び法学教育機

関における人的・組織的能力が向上する。 

 

2) 成果  

(0) 法務・司法関連機関及び法学教育機関によるワーキング・グループが形成

され、適切に運営される。 

(1) 「モデル教材」が開発され、ラオスの法理論が体系的に解説され、法理論

と実務上の問題とが関連付けて解説される（民法、民事訴訟法及び刑事訴

訟法を「モデル教材」の対象とする。以下これらを「対象法令」という）。 

(2) 法務・司法関連機関及び法学教育機関において、実務及び教育の改善、な

らびに他の教材の開発に生かせるよう、「モデル教材」作成のプロセスから

得られた教訓が取りまとめられる。 

  

 3）活動 
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(0-1) 司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス

国立大学の職員・教員から構成される「モデル教材」ワーキング・グル

ープ（以下「ＷＧ」）が設置される。 

(0-2） 司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス

国立大学が、協調してＷＧを運営する。 

(1-1） ＷＧが、日本人専門家とともに、活動計画及び教材の編集方針を作成す

る。 

(1-2） ＷＧが、日本人専門家とともに、対象法令に関する既存の教科書をレビ

ューし、改善点を検討する。 

(1-3） ＷＧが、日本人専門家とともに、対象法令に関する基礎的な法理論を研

究する。 

(1-4) ＷＧが、日本人専門家とともに、ラオスにおいて生じる対象法令に関す

る基礎的な法理論上の問題を含む紛争類型を整理・分析する。 

(1-5） ＷＧが、(1-4)における整理・分析に基づき、実際の裁判の事例を収集

する。 

(1-6） ＷＧが、日本人専門家とともに、(1-5)で収集した裁判例における問題

点を分析・検討する。 

(1-7) ＷＧが、日本人専門家とともに、「モデル教材」の素案を作成する。 

(1-8) ＷＧが、日本人専門家とともに、「モデル教材」の素案を改訂する。 

(1-9) 上記各活動に関し、関係機関からの意見収集が必要な場合は、ワークシ

ョップを開催する。 

(1-10) 司法省（法科大学を含む）、最高人民裁判所、最高人民検察院、ラオス

国立大学が実施する法学教育・研修において、「モデル教材」を試行的

に使用し、教訓を「モデル教材」の作成・改訂に反映する。 

(2-1) ＷＧが、日本人専門家とともに、「モデル教材」の開発の経験から得ら

れた、基礎的な法律学の発展に関する教訓及び他の教材の開発に活かせ

る教訓を取りまとめる。 

(2-2) ＷＧが、日本人専門家とともに、司法省（法科大学を含む）、最高人民

裁判所、最高人民検察院、ラオス国立大学が実施する法学教育・研修に

おける「モデル教材」の導入及び活用方法を研究し、その結果を取りま

とめる。 

(2-3) ＷＧが、日本人専門家とともに、司法省（法科大学を含む）、最高人民

裁判所、最高人民検察院、ラオス国立大学その他の関連機関との間で、

「モデル教材」の内容についてワークショップを行なう。 

 

4) 日本側の投入の概要 

 長期専門家複数名、短期専門家、アドバイザリーグループ、本邦研修等 

 

 5）ラオス側の投入の概要 

   プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネジャー、Managing Committee
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メンバー、ＷＧメンバー、プロジェクト・オフィス、ワークショップ・セミナー・

会合用の会議室、その他日本側の負担しないプロジェクト経費 

 

6) 他ドナー等との連携 

  ラオス国立大学法政治学部への支援を実施している SIDA、そして 2009 年 10 月

SIDA 撤退後は United Nations Interregional Crime and Justice Research Center 

(UNICRI)と、密接に連絡調整を図る必要がある。 

 

5．「モデル教材」構成及び内容 

（教科書） 

体系的な基礎理論 

設例を用いた基礎理論の応用 

（副教材） 

  教授法マニュアル 

以 上 
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実施体制図（案）

　監督 報告

 　　Working Group

　

   Sub-working group for
criminal procedure law

Sub-working
group for
civil
procedure
law

Sub-working
group for
civil law

Joint Coordination
Committee

Management Committee

日本人
専門家
チーム

Ministry of
Justice

People's
Supreme Court

Supreme
People's

Prosecutor
Office

National
University of

Laos

Logistics and
Liaison Unit
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実施体制（TOR、構成メンバー等）（案） 

 

1. Joint Coordination Committee (JCC) 

・TOR：活動計画の確認、プロジェクト進捗と達成事項の確認と「進捗報告書」の承

認、プロジェクトに係る主要事項の確認及び意見交換 

・メンバー構成：各機関次官・副長官レベル 

 日本大使館 

        JICA ラオス事務所 

 

2．Working Group 

（1） Management Committee 

・TOR：ワーキング・グループの活動計画の策定及び作業進捗の管理 

・メンバー構成：各機関局長レベル各１名 

 

（2）Sub-Working Groups 

・TOR：研究（法理論研究、事例の収集・分析等）、教材の執筆等 

・メンバー構成： 

MOJ：法律研究所職員、司法業務研修所教官、法科大学教官等 

PSC：裁判官、裁判官補、裁判官研修所教官等 

OSPP：検察官、捜査官、検察官研修所教官等 

NUOL：教官 

 

（3）Logistics and Liaison Unit 

・TOR： Management Committee、sub-working groups のスケジュール管理事務及び会

合の召集事務 

・メンバー構成： 

各機関からそれぞれ１名（sub-working groups メンバーから選出）。 
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立法実務の

改善 

裁判実務の

改善

行政実務の

改善

 

実務改善と関連づけたラオス

法理論の分析･構築の深化 

1st Step 

Overall Goal 

Next Step 

 

講師の育成 

 

教材の開発・

継続的改訂 

 

教育カリキュ

ラムの改善 

 

共通認識の醸成 

（モデル教材（教授用マニュアル含む）の開発） 

実務や教育改善に向けた教訓の取りまとめ 

ラオスの法理論の体系的解説、設例を用いた解説のとりまとめ 

4 機関合同の WG の設置と運営 

司法省 
(法科大学

含む) 

最高人民
検察院 

最高人民
裁判所 

ラオス 
国立大学 

法学教育や研修の改善 

実務、教育、法理論研究がかみあった 

ラオスの法･司法の発展 

（イメージ図(案)） 

共通認識や教訓の普及と共有 

実務改善と理論を結びつける共同検討体制の整備 

法 

理 

論 

研 

究 

の 

向 

上 

 

人的・組織的 

能力向上
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第４章 第二回協力準備調査の派遣 
 

４－１ 調査概要 

今回の協力準備調査は、2009 年５月～６月に実施した協力準備調査において合意した内容

に基づき、検討されている新規プロジェクトが目的とする、モデル教材を作成するプロセス

におけるキャパシティ・ディベロップメントの進め方に関し、ワークショップを通じてシミ

ュレーションを行った。さらに、このシミュレーションを通じて得られた教訓を基に関係４

機関と協議を行い、円滑なプロジェクト実施のために必要な措置や実施体制について検討を

行った。関係４機関との協議において合意された事項については、メモランダムに取りまと

めた上、関係４機関との間で署名を行った（添付資料４－１参照）。 

 

４－２ 調査団員 

（１）総括 佐藤直史 JICA 国際協力専門員、弁護士 

（２）法整備支援 松尾弘 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（９月20日～22日） 

（３）法司法制度 渡部洋子 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

（４）法曹養成 瀬戸裕之 愛知淑徳大学非常勤講師 

（５）調査計画 川合優子 JICA 公共政策部法・司法課職員 

（６）通訳 ﾁｬﾝﾀｿﾝ･ｲﾝﾀｳﾞｫﾝ JICE 研修監理員 

※オブザーバー参加： 

法務省法務総合研究所国際協力部長 赤根智子（９月 20 日～23日） 

法務省法務総合研究所主任専門官 瀬井宏之 

 

４－３ 調査日程 

2009 年９月 19日（土）～９月 26日（土） 

日程の詳細は添付資料４－２のとおり。 

 

４－４ 調査結果 

（１）ワークショップ ‘let’s Make a Teaching Material for ALL’ 

関係４機関及びそれらの関係機関（地方機関を含む）から、のべ 152 名の参加を得て、2009

年９月 21日～22 日の２日間にわたりワークショップを行った（添付資料４－３参照）。 

ワークショップにおいては、JICA 及び関係４機関代表者からの挨拶に引き続き、司法省か

ら、近時のラオス民事法の動向について報告を行うとともに、北部・中部・南部の法科大学

及びラオス国立大学（法・政治学部）の教員から前プロジェクト（2003 年から 2007 年にか

けて実施）において作成した民法教科書の改善点の提案が行われた。 

 次いで、調査団からモデル教材の共同執筆方法について説明を行うとともに、ラオス側参

加者と調査団との間で意見交換を行った。この意見交換においては、共同執筆における留意

点、全体の統一性を図るための工夫等について活発な議論が行われた。 

 さらに、事前に作成しラオス側に提示した事例問題（添付資料４－４）を使用し、当該問
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題に関してモデル教材を作成した場合の記載内容に関し、意見交換を行った。当該論点に関

する関連条文を挙げ、その由来や立法趣旨を検討し、要件及び効果を論じ、具体的な事例に

言及する、といった記述方法について説明した上、ラオスの法令を適用するとどうなるのか、

ラオス側参加者からの発言を基に、その基本的な枠組みを作成した。ラオス側参加者から、

実例の紹介や実際の事件での法令の適用について、議論への積極的な貢献があり、ワークシ

ョップ参加者の間で、計画されている新規プロジェクトにおいて作成するモデル教材の概略

や作成方法について、一定の認識の共有が図られた（添付資料４－５参照）。 

 

（２）新規プロジェクトの活動及び実施体制についての実務者レベルとの協議 

 実務者レベルとの協議においては、条文の意味や理由等を分析すること、要件・効果を区

別して記述すること、実際の事例を取り上げることなど、新しいモデル教材の記述内容につ

いて高い評価を得た。さらに、上記（１）のワークショップにおいて、関係４機関からの参

加者（地方からの参加者を含む）が一堂に会し、実務と理論に携わる人が一緒に議論ができ

たことの意義の大きさについても高い評価を得た。 

 そして、これを前提に、「様々な読者層（学生、実務家、教員、一般国民等）が利用できる

みんなのための本」を作ることを合意した。そのために、理論面の記載に加え、実例や判例

に関する詳細な説明を入れるなどの工夫をすることの重要性などについても協議が行われた。

このような読者層にアピールできる本のタイトルについても意見交換が行われ、「手引書」、

「解説書」等の様々な意見が出されたが、具体的なタイトルについては、新規プロジェクト

の活動の中で決定していくこととした。 

 さらに、本の分量に関し、上記ワークショップにおいて作成した契約法 40 条・財産法 58

条に関する本の概略部分（約８ページ分）は、ほんの一部であることを共有した。全体とし

て膨大な分量になると思われるが、ワーキング・グループを構成し、参加者が協力して進め

ることについても協議を行った。ワーキング・グループメンバーについては、高官を含めた

会議において協議することとした。 

 実際の作業においては、立法の沿革や判決等の情報収集が課題である旨の指摘があったが、

だからこそ関係４機関それぞれが有している情報・知見を共有することが重要であることが

共有された。また、関係４機関以外の情報入手先として、国会、土地管理庁など他の省庁、

判決執行局、村の調停委員会等が挙げられ、ワーキング・グループメンバーが所属する部署

以外の部署や他の省庁の協力も得ながら進めることが合意された。作業のプロセスとしては、

執筆担当者が担当部分の執筆をいきなり始めるのではなく、各論点についての理論面・実務

面からの分析・研究が行われなければならないことについても認識を共有した。 

 

（３）新規プロジェクトの活動及び実施体制についての高官レベルとの協議 

 上記（２）の協議を踏まえ、司法省次官、最高人民検察院次長検事、最高人民裁判所事務

局長及びラオス国立大学副学長を招いた会議を行った。この会議においては、以下の事項が

協議された。 

 プロジェクト事務所は最高人民検察院に置く。 
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 ワーキング・グループメンバーについては、関係４機関がリスト案を提出する。 

 Logistics and Liaison Unit には、ワーキング・グループメンバーのうち、各関係４

機関から一名ずつが参加することとし、その４名が日常的に長期専門家等と連携を取

り合うことにより関係４機関の調整を行う。 

 ワーキング・グループは、各論点についての理論面・実務面からの分析・研究を協力

して行い、必要に応じ他部署・他機関からの協力を依頼する。 

 関係４機関は、ワーキング・グループメンバーの仕事量に関し、ワーキング・グルー

プの作業量を斟酌する。 

 

４－５ 団長所感 

（１）若手の参加意欲の高さ 

 まず、何よりも指摘すべきは、計画されている新規プロジェクトに対するラオス側の参加

意欲の高さと積極的な姿勢である。上記（１）のワークショップにおいても、上記（２）の

協議においても、特に若手の参加者から、ラオス法それ自体の体系的な法理論を作っていく

こと、理論と実務をつなげて考え分析すること、といった新しいチャレンジに対する大きな

期待感が示された。そして、たとえ困難な仕事であっても自分たちがやり遂げたい、という

高いオーナーシップが示された。このような取り組みは、ラオスにおいて初めての試みであ

り、様々な障害にぶつかることが予想されるが、計画されている新規プロジェクトにおいて

は、こうした若手を活動に取り込み、エンカレッジしながら活動を進めることが重要であり、

それができれば、新規プロジェクトは成功が期待できよう。 

 

（２）高官レベルのコミットメント 

次に、関係４機関の高官レベルのコミットメントの高さも、新規プロジェクトが成果をあ

げるであろうことを予期させるものである。本年（2009 年）５月から６月の調査時において、

高官レベルに検討を依頼していた事項、すなわち、ワーキング・グループメンバーの慎重な

選定、プロジェクト事務所の場所について、今回の調査までに、各機関及び機関相互間で検

討が行われていた。 

 この点、ワーキング・グループメンバーについては、各機関が慎重な人選を行っており、

現時点では、司法省は 20 名（各法科大学から３名ずつの教員、司法研究所から３名、その他

日本留学経験者等）、最高人民検察院は９名、最高人民裁判所は７名～９名、ラオス国立大学

は９名のワーキング・グループメンバーの人選を検討していた。 

 また、プロジェクト事務所についても、最高人民検察院に加えラオス国立大学（法・政治

学部）も候補に挙がったが、円滑な実施という観点から、最高人民検察院が選定された。最

高人民検察院からは人員上の制約があることが示されたが、この点については、Logistics 

and Liaison Unit の４名が協力して活動を支えることも合意された。 

 関係４機関の高官は、新規プロジェクトがキャパシティ・ディベロップメントを目的とす

るものであることについても認識をしており、若手を「訓練する」（キシン次官）ことに対す

る期待も示された。 
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（３）新規プロジェクトの目標（キャパシティ・デベロップメント）の共有 

 ただし、協議参加者の一部からは、「執筆担当者が各自に割り当てられた部分を書いてみて、

編集会議で他の執筆者と協議をすればよい」、「その分野のエキスパートが書くべきである」

という発言に見られたように、これまでのラオスにおける法律の教科書の作成方法に拘泥し

ているような意識も見られた。新規プロジェクトは、各自の経験・知見を基にこれまでと同

じスタイルの「教科書」を作成するのではなく、関係４機関（及び他機関）が有する情報・

知見・経験を共有しあい、ラオス法の理論面・実務面の体系的な分析・検討を行い、その過

程で、ワーキング・グループメンバー及び関係４機関のキャパシティ・ディベロップメント

を図ることが目標である。この点の認識の共有は、ことあるごとに行っていく必要がある。 
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2009年　第二回協力準備調査　日程表

Sep 19 Sut 調査団ビエンチャン到着→ラオプラザホテルへ

Sep 20 Sun 調査団打ち合わせ

ＡＭ ワークショップ 民法教科書の作り方についてのレクチャー

ＰＭ ワークショップ　ケーススタディから学ぶ教科書作成ワークショップ

ＡＭ ワークショップ　ケーススタディから学ぶ教科書作成ワークショップ

ＰＭ ワークショップ　ケーススタディから学ぶ教科書作成ワークショップ

ＡＭ
司法省・最高人民検察院・最高人民裁判所・ラオス国立大学の準高官
とのミーティング

ラオス国立大学

ＰＭ
司法省・最高人民検察院・最高人民裁判所・ラオス国立大学の準高官
とのミーティング

ラオス国立大学

ＡＭ
司法省・最高人民検察院・最高人民裁判所・ラオス国立大学の高官
及び準高官とのミーティング

ラオス国立大学

ＰＭ
司法省・最高人民検察院・最高人民裁判所・ラオス国立大学の準高官
とのミーティング

ラオス国立大学

10：00～ 大使館表敬

13：30～

14：30
ラオス事務所挨拶

21:45 調査団　出発

International
Cooperation
Training Center

International
Cooperation
Training Center

Sep 22 Tue

Sep 21 Mon

Sep 25 Fri

Sep 23 Wed

Sep 24 Thur
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問題（民法ワークショップ） 

 

１（物権法：不動産） 

 Ａから土地を買って引渡しを受けたＢは、その土地上に自宅を建てたうえ、庭に先祖

の石像を置いていた。しかし、Ｓが実はその土地は自分のものであると主張し、建物・

石像を撤去し、土地を明け渡すよう請求してきた。この場合、Ｂは建物や石像を撤去し

て立ち退かなければならないか。 

 （１）Ｓの主張の根拠は何か。Ｓは土地の財産権をどのような事実について証明でき

れば、Ｓの主張を根拠付けられるか。（ⅰ）ＳがＡからその土地を取得したと主張する

場合と、（ⅱ）Ａ以外の者から取得したと主張する場合とに分けて検討しなさい。また、

土地の登記については、Ａにある場合、Ｂにある場合、Ｓにある場合のそれぞれについ

て検討しなさい。［土地所有権に基づく請求権、物権変動の基本原則］ 

 （２）土地は不動産であるが、建物や石像はどうか。ＢがＴから融資を受けるために

この土地にＴの抵当権を設定する場合、その効力は建物や石像にも及ぶか。建物はどの

ように登記されるか。［不動産の定義］ 

 （３）ＳのＢに対する請求が、ＢがＡから土地の引渡しを受けてから 21 年後だった

場合はどうか。［取得時効］ 

 （４）ＢがＳの請求に応じなければならなかった場合、ＢはＡに対してどのような主

張ができるか。［錯誤、詐欺、売主の瑕疵担保］ 

 （５）Ｂがこの土地・建物・石像をＣに売却し、登記を移転し、引渡しをしていた場

合、ＳはＣに対して建物・石像の撤去、土地の明渡しを請求できるか。［無権利者から

の取得者（第三者）の保護、取引安全の確保］ 

 

２（物権法：動産） 

 ＸはＹから水牛を一頭買ったが、その水牛は実はＹがＡから盗んだものであった。ま

た、ＹがＡから水牛を盗んだときに水牛は妊娠しており、ＸがＹから水牛を買った後に

子牛を１頭産んだ。〔この場合、ＡＸ間の法律関係はどうなるか。（注：善意と悪意の場

合を分けて検討していただくことを念頭においているため、善意・悪意の記載をしてい

ません）〕 

 （１）ＡがＸに対して水牛の返還を請求してきた場合、Ａは返還しなければならない

か。水牛の子についてはどうか。［動産所有権に基づく請求権、動産物権変動の基本原

則、占有離脱物の即時取得、元物と果実］ 

 （２）ＡはＸから水牛の返還のほかに、ＸがＹから水牛の引渡しを受けてからＡに返

還するまでの使用利益の返還も求めることができるか。［所有権に基づく請求権と使用

利益の返還］ 

 （３）ＡがＹに水牛を預けていたが、それをＹが自分の水牛であるとしてＸに売却し
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た場合において、ＡがＸに水牛及び水牛の子の返還を請求したときはどうか。［占有委

託物の即時取得］ 

 

３（物権法：担保物権） 

 ＸはＹに対して 1,000 万円を貸し付け、これを担保するために、Ｙ所有の水田に抵当

権を設定し、登記した。 

 （１）抵当権の設定および登記の仕組みについて説明しなさい。［抵当権設定の基本

原則］ 

 （２）Ｙ所有の水田を、Ｚが何らの権原なしに利用している場合、ＸはＺに対してど

のような請求ができるか。［抵当権の効力］ 

 （３）Ｙ所有の水田に生えていた樹木をＺが伐採し、水田から搬出し、Ａに売却して

しまった。ＹはＡからこの樹木を取り戻すことができるか。Ａがその事情を知っていた

場合と知らなかった場合とに分けて検討しなさい。［抵当権の効力、抵当権が及ぶ目的

物の範囲］ 

 （４）Ｙが 1,000 万円の支払期限が到来しても返還できなかったことから、Ｘは抵当

地であるＹ所有の水田の抵当権を実行したいと考えている。その手続について説明しな

さい。その場合、抵当権設定・登記前から水田に生えていた樹木、抵当権設定・登記後

に水田に設置された揚水機も水田とともに売却することができるか。［抵当権が及ぶ目

的物の範囲］ 

  

４（債権法：契約） 

 ＸはＹ経営の店で、国内・国外両方で観られると店内の説明に表示されていた DVD を、

自宅でも海外出張先でも観たいと考えて 3,000 円で購入した。しかし、Ｘが海外出張の

際確認したところ、DVD は国内でしか観られない作りのものであることがわかった。 

 この場合において、ＸはＹに対し、どのような法的根拠に基づいて、どのような請求

ができるか。考えられる法的構成を検討しなさい。［錯誤、詐欺、売主の瑕疵担保、債

務不履行］ 

 

５（債権法：不法行為） 

 Ｘは飲酒運転をしていたＹの車にひかれ、重傷を負って半年間入院し治療を受けた。

しかし、Ｘは半身不随となる後遺症が残り、会社を辞めなければならなくなった。 

 （１）ＸがＹに損害賠償を請求する場合、Ｘはどのようなことを主張し、立証しなけ

ればならないか。［不法行為の成立要件と立証責任］ 

 （２）ＸがＹに請求できる損害賠償の範囲にはどのようなものが含まれるか。［損害

賠償の範囲と因果関係］ 

 （３）Ｘは特別な技術をもった優秀な従業員で、Ｘの事故によって会社にも損害が発
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生した場合、会社はＹに対して賠償請求することができるか。［間接被害者］ 

 （４）Ｘは後遺症が残った原因には、Ｘが事故によって入院したＺ病院の医師Ａの手

術ミスも影響していると考えている。この場合、ＸはＹのほか、ＺやＡにも損害賠償請

求することができるか。できるとすればどの範囲か。［共同不法行為、過失・因果関係

の立証、損害賠償の範囲、使用者責任］ 

 

６（家族法） 

 Ｘの夫Ｙは、Ａから 100,000 キープを借りた。しかし、返済期限の３か月が過ぎても、

ＹはＡに返済することができなかった。Ｙには財産がなく、返済の目途は立っていない。

（１）と（２）は別個の問題である。 

 （１）ＹがＡから借りた 100,000 キープは、Ｘとの生活費に当てるためのものであっ

た。この場合、ＡはＸに対し、100,000 キープの返済を請求することができるか。［夫

婦財産制］ 

 （２）ＹがＡから借りた 100,000 キープは、Ｙの趣味であるゴルフ用具を購入するた

めであった。この場合、ＡはＸに対し、100,000 キープの返済を請求することができる

か。ＡがＹへの融資金の使途を知っていた場合と知らなかった場合に分けて検討しなさ

い。［夫婦財産制］ 

 

 その後、ＸとＹは協力して働いて貯金を貯め、土地を買って建物を建てた。土地・建

物の登記名義は、便宜上Ｙ名義になっていた。この場合において、次の問題を検討しな

さい。（３）と（４）は別個の問題である。 

 （３）ＸとＹが離婚した場合、ＸやＹに対し、土地・建物について何らかの権利を主

張することができるか。［夫婦財産制、離婚による財産分与］ 

 （４）ＸとＹは海外旅行中に事故で死亡したが、どちらが先に死亡したかは明確でな

い。Ｘ・Ｙ間に子はなく、ＸにもＹにも兄弟姉妹はなかったが、Ｘの父ＡとＹの母Ｂが

生存している。この場合、土地・建物は誰の所有物になるか。［相続、同時死亡］ 
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ワークショップ 議事録 

 

【目次】 

・ラオス側からのプレゼンテーション要旨 P.１～２ 

・９月 21 日 ワークショップ１日目議事録 P.３～21 

・９月 22 日 ワークショップ２日目議事録 P.22～36 

 

 

【ラオス側からのプレゼンテーション 要旨】 

１．司法省ナロンリット氏からのプレゼンテーション 

（１）民法の発展状況について 

ラオスでは、５年の任期である国会において立法計画を策定する。本立法計画に基づき、

契約履行担保に関する法律（2005 年に立法済み）、遺産相続に関する法律、家族法、契約

内の債務、契約外の債務に関する法律（上記３つは 2008 年）、国籍法（2004 年改正）、

土地法（2003 年改正）、2010 年は公証人法を制定予定、財産法を改正するかも検討中。 

 

（２）民法系の法律の改正について 

・ 担保法 

2004 年、質権に関し、質に預ける場合には対象物を債権者に預けなければならないと

いうことを明確化した。また、債権者が対象物を占有しない場合についての条文に関し、

対象物を債権者に対して預け入れないという制度について追加した。さらに、動産に関

して、商標に対する権利、農業分野の権利、果実収益物に関する将来的な利益に関する

条文を新設した。 

・ 契約内の債務、契約外の債務に関する法律 

契約内の債務と契約外の債務に関する法律を一つにまとめた。また、口頭による契約

を承認した。その他、様々な電気機器を使った契約、メールやファクスを使った契約も

認めた。 

 

（３）今後の民法典の起草に関する報告 

民法典の起草という目標は 2020 年までのマスタープランの中に含まれており、先週、

政府によって了承された。民法典は、2010～2015 年までに起草するという予定が記載さ

れている。それに合わせて、司法省の中にも起草準備に関する準備グループを設置して

準備している。今回のプロジェクトは、民法を理解する準備段階にあたると考えている。 

 

２．前プロジェクト作成の民法教科書について 

（１）良かった点 

・ 民法の基本原則について述べられているので、教員が民法を教える上での基礎教材と

なっており、特に民法の一般原則を学ぶときや教えるときに使っている。その他にも、

様々な契約の種類等、民法の各論においても教員が教える中で役に立つ教材となってい

る（司法省管轄の法科大学：サバナケット校）。 

・ 多くの法令用語に関する説明が行われており、特に、基本的な法律用語について説明

がされているので、教員や学生に有用である。その他にも、ドイツ、日本、ベトナムな

ど様々な国の法制度が比較されているところが特徴で、教員が読んでも、比較法的視点

からみることができる（司法省管轄の法科大学：中部法科大学校）。 
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・ 特に民法の総則、中でも契約外の債務に関することについて利用することが多かった。

内容も広い分野が記載されており、他国との比較も役に立った。図書館に置いたことに

より、学生たちの卒論やレポート等にも役に立った（司法省管轄の法科大学：北部法科

大学校）。 

・ 民法の基本原則等については、大学教育に適した教科書だと感じた。多くの外国の制

度が紹介されたことも有益であった（ラオス国立大学）。 

 

（２）改善点 

・ 家族法などいくつかの法律が教科書発行後に改正されているので、教科書の内容と変

わった。 

・ 法律の原則について、国内法での用語や原則という記述が少ない。 

・ 他国の用語や他国の原則についての記述は充実しているが、国内法の法律用語や法原

則に関する記述が少ない。例えば、「法人」という用語が出てくるが、ラオスの法制

度の中における法人の定義についてはあまり記述されていない。また、「財産法」に

ついて、所有者がいない物の占有や他人による占有がどのように違うのかという説明

がなされていない。 

・ いくつかの点につき、簡潔すぎる・短すぎる説明がある。 

・ 不法行為に関する損害賠償について、どの程度の損害によって、どの程度の賠償を行

うのかということが明確に定められていない。 

・ 学生のように国内法を理解できていないレベルでは、この教科書をうまく利用できな

い。 

・ 外国の法律用語が用いられ、学生が読むには理解が難しい。 

・ 法律用語の説明が非常に専門的であり、これまで法律を学んだことがない学生たちに

ついては理解が困難。新教科書については、使用する用語を簡便にし、法の基本原則、

論理構成をわかりやすい形で説明することが大事なのではないか。 

・ 教科書を作る際に、教育に携わる教員が参加しなかったという点が問題だった。 

・ もっとたくさんの部数が欲しい。 
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【９月 21 日 ワークショップ１日目】 

（※発言者名は敬称略） 

 

★川合 

それでは時間になりましたので、始めます。 

おことわり（写真撮影、音声録音） 

 

紹介 

司法省キシン副大臣 

ランシー次長検事 

高人民裁判所 

ラオス国立大学副学長 

高島所長 ラオス事務所 

国際協力専門員 佐藤直史 

ICD 赤根部長 

慶應大学 松尾先生 

愛知淑徳大学 瀬戸先生 

ICD 渡部教官 

ICD 瀬井主任 

慶應大学 澤田、渡辺 

通訳 チャンタソン 

川合 

 

★高島所長挨拶 

 御出席の皆様方、本ワークショップの開催についてご挨拶をさせていただくことを誠に

光栄に存じます。赤根部長、松尾先生、瀬戸先生に心より歓迎致します。深く感謝を申し

上げます。 

 このワークショップは３回に渡って行われる協力準備調査の活動の一環として行われる

ものです。日本側の考える将来の技術協力プログラムに実例を用いて紹介することで、ラ

オス側の理解を得てもらうことを目的に行われます。このプロジェクトの内容を検討する

ために皆様との間で協議を重ねていくことになりますが、この協議を通して両国の共通理

解を持つことが大切であり、そういう意味でもこのワークショップは重要なものになりま

す。 

 日本政府は、近年の法制度整備に対する支援を国際協力の重要な分野として位置づけて

います。法制度整備は国家運営の中枢を担うものであり、健全国家の建設・運営に必要不

可欠なものであります。法制度整備支援についてはこのような国家の重要事項に関する活

動であり、ラオスの皆様が決意をもって開始したと推察していますし、日本側もそれを認

識し、より一層の注意を持って活動して行かねばならないと理解しています。日本におい

ても法制度整備のあり方に関する議論は活発に行っており、実施体制や制度作りの改善、

過去のプロジェクトにおける教訓の集積など、さらなる支援の効果向上を考えています。 

 ラオスにおいては、これまでに長期専門家の派遣や本邦研修の実績があり、2006～2007

年には法整備支援プロジェクトが開始されました。その後も法律家の日本への留学支援な

ど継続的な活動が行われています。これら活動や他国での教訓を通して、法制度整備を担

う中核的な人材の開発が重要であると自覚しています。 
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 今回のプロジェクトにおいてもこのような点が重視されていて、本ワークショップで議

論するような教材の作成などが含まれていますが、本当に大切なことは、教材そのものよ

りも教材を作成する人材の輩出にあると考えています。ラオスにおける法理論のための中

核人材を育成し、そのまわりが育ち、さらにその人的基盤の上に法制度を確立していくこ

とは長い期間が必要となります。 

 皆様と考え方を一つにして、プロジェクトを策定していきたいと考えています。 

 後になりましたが、本ワークショップ開催に際して、関係機関の関係者の皆様に再度

感謝の念を表明して、活発な議論を期待して私からの挨拶とさせていただきます。 

 

★キシン次官挨拶 

 本日、この会場に参加してくれた方々に敬意を表します。 

 私はこの度 JICA が主催した民法教科書作成の実務家レベル会議に参加できて心から感

謝しています。 

この会議には、日本側とラオスの４機関が参加しています。そして、ラオス政府と JICA

が協力して新たな法律分野の支援が開始されることになります。これは前回の支援に引き

続き、フェーズ２として 2010 年から始まることになっています。 

 この教科書作成に関しては国際的な法理論、あるいはラオス国内の法理論を組み合わせ

て作成していく予定であり、分野としては民法・民訴・刑訴が対象になります。 

 本ワークショップは、2010 年から始まるフェーズ２の第１回目の会合であり、教科書を

作成することにより、ラオス側に対する知識と日本における民法の知識を得る良い機会だ

と捉えています。民法教科書を作成することは、法律分野の制度の発展に重要な役割を持

っていると認識しています。民法教科書作成はラオスの社会における法律の理解を統一し、

知識を深めるものだと考えています。そのため、このプロジェクトはラオスの政府方針に

かなうものであり、法治国家を設立することにも通じるものです。 

 皆様方が今回のワークショップの中から多くの教訓を引き出し、これから作る教科書の

中に盛り込んでいくためにも積極的に協議議論し、今回のワークショップを成功させたい

と考えています。 

 開催していただいた日本側の皆様、参加していただいたラオス側の皆様方に再度感謝を

申し上げ、また、皆様の健康と発展を願ってご挨拶と致します。 

 

★ランシー次長検事挨拶 

 私の方からいくつかの考えを示したいと思います。 

 参加者の皆様はご存じかと思いますが、今年（2009 年）７月にラオスの司法省等４機関

が新プロジェクトに対して基本合意を行いました。この合意文書の中では、JICA が４機関

を支援して、新たな民法教科書の執筆に関する支援すると伺っています。私も民法という

法律はラオスにも重要であり、実施が困難な法律だと考えています。 

 簡単に数字を紹介します。今年の上半期の数字だが首都内での訴訟件数で刑事 1770 件、

民事が 320 件起きています。これが高裁レベルになると刑事が 82 件となりますが、民事事

件は 320 件のままです。 後の再審レベル刑事 86 件で民事 360 件となっています。つまり、

民事事件は解決が難しい、審級が進んでも数が変わらないのです。下級審で訴訟が終了し

ないと言えます。 

 そして、こういった司法手続きによって提訴される民事事件の中で、 も多い種類の事

件は、土地を巡る紛争です。そのほか消費貸借、借金などを巡る訴訟が多くなっています。

そして３番目に多い紛争形態は夫婦間の係争です。 
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 次に、各研修機関においての民法の授業の内容ですが、やはり、法令をそのまま条文ど

おりに教えているのが実態だと思います。つまり、法理論、原則、立法理由等については

学ばれていません。そのため、今回の JICA からの支援というのは法学教育機関に対する

支援であると考えています。 

 私は、検察院を代表して、JICA に対して感謝の意を表します。その他にも、ここに参加

していただいた皆様にも心から感謝申し上げます。皆さんと一緒に研究し、どのような民

法教科書を作るべきか検討したいと思っています。皆様から多くの意見を是非多く提供し

てもらいたいと思います。本ワークショップの成功を祈ります。 

 

★ブワトン 高裁判所事務次官挨拶 

 今回の主催者の方々、参加の皆様に敬意を表します。 

 このワークショップについては、まさに今後、民法の教科書を作成する第一歩であり、

この教科書は学生や職員が勉強するのに重要なものだと思っています。この教科書作成の

仕方について、様々な教訓を専門家から聞いて、日本の民法の実施に関する教訓を学んだ

後、応用してラオスの法律にマッチした形で本にまとめていきます。 

 その他にも、この機会で他機関の方とも意見交換し、どのような効果があったか、どの

ようなワーキング・グループを作ったら良いかについても検討を行う材料となる会議であ

ると考えています。 

 もう一度改めて日本政府、JICA に対して心から感謝申し上げます。この会場に参加いた

だいた皆様、ありがとうございます。専門家からできるだけ多くの教訓を学び、今後のプ

ロジェクトの基礎としていきたいと思います。 

 

★サイコン国立大学副学長挨拶 

 この会議に参加した皆様、主催者の皆様、日本から来た先生方に敬意を表します。国立

大学を代表して、教科書の作成に関するワークショップの開会式に参加できたことを心か

ら光栄に感じています。今回のワークショップは日本政府とラオス政府の間で合意された

ものの実施第一段階だと考えています。 

 私が嬉しく思うのは、本大学の教授ら 20 名が参加していることです。今回得られた知識、

経験はさらに研究し利用して、民法教科書作成の基礎にすることができると考えており、

また、今後ラオスの法整備を国際水準に合わせる観点からも重要になると思っています。 

 日本は、ベトナムやカンボジアに対する支援も行い多くの成果を上げています。ラオス

も努力して周辺諸国に負けないように改善していくべきだと考えています。プロジェクト

の成功を祈っております。 

 

★ナロンリット～民法の今後の展開について～プレゼン 

 参加者の皆様に対して心から感謝を申し上げます。日本及びラオスの様々な法律家の方

々に対して敬意を表します。この場を借りてラオスにおける民法の発展の現状に対して報

告させていただきます。 

 １．民法の現在の発展状況 

 ２．これからの改善すべき大きな原則について 

 ３．民法典を今後どのように起草していくかという基本方針 

 

１．まず現在の民法の発展状況です。我々が法律を立法するときに、法律の起草手続きに

関する国家主席令２号に基づいて立法を行います。そして、任期が５年の国会において、
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その度に立法計画を策定し決裁をとります。現在の第６期国会では、45 の法律を立法す

る予定です。現在既に 88 の法律が制定されています。立法計画による立法で民法に関す

るものは、契約履行担保に関する法律（2005 年に立法済み）、遺産相続に関する法律、

家族法、契約内の債務、契約外の債務に関する法律（上記３つは 2008 年）、その他に国

籍法（2004 年改正）、土地法（2003 年改正）、来年（2010 年）は公証人法を制定予定、

財産法は改正を検討中です。今申し上げたのが、我々の立法計画に従って改正が行われ

た法律です。 

 

２．民法系の法律の基本原則について説明のペーパーを既に配りましたが、これまで二つ

の大きな法律を改正したと言えます。 

 １つは担保法の改正です。まず 2004 年に質権に関する改正がなされました。質に預け

る場合には、対象物を債権者に預けなければならないということを明確にしました。こ

れは、他国における民法の基本原則と同じです。新たに追加した条文もあります。債権

者が対象物を占有しない場合についての条文です。対象物を債権者に対して預け入れな

い（占有におかない）制度については、判例主義の国の制度を参考にしました。これが

担保法に関する大きな改正点です。担保法に関して、動産についての権利が変更になっ

たということがあります。例えば商標に対する権利、農業分野の権利、果実収益物に関

する将来的な利益に関する条文を新設しました。 

 ２つ目に 2007 年に行われた大きな改正として、契約内の債務、契約外の債務に関する

法律をあわせて一つの法律にした点が挙げられます。重要な部分は、口頭による契約を

承認したという点です。これまでの法律には文書による契約のみを承認していましたが、

新しい改正では、口頭による契約も認められました。その他に様々な電子機器を使った

契約、メールやファクスを使った契約も認めています。これらの点については、過去に

松尾先生と議論したことが多く盛り込まれています。 

 

３．今後の民法典の起草に関して、民法典の起草という目標は 2020 年までのマスタープラ

ンの中に含まれています。マスタープランは、先週、政府によって了承されましたが、

その中で 2010～2015 年までに民法典を起草予定と記載されています。それに合わせて、

司法省の中にも起草準備に関する準備グループを設置して準備しているところです。ご

存じのように、来年（2010 年）から始まるプロジェクトについて、ラオスの民法に関す

る理論の検討がプロジェクトの中に含まれています。今回のプロジェクトは、民法を理

解する準備段階にあたると考えています。民法典の起草は困難を伴う作業ですが、各編

を起草するというものです。なお、１章１編において、総則を定めることを考えていま

す。2010～2015 年に地方議会を設置することが計画されているからです。地方議会が設

置されることにより、ラオスの多くの法律が改正されると考えられており、その中に民

法も含まれています。司法省と国会の中の先生たちと合同になって考えていくことは、

民法典の起草は重要なことだと言えます。私の方から説明させていただいたのは、簡単

な内容ですが、是非参加者の皆様からも意見をいただき、一緒に検討したいと思います。 

 

 次に、司法省に属する法科大学の方から前回プロジェクトで作成された民法教科書の効

果について紹介いただき、また、どの点が良かったか、どの点が悪かったかについても意

見をいただきたいと思います。 

 法科大学から意見をいただいた後、国立大学からも意見をお願いします。 
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★司法省に属する法科大学（サバナケット校）の意見 

 これまでの民法教科書の効果ですが、非常に良いものだったと思います。これまで作成

されたものは教員が民法を教える上での基礎教材となっており、特に民法の一般原則を学

ぶとき（教えるとき）に使っています。例えば民法の基本原則、人、人格、法人格につい

て述べられています。その他にも、民法の各論においても教員が教える中で役に立つ教材

となっています。例えば、様々な契約の種類等が説明されています。今、申し上げたのが、

私たちが評価できる点です。 

 問題点については、いくつかの法律（家族法など）が教科書発行後に改正されており、

教科書の内容と変わっています。不法行為に関する損害賠償について、どの程度の損害に

よって、どの程度の賠償を行うのかということが明確に定められていないことが挙げられ

ます。 

 

★中部法科大学の意見 

 まずは、前回の教科書を作っていただいたことに感謝しています。編集、修正等につい

ても多くの先生方に手伝っていただきました。非常に有益な教科書だと思います。特に教

員、学生にとって有用です。多くの法令用語に関する説明が行われており、特に、基本的

な法律用語について説明がされていることが非常に有用です。その他にも、様々な国の法

制度（ドイツ、日本、ベトナムなど）が比較されているため、教員が読んでも、比較法的

視点から見ることができることが特徴です。 

 改善点としては、ラオスの民法制度に精通していればこの教科書は非常に有用ですが、

学生のように、国内法を理解できていないレベルでは、この教科書をうまく利用できない

ということです。また、法律の原則について、国内法での用語、原則という記述が少ない

ように思われます。他国の用語、原則についての記述は充実していますが、国内法の法律

用語、法原則に関する記述が少ないです。例えば、法人という用語が出てきますが、ラオ

スの法制度の中における法人の定義についてはあまり記述されていません。財産法につい

ては、所有者がいない物の占有や、他人による占有がどのように違うのかという説明がな

されていません。この二つの条文がどのように違うのかについて十分に説明されていませ

ん。この教科書を作成する際に、教育に携わる教員が参加しなかったことが問題と思いま

す。教員は自分で作成してないものを教科書として使わねばならない状況です。 

 以上が、前回の教科書の長所短所です。新しい教科書を作る際には、日本の先生方も多

く参加していただくことが、良い効果をもたらすのではないかと思います。 

 

★北部法科大学の意見 

 前回提供いただいた教科書は、我々の法学教育、教授法にとって非常に重要なものであ

りました。例えば、教育を行う中で、特に民法の総則に関して利用することが多かったで

す。特に民法の総則の中でも契約外の債務に関する点が有効でした。また、図書館に置い

たことにより、学生たちの卒論、レポート等にも役に立ちました。内容も広い分野が記載

されており、他国との比較で役に立ちました。 

 改善点は、いくつかの点につき、説明が簡潔すぎる（短すぎる）ことです。外国の法律

用語が用いられ、学生が読むには理解が難しいです。また、新たに作成される教科書は部

数をたくさんほしいと思います。 
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★国立大学（NUOL）の意見（ヴィサイ先生） 

 私は、以前の民法教科書起草委員会のメンバーです。 

 授業で用いた感想ですが、民法の基本原則等については、大学教育に適した教科書だと

感じました。その他、多くの外国の制度が紹介されたことが有益だと考えます。 

 問題点については、法律用語の説明が非常に専門的であり、これまで法律を学んだこと

がない学生たちについては理解が困難なことです。例えば、債権について、十分な説明が

行われておらず、また、用語が専門的すぎて、学生たちが十分に法の内容について理解で

きていません。新しい教科書については、使用する用語を簡便にするのがよいのではない

か、法の基本原則、論理構成をわかりやすい形で説明することが大事なのではないかと思

います。 

  

★佐藤団長スピーチ 

 ※謝辞については省略 

 JICA は 2009 年２月と６月にラオスに来て、実務家及び法学教育の現場で働く方々と様

々な意見を交換させていただきました。その中で、法学教育の現場において直面する問題

について、それを解決する資料や教科書が非常に少ないことがわかりました。そのような

中で、私たちの前プロジェクトで作成された教科書が成果を上げていることを大変嬉しく

思いますが、その教科書も日々発展する法律に照らすと改善の必要が生じています。 

 そこで、私たちは本年（2009 年）６月にモデル教材を作るプロセスにおいて、現在皆様

が直面している法律実務及び法学教育における問題を解決するよりどころになるものとし

て、体系的にラオス法学を研究することで合意しました。ラオス法自体の研究が必要だと

いうことも、皆さんからご報告いただいたとおりだと思います。 

 私たちはモデル教材という言い方をしましたが、これは単に学校の教材、研修教材だけ

ではなく、学校卒業後は不要になるという類のものでもありません。法律を勉強している

学生にも研修生にも実務家にも、皆さんが直面する課題を解決するヒントを与えられるも

のを作成することを目標にしています。そのモデル教材には、法律の基礎理論の他、日々

発展しているラオス社会における法律の実務を反映した様々な情報を載せています。「手引

き書」、「ハンドブック」を作成するプロセスの中で、ラオス法自体を研究するというもの

です。皆様にとって役に立つものを一緒に考えていきたいと思います。そのため今回のワ

ークショップに for all という言葉をつけました。 

 今回は、民法を題材にしますが、その作成過程をみんなで考えるということで、民訴、

刑訴のモデル教材の作成方法にもつながるものです。今回のワークショップを通じて、モ

デル教材を作成する過程で、どのような作業、検討が必要かということを共有させていた

だくことが、今回のワークショップの目的となります。このワークショップを通じて感じ

る疑問点、改善点などは、是非この場で共有させてもらいたいと考えています。また、ワ

ークショップの後、皆様と協議させていただく機会を設けていますので、皆様から提案を

いただきたいと考えています。 

 私たちの共通のゴールはラオス法学を発展させることにあります。そのために参加され

た皆様と積極的に対話していただきたいと思いますし、ラオス法の 先端を共有させてほ

しいと思います。私たちの目指すモデル教材は、法に関わる全ての人に有用で、問題を解

決できるようなものです。それを作成する過程の第一歩が今回のワークショップです。私

たちの共通のゴールに大きな成果をもたらすことを祈念しております。 
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11：20～ 

第２セッション 

 

★松尾 

 みなさんこんにちは、慶應の松尾です。私は 2003 年～2007 年までラオス教科書作成の

メンバーとして参加しました。今日、そのときの多くの参加者と再会することができ、嬉

しく思っています。プロジェクト終了後、すぐに支援を再開するよう打診しましたが、な

かなかすぐに再開できませんでした。しかし、佐藤団長ほか皆様のご尽力により、このプ

ロジェクトを再開できたことを嬉しく思っています。先ほどキシンさんが言ったように、

このプロジェクトは事実上フェーズ２と言えると思います。先ほどの皆様の報告により、

前回プロジェクトの良い点悪い点がよくわかりましたが、これは私たちにとって非常に有

益な情報です。 

 これを踏まえて、次はさらに良いものができるように皆さんと一緒に努力したいと思い

ます。今回は、より多くの参加を得て、より良いものを作りたいので、どうぞご協力宜し

くお願いします。 

 

 それでは、資料の確認から始めます。 

 前半は５つのラオスの法律で、憲法（87 条まで）、ラオス契約法（65 条まで）、財産法

（68 条）、契約概念、日本民法の関連条文の契約が入っています。次に今回のワークショ

ップの説例が１～６まで入っています。その後に教科書の実例の一部の抜粋と民法教科書

を作るという記事が入っています。 初の議論にこの記事を使います。 

 その他、図と目次の写しもあります。ご確認ください。 

 

 要点を確認します。 

 良い法律学を発展させることは二つの意味があります。 

 １．良い立法を行うために不可欠なものという意味 

 ２．作られた方を適切に使いこなして、問題点を発見するという意味 

 法律学の発達のためにもさらに二つの大事な点があります。 

 １．矛盾なく説明できる体系的な思考を発展させる 

 ２．抽象的な法律を具体的な事実に当てはめる問題思考 

この二つの思考を訓練するために教科書を作成することは非常に有益です。 

 

 様々な法分野に様々な教科書がありますが、とりわけ民法の教科書は重要です。なぜな

ら民法は市民社会の憲法と呼ばれるように、社会における も基礎的な法律だからです。 

そこでは、 も基本的な法律用語を定義し、基礎的な法理論を発展させるという意味も

あります。我々が協力して良い民法教科書を作ることは、これから民法典を作る、あるい

は民訴法を作るための基盤になると考えられます。 

 具体的にどうやって民法教科書を作っていくかという点につき、私たちの経験を踏まえ

た実例を話します。 

 会場の後ろに日本の標準的な民法教科書のサンプルを置いていますが、その中のハイブ

リッド民法を紹介します。これは５冊で民法全体をカバーしたものです。 

 先ほど、JICA プロジェクトで作った教科書については、基本原則の記述はありますが、

簡潔すぎるという指摘がありました。今回はそれを踏まえて、もう少し詳しいものができ

たら良いのではないかと思っています。あとで手にとってみてください。 
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 日本にはおびただしい数の民法の教科書がありますが、今回紹介するものはスタンダー

ドなのものだと思って下さい。私自身も編集企画に参加しており、経験したものの方が伝

えやすいと思ったので、この本にしました。 

（１）まず、2004 年に企画会議を始めました。もちろんそこでは、何人で教科書を書くか

が問題となりました。日本では本を書くときに、個人執筆、共同執筆といろいろなスタイ

ルがあります。 近は共同執筆スタイルが増えています。共同執筆のメリットは、民法の

範囲が非常に広いので、役割分担ができることです。共同執筆によっていろいろな人の意

見を戦わせることができるので、様々な角度から同じ問題を考えることができます。今回

のプロジェクトでもできるだけ多くの機関から参加してもらうことになるので、この共同

執筆スタイルが皆さんにマッチしていると思います。 

 共同執筆の問題点は、担当者によって書き方、理解が異なるので、これをどうやって揃

えるかが問題となります。そのため、執筆要領というものを 初に作成します。 

 資料（１）～（７）は実際に要領に載せたものです。 

 この執筆要項は編集担当者が 初に原稿を書いて、それを５人の編集者で相談したもの

です。 初に決めたのはタイトルとコンセプトでした。タイトルはコンセプトを反映した

ものですので、コンセプトと深く結びついています。 

 

（２）がコンセプトです。この教科書は法学部と法科大学院生向けに作られたものという

のがコンセプトになります。法学部とロースクールの二段階システムは 2004 年に始まった

ばかりで、始めてみるといろいろな問題があることがわかりました。例えば、法学部の段

階でやっておく基礎理論の習得が不十分です。その一方でロースクールでは、ある事実の

証明の仕方等の実務的教育も必要になってきます。しかし、基礎理論が不十分なままに実

務面をやってもなかなか法律学の修得ができません。 

 そこで、法学部の基礎教育とローの実務教育を架橋するような教科書が必要ではないか

と考えたわけです。この架橋するという目的のためにハイブリッドというタイトルをつけ

ました。今回のプロジェクトではこのハイブリッドよりもさらに強力な教科書が必要にな

ると考えています。 

 

（３）各巻の構成を考えました。 

 １．民法総則 

 ２．物件、担保物件 

 ３．債権総論 

 ４．債権各論 

 ５．家族法 

 ５人の編集者が一巻ずつ担当し、各巻の編集者はそれぞれが４～５人の共同執筆者を選

んで、原稿を作成しますので合計 20 数名で作成しました。各巻執筆者が決まった段階で各

巻ごとの章の構成を検討しました。 初にその結果を報告してもらったところ、章立てが

巻によってバラバラでした。そこで各巻６～10 章にとどめるようにお願いして、要領に追

記しました。各巻はそれぞれ 300 ページをめどに作ることでも合意した結果、各巻 320 ペ

ージ程度のものができました。 

 

（４）執筆スタイルについての基本方針を定めました。 

 ②叙述は通説判例を中心にして、基本的な判例はできるだけ取り上げるようにし、その
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ときに基本的な制度はもれなく解説しますが、代表的な他の教科書、注釈書法律論文など

も参照して、できるだけいろいろな情報を取り込もうとしました。文章だけだと読むのが

大変なので、⑤ 近の重要な話題やユニークな事件等をトピックとして、読者を飽きさせ

ない工夫をしました。理論的に進んだ問題、外国法の紹介などは further lesson として取り

上げるようにしました。各巻の中の章の終わりに exam という演習問題をつけました。民

法の問題はいろいろな部分に関わるので、複数の問題が重なる問題を hybrid exam として

巻末につけました。⑦参考文献をつけること、⑧判例や法律用語の索引を作る等も、各巻

編集者と合意しました。 

 

（５）刊行の経過についてですが、2004 年 10 月開始 2006 年５月原稿締め切り、10 月出版

の予定でしたが、実際は１年ほど遅れました。各巻の編集者で難しい部分は原稿が遅れ、

平易な部分は予定どおりの入稿でした。発行部数は 2,500 部、 初から予定していた二回

増刷したので、7,000～8,000 部が出回っています。 

 

（６）は執筆と文章のスタイル、判例の引用方法などを一致させるよう依頼して、レイア

ウト案も統一させています。 

 

※スクリーンにてレイアウトを表示 

 ここまでが執筆要項の内容です。 

 この執筆要項を印刷して、執筆者全員に渡しました。 

 

３ 執筆についての注意点 

（１）まずは、個々の制度を解説するときに、根拠条文を確保します。条文を示すだけで

なく存在意義、それを支える法理論などを掲載します。その中で条文の意味を具体的に解

説します。例えば法律の条文には書いていないこともあります。そういう書いていないこ

とについては、判例、学説、自説をそれぞれ紹介するようにしました。 

 

（２）教科書の重要な機能として索引があります。 

 前回プロジェクトではつけられなかったのですが、今回の教科書にはつけたいと思いま

す。巻末に、法律用語について 50 音順に掲載してどこのページにあるかを指示します。判

例については判例の出された年月日について掲載します。この二つの機能は教科書を作る

際には不可欠の機能です。 

 

（３）共同執筆については、しばしば、執筆状況を調整することが必要です。 

 

（４）一回印刷されたものについて校正を行います。ハイブリッド民法については３回ほ

ど校正し直しました。 終的に 2007 年４月に現行が揃いましたが、その後も民法の改正は

続いています。本の内容が古くなったら修正して第２版、第３版と出していくのが日本の

通常のスタイルです。 

 

 概要は以上です。次は目次を使って全体を見ていきます。今日は時間の関係で、全て紹

介できませんが、５巻全ての目次が配布されていますので、それを見て、どのように校正

されているかがわかってもらえたらと思います。 
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１巻の総則は全部で 10 章です。 

基礎理論で１章 

権利主体に２～３章 

物で４章 

権利変動の原因５～９章 

10 は時間の経過によって権利変動が起きる場合の解説 

 

このように一般論を解説しています。 

２巻は権利の種類の中でも、物件についての解説です。 

第２巻は全部で９章 

前半は物件の総論１と２ 

３以降は個々の物件についての解説 

４は所有権 

７は質権 

８は抵当権 

９は法に規定がない社会の中で慣習的に使われている担保物件 

 

第３巻は債権についての説明です。 

債権の説明は非常に難しいですが、それを 初に説明しています。 

債権の効力について、２～３章で説明 

第４章は債権者が複数、債務者が複数いる場合の説明 

第５章は債権を譲渡する場合の解説 

第６章は債権の消滅 

 

それを前提にして、第４巻は債権の各論です。 

債権の発生する原因として、まず契約。１～４章では、個々の契約についての解説がされ

ています。 

２章－１では売買 

２章－２では贈与 

その他、消費貸借や賃貸借など個々の契約についての解説があります。 

５章は事務管理 

６～７章は不法行為 

 

後に第５巻で家族法を扱っています。 

家族法は大きく分けて婚姻親子などの身分関係についての部分（１～４章） 

５～10 章にかけては相続に関するルール 

 

民法の全体をカバーしていることは、大体イメージしてもらえたかと思います。 

教科書の全体像はこのような感じです。 

 

 それでは、中身にどの程度のことがどのように書かれているのかというサンプルを紹介

します。どの部分をサンプルとするかは随分と悩みましたが、この教科書の特徴が表わさ

れていて、この後のワークショップでも参考となるように、即時取得について紹介しす。 

 みなさんの手元の資料で『民法教科書をつくる』という記事の一つ前、96 ページから始
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まっています。この内容が日本で作っている教科書のラオス語訳です。 

※図のスライド（ラオス語）写真 201 

 a 所有の牛をｂが無断でｃに転売したというケースです。 

 これを解決するためにはどのようなルールが必要かということになります。この問題の

解決方法は国によって非常に違います。後ほど日本法とラオス法を使った場合でどのよう

に違うかを検討します。日本法を紹介する基礎知識として、教科書ではどのように解説し

ているかを説明します。 

 ａの立場に立てば、当然返してほしい。取得者のｃの立場から考えれば返したくないと

思います。 

 ａの立場を保護するのは所有権、ｃの立場を保護するのは売買その他の取引行為、抽象

的には市場取引の部分にも通じる権利で、この二つの権利をどう調整するかは、非常に難

しい問題です。 

 日本民法 192 条の紹介 

※条文：取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、

かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 

取引行為によって、ｂ－ｃ間で平穏公然善意無過失によって動産の占有をｃが始めた。 

 この時点ではｃが買った牛はｂのものだと信じて、信じたことに過失がなかった場合は、

ｃが所有者として保護される。つまりｃが所有者となり、ａは保護されないことを 192 条

は認めている。教科書では条文の後になぜこのような制度が認められるのか、制度趣旨を

説明しています。 

 これは動産に限定されます。動産は頻繁に取引されますし、所有者が誰かを特定して取

引することが非常に難しい。所有者の確認をあまり厳しくすると取引の円滑商業の発達を

妨げるのではないかと日本の法律は考えました。そういう趣旨をここで解説しています。 

 さらに fortherlesson２－３において、この制度が日本に取り入れられたときに、どういう

経緯、議論があったかという若干進んだ話題を掲載しています。時効制度の一種と捉えて

いたことに始まり、それが所有権取得の原因と変化していった経緯を紹介しています。 

 趣旨を説明した後、そこで出てきた言葉（用語）、動産とは何か等をその後にわたり詳

しく解説しているのがわかると思います。動産の中でも登記登録制度があるものは除きま

す。 

 取引行為とは何かについての説明 

取引の中に売買、贈与、つまりただでもらっても即時取得の要件が揃えば所有者になり

うるという解説 

 立法例が分かれていて、国によっては贈与の場合は無効というものも少なくない。 

 その後、これらの用語の説明が続き、即時取得の効果の説明 

売買と同様所有権を取得します。ｃが取得したらａはどうなるのかについては、勝手に処

分したｂに対し損害賠償請求ができるという説明。さらにその後に付け加えてほしいので

すが、ただで取得した場合には牛の所有権は手に入るが、そこから生じた利得については

返還すべきだという話があります。 

 これは学説でそういう議論があるという話に留めています。 

 盗品・遺失物の場合には例外がある旨解説（193 条） 

 

※図で確認（二番目） 

 ｂが盗んでｃに売った場合、盗まれて二年間は牛を返せと請求できます。これは自分が

預けたという人は預けたことに落ち度がありますが、盗まれた場合は落ち度がないので、
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こういう理屈になります。ところが、そうするとｃはかわいそうです。自分が買った牛が

正当なものか盗まれたものか、善意であれば知りようがありません。そこで、本文に解説

があるとおり 194 条に占有者保護のための特別規定を設けています。 

 もっとも、ｂが市場取引（商人である等）を行うものであることが必要です。 

 

 今の話をまとめるとａの牛をｂが盗んだ、これを自分の牛としてｃに売った場合、 

 ｃは善意無過失で買った 

 ａは私の牛なので返せと言ったが、ｃは 192 条で自分の牛だと主張 

 ａは 193 条で返せと主張 

 ｃは商店または商人の b から買ったのだから、その金額を払ってくれないと返さないと

主張できる。 

 即時取得のような制度を解説するために教科書では 10 ページくらいを使って解説して

いることがわかっていただければいいと思います。 

 

※書画カメラで撮影～項目立てについて示す。 

 

 テキストに書くとわかりやすいと思います。 

 次に索引について説明します。これが共同執筆による教科書作成のサンプルです。これ

はあくまで例ですので、今後のプロジェクトにおいては、もっと踏み込んだものを作りた

いと思います。 

 

14：10～ 

第３セッション 

 

★松尾 

 午前中の民法教科書の作り方、内容の校正、記述の仕方などの説明について、質問があ

ればお願いします。 

  

★質問者１（チャンタリー氏） 

 多くの参加者が執筆に関わるという点には賛成です。民法を作成するときには、当然民

法の条文について各々説明することになります。その上で、条文を用いて具体的な説明が

あったことを嬉しく思います。 

 午前中の講義で説明してもらった 192 条について質問があります。日本民法における返

還請求について、ｃに占有が渡ってしまった場合はｃに所有権が渡ってしまうという内容

だったと思います。そこで、日本の民法の中で所有権の定義を説明していただきたいと思

います。 

ラオスでは所有権とは３要件、処分権を有し、利用する権限、果実を得る権限がありま

すが、日本との違いを明らかにするために日本での所有権の定義を教えてほしいです。 

 もし、ｃに対して所有権が移転する場合には、ｃに確定的に所有権が移るのか、牛の場

合は、一頭が 200 万キープの値段がついたりする場合がありますが、このような高価なも

のでも同様か、その他、付加価値の高いもの（例えば多産の牛）ではどうか。ラオスでは

人に預けることでａが過失にはならないのですが、それでもｃが手に入れた物を返さない

といけないのか、無断でｂが借りた場合はその値段を返さないと取り返せないのかについ

て教えてほしい。 

- 103 -



添付資料４－５ 

★松尾 

 質問はまさにこれからの午後のセッションを行う上での非常にいい問題提起だったと思

っています。第二部に入ってから話したいので、しばしお待ちください。 

 

★渡部 

 質問がありますかという話ですが、別に質問という形でなくても構いません。 

 これから、みなさんと一緒に教科書を作っていくわけですが、その入口として松尾先生

に話していただいたわけで、作り方とか、校正についての方法論に意見、提案があればと

思います。 

 

★質問者２  

  執筆担当者はどういう出自の人でしょうか。 

 

★松尾 

 編集者の５人は大学の教員でした。大学の教員のほか裁判官、実務に詳しい弁護士に書

いてもらいました。この教科書は主たる読者が学生なので、大学の関係者が多かったと言

えます。しかし、このプロジェクトはもっと実務の実際のやり方、直面している問題、法

に記載されていない取り扱い等を記載することも考えられ、大学、司法省、裁判所等、多

くの実務家の協力が必要だと思われます。日本でもそのような実務家と学者の共同作業が

増えています。 

 

★質問者３ 

２つ質問があります。 

 国立大学において、独自方法で教科書を作成したことがありますが、午前中の講義の方

法をとることで、どの程度向上しますか。 

 必ずしも教科書を統一しなくても良いと思っています。一部においては独自に教科書を

作成し、教科書を大学によって選択したら良いのではないでしょうか。ラオスでは、統一

した教科書を作成し、全国に一律で用いるということが検討されています。教科書を統一

する方法と、しない方法との違いについて、どうお考えか教えてほしいです。 

 

★国立大学側からのコメント 

 学内ではどのような原則に基づいて教科書を書かねばならないという明確なルールはあ

りません。多くの場合、法律の原則、理論を書く場合は法律の条文に基づいたものが多い

です。法律の条文に書かれている順番に記載されています。私が作成した教科書では、民

法典で使われているような構成をとっていました。人、財産等総則的なものから順に書い

て作った経験があります。 

 

★松尾 

 教科書の書き方で我々が注意した点は、構成は理論的に筋の通った形で体系的な構成を

とることです。条文と条文の間で矛盾や間隙がある場合に気づきにくい傾向にあるからで

す。読者にとっても、なぜその条文が必要なのか、どんな役割を果たしているのか、どの

程度広く解釈していいのかを考えることができます。教科書で重要なことは記録そのもの

ではなく、その教科書をもって理解することだと考えています。読者にとって使いやすい

ものが良いのではないでしょうか。教科書の統一については、議論しながら進めたいと思
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いますが、 初は統一したものでいいけれど、徐々に新しい物が発刊され、好きな物を選

べるというのが良いと思います。 初の段階からいろいろなものが出て、読者を混乱させ

るのは避けたいです。良い意味での競争が発生し、版を重ねる等して、どんどん成熟を図

っていけるのではないでしょうか。 

 

★ヴィエンヴィライ先生 

 国立大学法学部においても教科書作成のいくつかのノウハウはありましたが、これまで

作成した教科書は、あくまで教授をするための教材であったと言えます。既に様々な分野

に関する法律の教科書があり、全部で 40 冊になります。これらの教科書は SIDA の支援を

受けながら執筆したものです。 

 執筆の基本原則はありますが、全ての教科書がこれに従っているわけではないのが現状

です。一つめの規則は、執筆を担当する者は執筆する内容について専門的知識をもった者

が執筆しなければないこと。二つめは、他人の丸写しやコピーはいけないということ。引

用は大事ですが、出典は明記することが必要です。 

現在作成されている教科書は、質が十分保証されているものではありませんが、教授す

るには困らない程度のものができあがっています。 

 しかしながら、検察庁や裁判所、司法省などの実務機関が集まることによって、実務の

内容が教科書に含まれることは非常に良いことだと思います。日本で行われている共同執

筆の方法は優秀だと思いますが、それをラオス国内で使えるものにするには、まだラオス

国内で検討する必要があると思います。 

 

★松尾 

 日本でも専門家（実務家）の知識がほしいのですが、専門家が集まって一堂に会す機会

がなかなかありません。是非このような機会を使って教科書を作っていければと思います。 

 

★渡部 

 日本でも各機関が集結して教科書をつくるのはそう例のないことです。 

 民法、民訴の全ての分野をカバーして書くというのは難しいですが、それぞれの立場か

ら一定の分野について執筆してもらうことはあります。 

 刑訴に関しても捜査の過程で発生する問題について、実際の事例を踏まえて、各機関で

執筆してもらい、それぞれの立場から意見を戦わせるというスタイルの執筆があります。 

 様々な立場の人が一つの問題に対して、それぞれ別の切り口から解説していることから、

大学での授業で課題を出すときにも使えますし、実務においても他の方の立場を踏まえて

解決策を検討するなど、幅広い分野で利用できる書物となっています。 

 条文の解釈等についてもみなさんで意見を出し合って、その結果を内容に反映していた

だきたいと思います。 

 

★ヴィエンヴィライ先生 

 教科書の執筆の方法について、執筆を行う際に、それを編集し、修正を行う委員会等が

発足するのでしょうか。 

 

★松尾 

 それについては、頻繁に行うことになると思っています。それぞれの巻の執筆者が月に

１回程度で集まって、執筆の仕方、判例の出し方等について構成、バランス等の調整を行
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います。さらに、全ての原稿が揃った後に、全体を見回してアンバランスはないかという

ような点を調整しました。分量の多寡についても協議をします。ある部分については記述

が多く、他の記述については記述が少ない場合などがあります。抜け落ちる部分がないよ

うに、執筆を進める必要があります。 

 せっかく書いたのでたくさん載せてくれという話が出ることも多いですが、執筆要項を

共通部分として持ち、分量のバランスを保つことが大事です。 

 

★ヴィエンヴィライ先生 

 編集委員会に外部の人が入ることについてはいかがですか。執筆者が集まって検討する

他に、執筆しない専門家が来て意見等を仰ぐなどありますか。 

 

★松尾 

 編集委員会自体に外部が来るという経験は私にはありませんでしたが、各巻の編集をす

る上で担当者や執筆者が直接外部に意見を聞きに行くことは頻繁にありました。その結果、

ある部分についてはこういう専門家がいるから、この方から意見をいただきましょうとい

う話が編集委員会に挙がると、その方に原稿の一部をお願いすることはありました。編集

者が途中で変わるということはありませんでした。 

 様々な意見をありがとうございました。大変参考になりました。あと少し時間がありま

すので、次の題材を確認して休み時間に入ります。 

 

※資料の中の説例を示す 

 

 事例は６題ありますが、１不動産、２動産、３が担保物件、４債権に関する問題、５不

法行為、６家族法に関する問題、この６つの設問をウォーミングアップとして、日本法、

ラオス法を利用するとどうなるかについて検討し、実際に教科書にするときのように書い

てみたいと思います。今日は２の即時取得についての問題を取り上げます。ラオスの法律

を使ったらどう解決できるのかを考えます。明日は不法行為について取り上げます。 

 

※２の問題を読み上げ 

 

15：50～ 

第三セッション 

 

★松尾 

 問題の訂正 ２－（１）Ａは返還→ｘは返還 

 

 この問題で、日本法を適用した場合の回答例をお伝えします。ただ、この回答例はラオ

ス語にまだ翻訳されていませんので、後ほどお渡しします。 

 原則の確認をします。 

 所有権の定義は日本とラオスは同じです。 

 日本民法 206 条に目的物の使用、収益、処分ができる権利→所有権の定義 

 所有権を移転できるのは所有者だけです。すなわち、所有者以外は所有権を移転できま

せん。206 に書いていないですが、何人も自己の持つ以上の権利を他人に与えることはで

きないという原則が成り立ちます。 
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 ローマ法以来の原則であり、おそらく全ての国で適用されている原則です。 

 買主ｘに所有権の移転はできない（所有権は a にあるから）ａは所有権に基づいて、ｘ

に牛の返還を請求できます。 

 そのときに、牛の子供を産んだ場合、使用利益はどうなるのかが問題となります。 

 生まれた子牛も使用利益も日本民法では果実と呼ばれるものです。 

 ａはｘに対して子牛とｘが使用したことによる使用利益も返還請求できます。 

 これが原則です。 

 

 ただし、子牛と使用利益については一つ例外があります。 

 ｘが善意だった場合、つまりａの物だと知らなかった場合には、返還請求の訴えまでに

取得した果実は返還しなくてよいという例外規定（189）があります。 

 

 しかし、これに対して、さらに例外が二つあります 

１つの例外は、午前中に紹介した民法 192 です。ｘがａに返さないといけないとなると、

牛の売買のような取引の信頼が損なわれることになります。そこで（これについて詳しく

は午前中に話したとおりですが）４つの要件を取得すれば、ｘが牛の所有権を得ることに

なります。 

 つまり、 

 第一の要件は取引行為（売買は問題なし、日本では贈与も取引行為） 

 ｘがｙにただでもらっても、これは取引行為となる。 

 第二の要件は動産であるということ。 

 水牛は動産なので問題ない。 

 第三の要件は取引行為の時に善意、無過失であること。 

 ｘはこの牛がもともと a の所有であることを知らなかった。 

 第四の要件は占有を取得したこと 

 ｘが占有した事実（引き渡し） 

 この４要件でｘは牛の所有権を取得します。すなわちａは所有権を喪失します。 

 ｘは所有者だから、子牛の所有権も牛の使用利益も得ることができます。 

 では、ａの損失はどうするのか。これには２つの救済方法があります。 

 ①ｙがｘに売って金を得ているので、ａ－ｙ間で不当利得の返還請求ができます。 

 ②ｙ－ｘ間で贈与した場合→ａ－ｙ間で不法行為として損害賠償請求が可能となりま

す。この問題解決方法によるとｘの取引の信頼が保護され、取引全体が円滑に行われるよ

うになると 192 は想定しています。 

 しかし、ａは盗難にあったわけで、ａにかわいそうな気がします。しかし、日本の民法

ではもう１つの例外を用意しています。この牛が盗難にあったものまたは遺失物（逃げ出

したもの）である場合には、盗難・遺失の時から２年間は返還請求をすることができると

規定しています。ですから、今回のケースであればｘに対して２年以内なら牛の返還請求

をすることができます。 

 では、この場合の子牛と使用利益はどうでしょうか。 

 ａの返還請求前に生まれた場合は、ｘは返す必要がありません。しかし、返還請求の後

に生まれた場合は、ａに返す必要があります。すると今度はａにとって盗難・遺失物につ

いては保護されますが、この場合のｘの保護はどうなるかという問題になります。すなわ

ち、取引の安全を保護しなくてよいのかどうか。 

そこでさらなる例外（194）を民法は用意しています。 
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 ｙが商店を営んでいた場合等は、ｘがｙに支払った代価と同額をａがｘに支払わなけれ

ば、ｘから取り戻すことができない。特に商人を介して、つまり取引を前提とした場合に

ついては、何らかの手当をしなければ所有権を得ることができないことになっています。

これが日本法を用いた場合の回答です。 

 ちなみにフランスの場合は、盗品・遺失物の例外を認めていますが、期間は３年間とな

っています。ドイツでは、盗品については期限なくいつでも返還請求ができるようになっ

ています。つまり所有権の保護が非常に強いですが、その代わり、ｘが競売で所有権を取

得した場合には、所有権取得ができるという例外があります（代価賠償による返還請求に

応じなくてよい）。EU の共通民法典もこのドイツのやり方を前提にしているようです。

ただし、ｙ－ｘへの取引は贈与ではだめで、代価を払ったものでないと即時取得にはなら

ないとされています。 

 元々の所有者 a と取得者 x の権利をどうやってバランスさせるかは非常に難しいことで

す。 

 では、ラオスではどういう結果になるでしょうか。正しい答えはないので、自由に意見

していただきたい。 

 

★渡部 

 松尾先生も仰ったように、正しい答えはありませんし、我々も正しい答えを求めている

わけではありません。皆さんが、例えば裁判で、このように扱ったという体験でも構いま

せんし、地方などで、調停によって解決したというような経験があればそれでも構いませ

ん。まずは皆さんの意見を聞かせていただければ結構ですので、よろしくお願いします。 

 

★質問者１ 

 初に松尾先生からのご説明ありがとうございます。 

 日本の民法では、本来の所有者ａよりも購入者であるｘの方が保護されている印象を受

けます。そのため日本民法では売買関係といったものに保護を厚くしていることがうかが

えます。しかし、ラオスの法律を適用した場合は、ｘ－ｙの売買自体が無効になると考え

ます。 

 なぜなら、ｙは真の所有者ではないからです。つまり、ｙがａから正当にその対象物を

獲得した場合は、ａは真の所有者なので、問題なく所有権が移転しますが、ａがｙに対し

て物を預ける、委託した場合などで裁判になった場合は、ａの元に占有物を返還するよう

にという判決を書くことになります。 

 たとえば刑法においては、ｙがａに無断で販売した場合、刑法に違反することになる。 

 そのため、ｘはｙが善意にして売買したものであったとしても、その売買は法律に違反

したものだということができます。そのため、ｘが善意の占有者であったとしてもそのも

のはａに返還されます。ただし、果実についてはｘに帰属します。なぜならｘは善意で購

入したものだからです。 

 

★松尾 

 では次に、なぜこのような違いが発生するのかを検討します。 

 まず、ｘ－ｙ間の売買は有効か無効かという問題があります。 

 自分に所有権がないものを所有権を移すことはできないという原則については、日本も

ラオスも同じです。ところが日本では所有権の移転はできないが、売買契約は他人のもの

でもできるという規定があります（560）。 
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 なぜできるかというと、売買契約の後、引き渡しまでに所有権を得て、取引することが

可能だと日本の民法では想定しているからです。実は、日本はドイツ法の影響を受けて、

債権（売買契約）と物件（所有権の移転）は別という考えを取り入れました。ところが、

フランスでは他人の物の売買は無効という法があります。売買契約は直ちに所有権を移転

させる契約であると定義されているからです。ところが先に述べたように、ドイツや日本

は、売買契約をしても直ちに所有権が移転しません。これが違いを生じている一つの原因

です。 

 では、フランスでも即時取得が認められるが、これは矛盾しないのかという問題が生じ

ますが、この点につき、フランスではｘ－ｙの売買契約は無効でありますが、善意で占有

を取得した人には、（引き渡しを受けたら）所有権が移転するという法律があります。 

 もう一つは、ａ→ｙに牛を貸した場合と盗まれた場合を区別するかどうかですが、日本

では区別していますが、ラオスと同様、日本でもｙの行為は横領または窃盗になります。 

 それでも民事上で盗品は区別されています。この点については、日本は、フランス法を

取り入れており、貸したりした場合にはａがｙを信頼したことに落ち度があり、この点に

つき、ａは責任をとるべきだという考え方があります。自分の意思によらない（盗品等）

場合の方が、貸したりした場合よりも責任が軽いのではないかと立法者が想定したと言う

ことができます。 終的には、立法者の判断による部分が大きいのですが、そのときの経

済状況、取引状況にどの程度マッチしするかが大事なことだと思います。 

 ｘの保護が厚いと感じたのは非常に重要なことです。 

 日本国内においても、ｘ－ｙの贈与の場合くらいはその価格はａに不当利得として返還

すべきではないかという学説もあります（判例にはなっていない）。 

 

★質問者２ 

 私は法律の専門家として私の考えを申し上げるので、もし間違っていれば、会場にいる

皆さんからご指摘いただきたいと思います。私が示した条文においても、ｘが善意の購入

者である場合の規定があります。 

 契約法の 40 条を見て下さい。ここには、善意での購入者についての規定がなされていま

す。何人も動物の管理等を放置した場合については、直ちにその動物の所有者に対して通

知をしなければならない、動物を元の所有者に返還しなければならず、警察または村長に

対して、その動物を占有していることについて通知をしなければならないとあります。ａ

がｘに代価を支払えば取り返すことができます。または、ａがｙに対して賠償を請求しま

すことができます。ａがｘから牛を返してもらう場合は代価を支払わねばならない。その

後、払った金をｙから請求できます。そうすればｘの権利も保護される。 

 財産法 58 条を見て下さい。善意である場合は、先の法律と同じことが書いてあります。

しかし、それが相続物ならば返さなくてよい。果実については所有権の 60 条１項において、

もし善意でそのものを占有していなければ返還しなければならないとなっています。２項

では、もし善意で占有していたら果実を返さなくてよいとしています。 

 松尾先生の出した問題について、日本と違い、ｘが占有してから返済請求権を受けるま

で使っていた利益についてはラオス法律には書かれていません。それを補うために 61 条に

書かれています。 

 例えば、返還請求を受けてからできた果実についてもこの条文を使うことができると理

解しています。これは私の条文の解釈なので、他の解釈があればご指摘お願いします。 

 

★佐藤 
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 これまでの内容は難しくて当然でして、ラオスにも法律に色々な規定があり、ラオス法

ってどうなっているんだという事を皆さんと一緒に考えていくのが、我々のやりたいこと

です。 

 原則は原則として存在しているが、当事者のバランスを確保するための例外は存在しま

す。この例外の根拠は何かということを一緒に考えたくて、今回初めてこのようなワーク

ショップをやってみたわけです。さらに、実務でどうなっているのかについてもみなさん

と考えていきたいと思います。ただ、実際にこのような事件が裁判所に行くのかといえば

何とも言えず、調停などで終わるのかもしれません。しかし、その場合においても、その

実務は法律にマッチしているのか、あるいは法律の方が現実離れしているのかを考えるの

がこのワークショップの目的です。 

 こういった作業をすることで借り物の法律ではなく、ラオス法自身が発達していくとい

うことになるのだと思っています。 

 明日は少しこの議論をして、その後、設問５の不法行為に入ります。 

 明日も頭を使うので、今日はゆっくり休んでください。 

※ ワークショップ一日目終了。 

- 110 -



添付資料４－５ 

【９月 22 日 ワークショップ２日目】 

 

松尾 

 おはようございます。 

 昨日は日本民法を使った場合の即時取得の権利変動についてお話しましたが、日本法で

の解決方法については近々翻訳してお渡しします。 

 

 今日は、ラオス法をこの問題に適用した場合、どういう解決方法になるのかについて話

します。解決方法の考え方として、テキストの準備段階として紙に書いて文章にするとい

う作業を行いたいと思います。文章化にするには、いくつかの手順がありますが、ここで

は 

 １．根拠になる条文を探す 

 ２．条文の趣旨、目的を確認 

 ３．その条文の具体的な意味、使われている用語の意味、要件や効果を考える 

 ４．実際の事件に適用した場合、どのような結果になるのかを検討 

 ５．現在の条文を適用した結果を見て、問題はないか、将来的な課題はないか等 

をみんなで考えます。 

 

★松尾先生、スクリーンに表示されている問題について解説を行う 

 

① この問題には根拠になりそうな条文が二つあります。 

契約法 40 条、財産法 58 条の二つです。どういう経緯、どういうルーツで規定される

に至ったか、その理論的な根拠、趣旨、何のためにこの条文があるのか、自分の考える

ところを書いてもらいます。 

② これらの条文が実際に実務で使われているのか。 

 実際にこの条文を使って事件を解決した例、自分で体験していなくても間接的にこれ

らの条文を使ったことがある話を知っていれば、書いて下さい。裁判にならなかったけ

れど、この条文を説明した例があれば書いて下さい。 

③ これらの条文を事件に適用した場合に、使いにくい点はないか、改善点、あるいは自

分ならこうしますといった考え、ラオスの現状に照らして、実情に合っているかについ

て皆さんで考えてもらいます。 

 皆さん個人で書いていただいても結構ですし、他の人と話して考えても構いません。20

分程度時間をとりますので、まとめてみて下さい。 

 

★渡部 

 回答には、①②③と番号を振って下さい。②の問題については、具体的にどういうシチ

ュエーションで（裁判、会議など）使ったのかを教えて下さい。 

 

★松尾 

 それでは時間になりましたので、再開します。 

 

★発表者１ パタダさん（司法省判決執行局職員） 

①について 

 契約法 40 条、財産法 58 条の由来ですが、この二つの法律は、ほぼ同時期に検討が行わ
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れ採択された経緯があります。参考にしたのは旧ソ連、ベトナム、その他フランス、旧体

制の王国時代の法、慣習法だと考えます。 

立法趣旨について 

１．ある財産がどこからきたものかを明確にする必要性。 

２．その物が不適切な形で譲渡（取得）されたものである場合は元の所有者に返還しなけ

ればならない。ラオスの慣習（人のものはとってはいけない）に由来していると考えま

す。 

 

③について 

 適用する上で不具合はあるかという質問ですが、私の感想では適用するのは難しいと考

えます。 

１．善意に取得した場合に、果たして善意であったかどうかについて証明するのが難しい。 

２．市場の価格によって適切に獲得した場合に、適切というのがどのくらいのものなのか

という問題があります。契約当事者がそれぞれ納得して売買したのかという点を客観的

に見ることは難しいと思います。 

 

★発表者２ ビエンチャン市裁判所副所長 

①について 

 起草に当たって多くの法律を参照して起草した経緯があり、専門家たちがラオスの実情

に も適した内容にしました。ラオスの習慣、社会状況に適合するような形で起草するよ

うにしました。 

 もう一点、できるだけラオスの既存の法律と不適合がないように起草を行いました。契

約法と財産法の規定はお互い関係しており、所有権の多くは契約によって獲得されるもの

だと言えます。契約が適切に行われたかどうかが重要になります。もし、不適切な契約で

あれば所有権は移動しません。取得者が善意だったかどうかが問題となります。善意であ

るかどうかは書面で契約しているか、要件についても法律に従った要件できちんと契約し

ているかということであります。もし、善意ではない場合、すなわち合法的な契約でなけ

れば所有権を取得しません。例えば、この契約の当事者について、売り主が合法にそれを

持っていないと知っている購入者は、善意の契約当事者であるとは言えません。 

②について 

 このような形態の紛争は社会の中で多く発生しています。多くの紛争が発生する中で、

これらの条文を適用して解決しています。そのため、もし契約当事者が悪意によって購入

した場合は、元の所有者に対してそのものを返還しなければならないとなっています。し

かし、善意で買った場合も元の所有者は転得者に対して返還請求できます。そこで、購入

者が善意だったら、ｘｙのどちらかに不利益が生じます。一番考えるべきはｙ、損害を受

けたｘは損害賠償を請求できます。契約に基づくものであれば契約法、財産に関するもの

であれば財産法を適用します。二つを同時に適用することはありません。 

 

★松尾 

 例えばｘｙ間の取引で 100 万キープを払ってｘの所有になったという前提で、真の所有

者ａがｘに対し返還請求する場合、契約法によればｘが払った対価を払わなければならな

いが、裁判所は、ａはｘに対し 100 万キープ払いなさいと言うのですか。 

 

★発表者２ 
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 ｘが返還するためにはａが対価を支払わないといけません。この場合ｘが悪意であれば、

ａは対価を払わずに返還請求できます。どのようにして、善意を判断するかというと、価

格を見る方法があります。市場の価格に比べて異常に安ければ、ｘはｙの物が何かわけあ

りのものだと感じます。また、このような場合は刑法の条文もあるので、刑法も適用され

ます。 

 

★発表者３ ソンチットさん チャンタサク県の裁判所副所長 

 地方での解決法について、契約法 40 条に関する紛争にはいろいろなケースがあります

が、実際は調停によるパターンが非常に多いです。具体的に、どのように紛争解決を行う

かというと、まず、原告がどのような証拠を持っているのかを確認し、その他の証拠を集

めて検証します。ただ、先ほど言ったように、このような紛争の多くは調停によって解決

します。所有権をめぐる紛争についても、実際の調停の場面においては、法律に基づいて

解決が行われません。例えば、牛がどちらの所有かわからない場合、当事者間で対価を半

分にするといったように、平穏に解決する方法が実際には行われています。 

 実際に行われている所有者の特定方法ですが、村の人々が、誰が所有権を持っているの

かは大体わかっているから、村人を集めて、そこで話を聞きます。その他調停委員会に村

人を呼んで、牛が誰のものか聞くこともあります。わからなければ牛を放して誰の元に帰

るかということを試したりもします。ここでいう調停委員会は村長さんみたいな人が開く

ものです。 

 

★松尾 

 調停の利用には興味深いものがあります。調停のやり方というのは村の内部で慣習的、

伝統的に行われてきたものと理解して良いですか。 

 

★発表者３ 

 私が裁判所に入ったのが 1990 年で、それ以前の裁判所の紛争解決のことについては分か

りませんが、調停はそれより前から、慣習的に行われてきたものだと思っています。 

 

★渡部 

 地方について質問させて下さい。調停によって解決されているということですが、裁判

所に持ち込まれる事件は調停したものと比べてどれくらい件数の違いがありますか。 

 

★発表者３ 

 例えば裁判所に提訴される件数は年間２～３件しかありません。この２～３件は、村の

調停を通過して（話が折り合わずに）きます。だから裁判になっても裁判官は村長たちに

話しを聞くことがあります。調停で解決せず、裁判所に提訴されるまでの割合は全体の１

パーセントもないくらいではないかと思います。 

 

★発表者４ ※氏名所属不詳 

 ①について 

 この法律の起源は各国の様々な法律が合わさったものだと思います。 

 契約法、財産法を含めて５つの法律が 初に起草されたとき、フランスや社会主義国で

勉強した人が起草に関わったのですが（例えば、ダボンさん、ケーンさん、ケンインさん

などのベテランの方が起草に関わりました）、これら先生方もひとつの国だけでなくいろ
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いろな国で勉強されているからです。 

 また、なぜラオスの習慣が重要かという点ですが、ラオスにおいては、多くの紛争が調

停で解決されており、ビエンチャンの中における紛争も裁判所に提訴されて解決されてい

るものは全体の 15 パーセントに過ぎないからです。 

 実際にどういった紛争が発生しているかというと、物件であれば貸した場合、預けた場

合などに本来の所有者に戻っていない場合などです。 

 離れた場所に土地を所有していて、管理が十分にできない場合に、その土地の近隣の人

が勝手に住んだり、利用したり、抵当に入れたりすることもあります。 

 ラオスにおいて、元の所有者ａに対する保護が新たな所有者ｘより厚くなっていること

についてですが（ラオスの習慣では、どのような事態が生じても本当の所有者に返さねば

ならない）、理由としては、元の所有者には、その物に対して強い愛着があり、思い入れ

があるからです（犬や牛を飼っている場合、所有者は常に面倒を見て、強い愛着を持って

いる。元の所有者に優先権が与えられていると言える）。 

 

 例えば、同程度の価値の指輪が二つあって、そのうち片方が婚約指輪だとすると、元の

所有者としては婚約指輪の方を大事にします。ということは、元の所有者にとっては思い

入れが強い婚約指輪の方が価値が高いことになります。そのため、契約法、財産方におい

ては、購入者よりも所有者の権利を優先していると言えるのです。ｘが所有物を元の所有

者に返還しなければならないが、対価をもらえるので、ｘの負担は少なくて済みます。 

例えば、ａ所有の土地があり、ａはそこに父の遺骨を埋めていたとします。しかし、ａ

はなかなかこの土地の面倒を見られなかったので、その間にｙが無断で登記をして転売し

てしまった。ａは土地に強い結びつきがあります（父の遺骨が埋まっているから）。 

 ラオスでは元の所有者を大事にしますので、この土地は一般の価値よりも高い価値があ

ると見なされます。 

 

第２セッション 

11：10～ 

 

 こちらでスクリーンに打ち出すので皆さんからの意見を出して下さい。 

 実際にテキストに書くことを想定して作成していきます。 

 

１．根拠条文  

２．これらの条文のオリジン、目的 

旧体制（王国時代）の法律 

旧ソ連時代の法律 

フランス、ベトナム法 

この条文の目的 

財産の所有者は常に明確にしなければならない。何の権限もなしに持っている他人の所有

物については、元の所有者に返還しなければならない。しかし、善意で他人の物を手に入

れた人の利益に対しては、所有者は対価を支払わねばならない。 

それによって元の所有者の利益と新たな所有者の利益を調整します。 

３．契約・財産法 

動産と不動産を一緒に考えて良いか。 

① 所有者ａがｘに対して、悪意であることを立証しなければ善意と見なされる場合 

- 114 -



添付資料４－５ 

② 訴えられたｘが自分が善意であることを証明できなければ返還しなければならな

いという可能性 

この二つの可能性が理論的には可能だが、この条文の解釈としてはどちらが適当か 

 

★質問者１ 中部高等裁判所副所長 

 善意の証明方法、立証責任について、この制度は対象物が元の所有者に戻るというのが

基本原則です。しかし、購入者が善意である場合に限り、元の所有者が対価を支払うこと

により返還されます。条文の趣旨は、善意によって購入した購入者の権利を保護するとい

うことが基本原則です。そのため、善意の取得者が立証責任を負うことが原則として考え

られます。 

 もう一つ、対象物は購入者が占有しているので、ａが自分のものだと証明するのは難し

い。そこで、ｘが立証責任を負うことになります。もちろんａはｘが善意ではないと証明

して、対価を払いたくないと考えているので、できるだけｘの方が立証しなければならな

いことになります。 

ｘの善意の立証方法としては、１．値段が適切なものであるかという点（例えば 100 万キ

ープのものを 10 万キープと言うなど）、２．専有物の利用状況、公然と適切に平穏に占有

が行われている場合は善意であることが想定されるので、ｘは購入した時点からの証明を

果たし、証拠にして善意を立証することが挙げられます。 

 

★質問者２ 氏名所属不詳 

 先ほどの説明の中、元の所有者ａは購入者ｘが善意でないと立証したいので、ａにもい

くつか証明しなければならない事項があります。つまり、 

１．ａが本来の所有者であることの証明 

２．対象物を他人に対して譲渡していない事実の証明が必要 

 特に、ｙに対して、確定的に所有権を移転したものでないことを証明することが必要だ

と思われます。売却者ｙについてもある程度立証の必要があります。 

 対象物を売却したが、ｙが法律上問題なく取得したものと証明する必要があります。売

買が行われたことにつき、正当な売買であったことの証明が必要です。 

 例えば、ｙがその物を盗んで手に入れたものである場合、ｘがそれを知っていたかにつ

いての立証が必要ではないでしょうか。いくらで売ったのかについてもｙが証拠を提出す

る必要があります。 

 

★松尾 

 善意の証明をどうするべきかについても多くの立法例があります。一つの立法例として、

物を占有している人の前に、突然、真の所有者を語る人物が現れた時に証拠を揃えるのは

大変なので、物を返せと言ってくる人が立証責任を負う必要があり、できなければ、善意

が推定されるという考え方もあります。しかし、これは国ごとの法律の規定によるべきで

す。これについてはさらにラオス法を検討する必要があります。 

 とりあえず、今日いただいた意見を次のようにまとめます。 

 善意の立証に関しては、取得者の購入価格、占有物の利用状況、売り主の証言など、そ

の他の証拠によって判断される。 

暫定的ですが、このような形でまとめます。 

 

★質問者４ ウォンブンさん ビエンチャン市の裁判官 
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 ｘの善意の証明方法について、基本原則は他の方と同じです。 

 善意の証明について、ｙとの間の売買契約の内容の適正が求められるのではないでしょ

うか。例えば、車の登録番号、登録においての村長の署名、購入店の印鑑などが揃えば、

それは善意の購入であったと証明できます。 

 

★松尾 

 契約法 40 条には合理的な市場価格で買った場合は、買い主は購入価格を賠償しなさいと

なっています。そこで、一つ質問ですが、財産法の 58 条には、購入価格ではなく、資産の

価値となっています。ｘ－ｙ100 万で取引したが、ａ－ｘ返還時 50 万または 500 万の価値

になっていた場合はどうしますか。 

 

★チャンタリー 

金で買う場合は金で賠償してもらいます。 

 

★質問者５ 

 「価格」と言う場合には金額に換算できるものや、具体的に金額を示すことができるも

の、「価値」と言う場合は値段をつけられないもの、という表現になっているのではない

でしょうか。 

 

★質問者６ 

 理由としては契約法では特に売買契約のことについて規定されており、財産法について

は贈与など様々な形態での取引が想定されているので、価格という表現が使われていない

のではないかと思います。 

 

★質問者７ 

 契約法の場合は売買契約をしているので価格といいますが、財産法 58 条に言う価値と意

味しているところは変わらないと思います。 

  

★松尾 

 つまり、無償でもらうものについては財産法は適用されない。それ以外のケースとして

は、交換の場合が予想される。交換の場合は価格が示せないので、価値ということになる

のでしょうか。 

 

★質問者７ 

 裁判の時に、ａの所有権を回復させるために、そのときの市場の値段で代価賠償すると

いうことはありません。 

 

★質問者８ 

 価格とは、いわゆる売買契約の時に支払われる値段であり、ものの値段という意味で使

われています。その一方で価値は、本来の価値ということであり、例えば売買契約を行っ

た時にはそのものの価値とは違う金額で取引されていたとしても、所有権を回復するため

に対価として払う場合は、ａが失った価値、すなわちそのものの本来の価値に値する金額

を支払うべきであって、取引時の価格とは分けて考えるべきです。 
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★質問者９ 

 58 条の価値は第３項で譲渡などについては適用外となっており、価値が譲渡の場合を差

していないのは明らかです。ですからこの二つについては、同じものと考えるのが良いと

思います。 

 

★ナロンリット 

 財産法の価値は、先生からの指摘のように、売買以外のものが含まれるということでい

かがでしょうか。 

 

★松尾 

 一つの結論に集約することなく、それぞれの意見を並列させて今回はとどめておきまし

ょう。 

 

第３セッション 

13：50～ 

 

※フォトセッション 

 

★松尾 

要件の３番目 

 財産法 58 条の資産の価値については、文言上は二つの意味の解釈が可能。 

 １．物の取得当時の資産の価値 

 ２．返還請求の当時の資産の価値 

 そのいずれが妥当かについては、他の法律との整合性やラオスの状況を鑑みて、今後議

論が必要であるというところで今日はとどめておきます。 

要件の４番目 

 財産法 58 条３項では財産を贈与や相続によって取得した、すなわち無償で対価なしに取

得した場合には返還しなければならない。つまり資産の価値の賠償は必要ないということ

になっているので、この点も確認しておきます。 

 ４番目の効果について、所有者は、売買によって取得した場合には、代価賠償と引き替

えに目的物の回復ができます。 

 ５番目に実務例及び裁判例等が入ります。ここには実際の裁判例があれば今後入れたい

と思いますが、現在のところ、40 条を使って裁判がされていますが、裁判以前に調停によ

って解決されている例もあります。 

 後に６番目の課題。第一に善意の立証方法についてはどのような場合があるか、第２

に契約法 40 の適切な市場価格の「適切」の判断が難しい部分があります。 

 以上、教科書を作る柱となる６つの分類をまとめました。 

 ラフな分け方ですが、今日の内容を反映させ、かつ、皆さんで議論していくことで、ど

んどん内容の濃いものになっていくと思います。 

 

 今後、こういう作業を他の問題についても進めて完成させたいと思います。今回の６問

について、日本法とラオス法の比較を続けていくと、良い問題集ができると思います。 

 さらにそれを我々のプロジェクトが始まった時に、教科書の中に組み込んでいくという

ことが考えられます。全ての人が参加して作るテキストですから、どの段階でも良いので、
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メール等で意見を寄せて下さい。 

 

※※※※これより不法行為※※※※ 

 

 第５問を選んだ理由は、私たちにとって身近な事件だと思うからです。皆さんの手元の

資料の設例、第５問を見て下さい。 

 問題の確認 

 ｘは飲酒運転をしていたｙの車に轢かれ、重傷を負って半年間入院した。 

 ｘは半身不随の後遺症になり会社を辞めねばならない。 

１．ｘがｙを損害賠償により訴える場合、どのようなことを主張、立証せねばならないか。 

２．賠償の範囲にはどのようなものが含まれるか 

３．ｘは特別技術をもつ従業員で、ｘの事故により会社にも損害が発生した場合、会社か

らも賠償請求できるか。 

４．ｘは、後遺症が残った原因として、ｚ病院の医師ａにも責任があると考えているが、

この場合に、ｘはｙの他にａにも賠償請求できるか。できるとすればどの範囲で請求で

きるのか。 

 

 これは、日本で本当に起きた事件を組み合わせて作った問題で、日本の 高裁の判例が

ある事件です。皆さんに考えていただく比較材料として、日本の法律を用いた場合にどの

ような解決方法になるのかを紹介します。 

 これは、一般的にはｙのｘに対する不法行為に基づく損害賠償請求の問題です。不法行

為が起こった場合、日本は民法 709 条が適用されます。日本民法のラオス語訳があります。 

 

※ 民法 709 条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した

者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

 この条文を当てはめて損害賠償請求するために、ｘは四つの点を主張、立証する必要が

あります。 

１．ｙがｘをはねた時に故意または過失があったこと。 

 飲酒運転でｘをはねたので、通常期待される注意を欠いており、過失は十分に認めら

れる。 

２．ｘの権利が侵害されたということ。 

 けがをしている（生命・身体を傷つけられている）ので、人格権侵害となり問題ない。 

３．それによって損害が生じたこと。 

 治療費、手術代などを証明すれば良い。 

４．因果関係があること。 

 

以上の４点をｘが立証できると、ｘは損害賠償請求が可能になります。一つ付け加える

べき特別法の規定があるので併せて紹介します。民法とは別に自動車損害賠償保障法が規

定されています。この法律は 1955 年に成立した法律で、これによると、日本では自動車を

所有するためには、強制的に保険に入る必要があります。自動車が事故を起こして、他人

の生命又は身体に危害を及ぼした場合には、この保険から損害賠償されることになります。

これは、加害者の損害賠償すべき額が保険によって保障されるということです。加害者が

賠償責任を負って、さらにこの保険から保険金が支払われるためには、同法３条に規定が
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あります。 

 

※３条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は

身体を害した時は、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運

転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故

意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証

明した時は、この限りでない。 

 

 被害者がけがをした場合には、自ら加害者の故意過失等を立証する責任がない。逆に加

害者の側で以下の３点を証明できたら責任を免れることになります。 

１．自分が運転していたことに注意を怠らなかったこと。 

２．被害者または運転者以外の第三者の故意・過失により事故が発生したこと。 

３．自動車に機能上の障害、構造上の欠陥がなかったこと。 

 この場合には保険も支払われないし、加害者も責任を負わない。ただし、現実にこの条

件を加害者が立証するのはほとんど不可能だと言われています。従って、日本において、

自動車でけがをさせた場合、実質的には無過失でも責任を負うという状況になっています。

これが、問題の１に対する日本側の回答です。 

 

 ２の問題。もし賠償請求できるとしてどの程度請求できるのか。損害賠償については、

ラオスでも同じだと思いますが、大きく分けて財産的損害と精神的損害に分けられます。 

 財産的な損害について説明します。財産的損害の中にも二つの損害が区別されます。 

① 積極損害 

 手術費用等、入院費用、通院費用、実際に支払った金額。 

② 消極損害 

 けがをしなければ得られたはずの利益、半年仕事をしなかったことで得られなかった

利益。 

損害の第２は精神的損害 

 

※ 民法 710 条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害

した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産

以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 

 

 これによると、他人の身体名誉自由を損害して損害賠償の責任を負う者は、財産以外の

損害に対しても、その賠償をしなければならないというのが精神的損害です。慰謝料など

が考えられます。例えばこの事件の場合は痛かった、怖かった等の精神的苦痛に対する賠

償や、長期間病院に通った、身体障害、後遺症に対する賠償が必要になります。財産的損

害であれば、積極的損害については簡単に金額に変換できるので問題ないし、消極損害に

ついても金額に換算できるものは問題ありませんが、精神的損害はなかなか客観的に測定

するのが困難です。そこで、裁判所では、けがの種類に応じて、標準的な精神的賠償の額

のマニュアルを作成しています。 

 例えば、けがの程度、後遺症の程度などで大体の標準額がマニュアル化されています。

必ずしも正確というわけではありませんが、精神的損害も賠償すべきということを形とし

て表すものと言えます。 

 ３は応用問題ですが、実際に裁判例があります。ｘが特別な技術をもっていて、会社も
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損害を受けた場合ですが、これは通常、間接損害の事例と呼ばれています。典型的な例と

しては、ｘが子供でｙによる事故でｘがけがをした場合に、ｘの両親が治療費を払ったと

します。この場合は、親が払った治療費（親自身はけがをしていない）を賠償請求できる

かという例です。この場合、もちろん賠償請求は認められます。子供が入院して親が支払

うのは当然の義務だからです。 

 別のケースで、ｘがけがをした時に、親は海外にいた例があります。ｘがけがをしたの

で看病のために親が帰国する場合に、親の飛行機代は損害賠償できるかという問題ですが、

この時の航空運賃についても裁判所は認める判決を出しています。 

 ３の問題は今の話の延長になるわけです。 

 会社自身が車にひかれたわけではないけれども、ｘがひかれたことで会社に営業上の損

害が発生したという場合です。この場合の損害賠償請求を認めた裁判例もあります。ただ、

それはかなり特別な事件でして、その会社は、被害者ｘの個人企業で、社員は奥さんとｘ

の２人だけだったという状況です。薬を販売する仕事をしていたのですが、ｘがけがをし

たために会社自体の業績が落ち込んでしまい、会社から請求をしたという事例です。裁判

所は、ｘと会社は一体だから、実際はｘが請求しているのと同じものとみなして、損害賠

償請求を認めると結論づけています。 

 しかし、仮に３の問題の時に、社員が 500 人いて、ｘはそのうちの１人だったとします。

この場合は、ｘがけがをして業績が悪化したかもしれないけど、会社が予め予期して備え

ておかねばならないリスクだと捉え、損害賠償請求は難しいだろうというのが一般的な解

釈です。 

 もっとも、ｙがｘほか社員のいるビルを爆破して、ほとんどの従業員が働けなくなった

というのであれば、当然賠償請求の対象になるでしょうが、そうでもなければ、会社側か

らの賠償請求は難しいと思われます。 

 

 それでは 後に４の点。 

 事故によって入院し、治療を受けたところまでは全てｙの責任になります。 

 しかし、手術の結果、後遺症が残ってｘに生じた損害は、元はと言えばｙの責任ですが、

医者であるａにも責任があります。 

 これについては二つの考え方が主張されています。 

① ｙがこの事故を起こさなければ、手術ミスを起こさなかったのだから、ｙは全ての損

害について責任を負うという考え方です。また、ａも責任がありますので、後遺症の部分、

つまり後遺症による入院治療費、得られたはずの利益の減少について責任を負い、ｙとａ

の責任がそれぞれ併存しているという状態になります。 

 これは後遺症の部分の責任が半々になるということではなく、２人が後遺症の部分につ

いては全額の責任を負う、つまり二重に取れるということではなく、ｘとしては、どちら

にも請求ができるということです。ａの責任についてはｚ病院も賠償の責任を負います。 

 

※715 条（使用者責任）を確認。 

 

 まとめると、ｘは後遺症の部分については、ｙ、ａ、ｚのいずれにも全額の賠償請求が

可能です。 

 

② 判例のとっている考え方 

 ｙが起こした事故により、病院に運ばれてａのために後遺症が発生したという場合、ｙ
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とａとの共同不法行為とするという考え方です。 

 

※719 条を確認（共同不法行為） 

 判例はｙとａとの共同不法行為としているが、学説は、ａの行為とｙの加害行為は種類も

時間も違いがあり、その意味で共同不法行為と捉えるのは難しいのではないかという批判を

加えている。しかし、裁判所はｙとａの責任は分割して責任を分担することはできない。 

後遺症については全額責任を負いなさいという意味で共同不法行為を認めている。もちろ

ん、この場合についてもｚ病院は使用者責任を負いる。 

 

★質問１  ウィサイ 国立大学 

 損害の賠償の被害額の算定の方法についての質問です。裁判所の中で算定方法について

のマニュアルがあるということですが、どのような原則に基づいて計算しているのか、具

体的に教えてほしい。 

 

★松尾 

 財産的な損害なら比較的算出が容易だが、客観的基準のない精神的損害は算定が難しい

です。そこで、損害の程度、例えば死亡の場合やけがの部位、程度により金額がわかる表

があります。後遺症の程度に応じて額がわかるような表もあります。 

 次回、サンプルを持参します。消極損害についてもどういう表を使うか、労働者の平均

収入がいくらか、男女の違いなどで各種の表があります（男女で分けることの是非は別と

して）。裁判官はその表に従って賠償額を択一的に決めるのではなく、あくまで参考にして

算定を行います。故意、過失の違いにより、同程度のけがでも、賠償額が異なるとも言わ

れています（故意の方が高い）。 

 

★質問２ 

 共同不法行為である場合、複数で行った場合についても損害の賠償責任を負うことにな

っていますが、グループのうち誰が真の不法行為者だと決めるのですか。 

 

★松尾 

 ｙ１、ｙ２、ｙ３が集団でｘを殴り、ｘがけがをしたとします。ｘの被害は頭と腰と足

に大きなけがを負ったとします。しかし、各けがが誰の行為によるものなのか分からない。

そのために全ての損害について、全員に連帯責任を負わせるという趣旨で設けられたのが

この条文です。 

 もう一つの例として、３人が鳥射ちに行って誰の弾かはわからないが、付近にいたｘに

当たり死なせてしまった。しかし、この場合は誰か１人の弾が当たったためにｘが死んだ

のであり、他の２人は本来責任を負わないことになる。しかし、このような場合でも３人

が一緒に鳥を目がけて射ったためにｘが死んでしまったので、３人が連帯して全額につい

て賠償責任を負います（719 条後段の内容）。 

 因果関係の証明の困難さを救済するのがこの条文の存在意義だと理解してもらいたいと

思います。 

 

★質問者 

 ２番目の例の場合で一発しか当たってないのに、３人が責任を取るというのはよく分か

りません。 
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★松尾 

 この証明ができれば、３人に対して、719 条により、共同不法行為として全員に対して

賠償請求が可能になります。でも実際に打ってない人はかわいそうじゃないか、という点

はどうするか。仮にｘが死んだ原因はｙ１の弾だったとすると、ｙ２ｙ３がｙ１の弾が当

たったと反証することは認めています。つまり、立証責任はｙの側に課されているのであ

り、ｘの保護のための規定です。 

 

第４セッション 

１ 損害賠償請求の要件 

 損害賠償請求するためには被害者ｘがどのようなことを証明しなければいけないか、ラ

オス法ではどうでしょうか。 

 １条 他人に損害を与えたら賠償せねばならない 

 ４条 不法行為の定義 故意または過失により～ 

 ３条 損害の定義の中に生命とか財産とか～ 

 ５条 不法行為と損害との間の因果関係 

 これらの関連条文がありますが、この他損害賠償請求をする時に見なければならない条

文はありますでしょうか。特に自動車損害について、特別法などがないでしょうか。 

 

２ 損害賠償の範囲 

 損害賠償については、２条に確定したものでなければならない、ということが書かれて

います。９条に損害賠償の方法として、慰謝料も含むとなっています。消極損害（得られ

たはずの利益）も含むとなっています。ほかに根拠条文として挙げられるものはあります

か。 

 ２条の損害賠償は不法行為の直接の結果に対して発生したものに限るとなっているが、

後遺症についても含むと解釈してよいのでしょうか。 

 あるいは、設問３のように、間接損害（被害者以外の人に損害が生じた場合）が発生し

た場合にどうなっているか。共同不法行為については８条に規定されているが、設問４に

ついては、ラオスではどのように解釈しますか。 

 日本では、共同不法行為と見るべきかについては、批判的な学説が少なくありませんが、

ラオスでの考えはどうでしょうか。 

 また、使用者責任についてはラオス法の 10 条に規定されていますか。 

 スクリーンに映している内容に皆さんの意見を反映させて、もっと詳しくなるようにし

たいと思いますが、今の段階で付け加えたい点等があればお願いします。 

 

※会場からの意見なし 

 

 ９条で慰謝料、３条で精神的損害について書いてありますが、これは裁判官の裁量で定

められるのでしょうか。実際に事件を扱った経験のある人にコメントしていただきたい。 

 

★意見１ 

 １条においては、損害を引き起こしたものは損害賠償をしなければならないと書かれて

います。損害の範囲についても、先生がおっしゃられたように、物質的損害、精神的損害、

健康（身体）に関する損害が定められています。精神的損害の算定については、損害賠償

法の中には明確な規定がないのですが、我々としては、判例、現在の保険法に定められた
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算定表（死亡した場合は何％など）、二つのものを参考に使って算定しています。 

 

★松尾 

 ラオス側でどのように算定しているかの例を、この教科書に示してくれれば良いと思い

ます。 

 

★意見２ 

 ラオスには葬式の費用に関する習慣があります。これには、様々な儀式とか、葬式後の

儀式代等の葬儀にかかった費用が含まれています。本来なら直接的損害とは言えませんが、

精神的被害として、現状では認められています。 

 

★松尾 

 本日はここで終わりますが、今後もこういう作業（条文、立法趣旨、理由、要件効果、

課題）を行い検討を重ね、テキストの材料を蓄積したいと思います。 

 教科書の作り方について４つの質問があったので、それについて簡単にお答えして終了

します。 

・索引の作り方について 

 原稿を執筆して最初の印刷をして、校正が終わってページが動かない状態になった時に、

重要な法律用語や繰り返し出現する用語にマーカーをつけていきます。マーカーをつけた

ものが、何ページにあるのかを書き出します。最終的に 50 音順に並べて完成させます。共

同執筆については、執筆者が索引に入れてほしい部分に自分でマーカー入れをします。 

・事例をつける時に、実例が自分で作った例かという点 

 私のケースでは、できるだけ実例（判例）を簡略化して使いましたが、適切な実例がな

かった場合には自分で考えて作った場合もありますし、実例をアレンジして作った場合も

ありました。 

・執筆者間のバランス（ページの分量）の調整 

 大枠のページ数については、担当者同士で決めておく必要があります。例えば、この章

については何ページをめどにしてほしいなどです。 

・読み合わせ 

 原稿を送る前に各執筆者で読み合わせをするか、送った後に編集者がするのかという点

ですが、予めいくつかの巻、編に分かれる場合は、各執筆者で読み合わせを行ってから送

るようにしていました。 

 

今後の作業について 

 今回取り上げた６つのテーマについては、ちゃんとまとめて、一つの問題集を作りたい

と思います。必要に応じて JICA-Net 会議を使って皆さんと協議して、継続して作りたいと

思います。それと同時に教科書の目次についても皆さんの方で議論を進めてもらい、執筆

分担についても少しずつ先に進めてほしいと思います。何度かみんなで集まったり

JICA-Net 会議を開くなどして、中身を蓄積していきます。問題集で作ったものも教科書に

組み込んでいけるようにして、だんだんとステップアップしたいと考えています。 

 今回は最初の試みでしたが、皆さんから多くの有用な意見をいただいて、我々も大変参

考になりました。今後も協力してみんなの教科書を作っていきたいのでどうぞよろしくお

願いします。 

 



添付資料４－５ 

★渡部 

 みんなで関連性のよくある問題等について、横断的に条文を確認しつつ、問題点や実務

の処理法などを検討協議しあっていくという作業の一部を、今回のセミナーで体験したこ

とになるわけです。作業自体が簡単ではないこと、多くの資料に目を通さなければならな

いこと等は理解していただけたと思います。しかし、こうした作業を繰り返すことにより、

例えばこのテーマだけでも結構な分量になるし、 終的にはかなりの量の教科書になると

思います。その中には初学者でも覚えてほしい内容、実務家でも使える内容等が混在して

いますが、情報を整理して教科書に詰め込んでいければ良いと思います。 

 

★赤根 

 今回のワークショップは非常に画期的な試みで、大成功に終わったのではないかと思っ

ております。それぞれに法律家を擁する４つの機関が集まって実施できたことが、まずも

って大きな意義があったと思っています。 

 もう一つは、昨日今日と各機関の高位の方が積極的に参加していただけたことも重要だ

と思います。そしてさらに、実務家と研究者のコラボレーションが果たせたことも大切で

す。 

 このような機会を重ねていけば、将来必ずラオスの法学能力の発展、実務の発展、それ

につながるラオスの法学教育の発展が望めると思っております。 

 今、日本は国を挙げて各国の法整備支援に乗り出しています。JICA がその実施機関とし

て全ての責任を負うわけですが、我々が実働部隊の 先端で頑張ろうと思っております。

こうしたコラボレーションによって、日本とラオスの法制度、理論、実務の発展を図って

いくことができると信じております。 

 

★ランシー次長検事 

 まず、JICA の主催により専門家の皆様がこのワークショップ開いてくれたことに感謝致

します。JICA の第２フェーズのプロジェクトがスタートしたことを嬉しく思っています。

皆様からの意見の提示、先生からのご意見を聞き、大変有意義なものであったと確信して

います。 

 今回のワークショップは民法教科書作成、民法起草の第一歩としての作業です。ラオス

の戦略目標として、2020 年までの人材の育成が非常に大きなテーマとなっています。とり

わけ、法律分野の人材の育成が非常に重要な目標です。 

 そのため、JICA、日本の専門家の方々が教科書の作り方について、このようなワークシ

ョップを開いてくれたことは我々にとって大変意義のあることだと思っています。 

 私ももう一度改めて、ラオス政府を代表して、４機関の代表として感謝の意を表します。

今回参加してくれた皆様、特に遠方の他県からお越しいただいた皆さまに感謝申し上げま

す。WG、調整委員会については、NOUL で明日以降協議したいと思います。 

 今後は、さらに詳細に話しあっていく必要があります。例えば、誰がどの部分を担当す

るかという具体的な話も決める必要があります。 皆様ありがとうございました。閉会を宣

言させていただきます。 

                                    以上 
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第５章 詳細計画策定調査の派遣 
 

５－１ 調査目的 

本調査においては、2009年２月に実施した基礎情報収集･確認調査、同年６月に実施した第

一回協力準備調査及び同年９月に実施した第二回協力準備調査の結果を踏まえて採択された

「法律人材育成強化プロジェクト」について、早期の協力開始に向け、PDM・POや実施体制に

かかる協議を行い、関係４機関とＭ/Ｍを締結した（添付資料５－１）。また、新規プロジェ

クト活動の具体的なイメージを共有することを目的に、民事訴訟法・刑事訴訟法ワークショ

ップを実施した。また、UNDP及びUNICRIの関係者と面談し、新規プロジェクトに関する情報

を共有し、効果的な連携を図るための意見交換を行った。 

 

５－２ 調査団員 

（１）総括 佐藤直史 JICA 国際協力専門員、弁護士 

（２）法司法制度 渡部洋子 法務省法務総合研究所国際協力部教官 

（３）法曹養成 瀬戸裕之 愛知淑徳大学非常勤講師 

（４）刑事訴訟法 洲見光男 同志社大学法学部・大学院法学研究科教授 

（５）民事訴訟法 出口雅久 立命館大学法学部教授  

（６）民事訴訟法 酒井一 名古屋大学大学院法学研究科教授 

（７）民事訴訟法 名津井吉裕 大阪大学大学院高等司法研究科准教授 

（８）協力計画 川合優子 JICA 公共政策部法・司法課職員 

（９）通訳 ﾁｬﾝﾀｿﾝ・ｲﾝﾀｳﾞｫﾝ JICE研修監理員 

 

※オブザーバー参加： 

法務省法務総合研究所国際協力部長 赤根智子 

法務省法務総合研究所統括国際協力専門官 田中充 

法務省法務総合研究所主任国際協力専門官 瀬井宏之 

法務省大臣官房秘書課国際室長 青野友美 

法務省大臣官房秘書課国際室国際協力係員 田村圭 

 

５－３ 調査期間 

2010 年３月８日（火）～３月 18日（木） 

（洲見先生は３月９日～13 日。出口先生、酒井先生、名津井先生は３月 11 日～13 日。） 

※日程の詳細は添付資料５－２のとおり。 

 

５－４ 調査結果 

（１）新規案件にかかる協議 

 新規案件の立ち上げに向けて、PDM、PO、実施体制等に関する協議を行い、協議結果をＭ/

Ｍに取りまとめた（添付資料５－１）。主な協議事項は、以下のとおり。 
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１）実施体制 

 本案件は、ラオス側関係４機関の約 70名に及ぶカウンターパートによって実施されるプロ

ジェクトであり、円滑なプロジェクト実施には、適切かつ効率的な実施体制が必要である。

本調査においては、関係４機関の責任体制や、プロジェクト活動の管理体制について、具体

的な協議を行い、実施体制図や TOR として整理し、関係４機関と合意した。 

協議の結果、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）及びマネジメントコ

ミッティのメンバー計８名が正式に決定した。日本側の懸念事項であったプロジェクトの責

任体制については、JCC 議長（兼プロジェクトディレクター）及びマネジメントコミッティ

議長（兼プロジェクトマネージャー）を、関係４機関が一年毎の持ち回りで担当することと

なった。当初、持ち回りの体制を取ることで、責任体制が不明確になるという懸念はあった

が、関係４機関が同等の立場にあるため代表機関を選定することが困難であったこと、また、

一つの機関を選定することで他の機関の関与が薄れてしまう可能性もあることを考慮し、本

体制を取ることとした。なお、持ち回り体制のデメリットを軽減するため、代表機関が変わ

る際の引継ぎは徹底して実施すると共に、ワーキング・グループのロジ業務を担当するリエ

ゾン・ユニットのリーダーを検察業務開発センターの副センター長が担当し、活動レベルで

のプロジェクト管理や情報共有に努めることとした。各ワーキング・グループの活動は、各

グループのリーダー・副リーダーを中心に、リエゾン・ユニットのサポートを得ながら、日

本人専門家との情報共有や各活動の進捗管理、情報の取りまとめをすることとなった。 

 

２）活動の成果品であるモデル教材について 

 本プロジェクトにて作成するモデル教材については、2009 年９月協力準備調査や JICA-net

セミナー等においてイメージの共有を図ってきたが、プロジェクトを開始するにあたり、再

度モデル教材の作成プロセスや具体的な内容につき、関係４機関と認識を共有した。 

まず、モデル教材の名称は、暫定的に「Model Handbooks」と呼び、法律の意義や基本理念、

比較法研究、実務の課題分析、適用条文の分析、また Model Handbooks を作るプロセスで抽

出された教訓等を盛り込むこととした。現在までに行われたワークショップや JICA-net 会議

において既に研究された内容や協議事項等は、「民法ケーススタディ」、「民事訴訟法/刑事訴

訟法手続きチャート」の中に盛り込み、Model Handbooks の一部として活用していくことを

確認した。なお、Model Handbooks を作成するにあたり、弁護士会や公安等からの意見聴取

やワークショップへの召集など、関係機関の協力を得ながらプロジェクトを進めることの重

要性についても認識を共有した。 

 

（２）民事訴訟法・刑事訴訟法ワークショップ 

2010年３月11日及び12日の２日間にわたり、関係４機関からのべ約100名の参加を得て、

刑事訴訟法及び民事訴訟法にかかるワークショップを行った（別添５－３参照）。11 日の刑

事訴訟法ワークショップにおいては、同志社大学法学部洲見教授により、「違法に収集された

証拠の証拠能力」についてディスカッションを行い、次いで、12 日の民事訴訟法ワークショ
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ップにおいては、大阪大学名津井准教授、名古屋大学酒井教授、立命館大学出口教授により、

「貸金返還請求事件」にかかる具体的なケーススタディをもとにしたディスカッションを行

った（別添５－４及び５－５参照）。ワークショップの主な成果は、以下のとおり。 

 

１）ワークショップテーマの共同作成 

本ワークショップを開催するにあたり、事前にラオス側よりテーマ案をヒアリングし、日

本側とラオス側が JICA-net セミナーを通じてケーススタディを共同作成した。それにより、

ラオス側の関心や課題に沿ったディスカッションを行うことができ、また、テーマを選定す

る過程においても、ラオスにおける民事訴訟法・刑事訴訟法の現状や課題が明らかになった

ため、日本側の事前知識の向上にも貢献した。 

 

２）ラオス側の主体的な参加 

上記のとおり、事前の準備としてテーマを共同作成し、また、各ワーキング・グループが

そのテーマに対する回答案を作成するなど、ラオス側が主体的に関わりながらワークショッ

プを実施することができた。各ワーキング・グループの担当者（刑事訴訟法 WG 副リーダー司

法省 Ms.シースダー、民事訴訟法 WG リーダー中部高等裁判所 Mr.ソムサック）が実施したプ

レゼンテーションからは、ワーキング・グループメンバーが事前に会合を実施し、積極的に

回答の準備をしていた様子がうかがわれた。本ワークショップにより、案件開始後さらに活

発に実施されるワーキング・グループ活動について、どのように関係者間で情報共有をし、

どのように活動を進めていけば良いか、具体的なイメージの共有が図られた。 

 

３）今後の活動計画の明確化 

本ワークショップは、限られた時間で開催されため、テーマに関する論点をまとめるまで

は至らなかった。しかし、ディスカッションを通して、条文の意味や理由を分析することや、

適用条文を引用することの重要性、また、ラオス側内部でも人により意見の相違があること

など、参加者が一定の気づきを得ることができた。そして、今後も継続的に開催される

JICA-net 会議等において、さらに議論を進めるための方向性や論点が明確になった。  

本ワークショップに対し、ラオス側参加者からは、ラオスの課題に即した内容であったこ

とや、日本側参加者からの丁寧かつレベルの高いインプットに対して、高い評価を得ること

ができた。また、ビエンチャンでの会合では、通常業務があり終日の参加が出来ないため、

今後は郊外でワークショップを開催し、集中討議を行ないたいとの意見もあった。 

 

（３）他ドナーとの面談 

１）UNDP 

 Legal Programme Specialist であるローレン・プージェット氏と面談し、新規プロジェク

トの説明を行った。本プロジェクトは、The Legal Sector Master Plan（以下「LSMP」とい

う）の柱である人材育成に資するプロジェクトであり、本プロジェクトの成果は、LSMP の実

施の過程で、積極的に評価してもらうよう、常に発信し続けることが必要である。LSMP の実
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施を支援している UNDP とは綿密な連携を図り、本プロジェクトの意義を、セクター全体に広

めていくことを目指さなければならない。 

２）UNICRI 

ルクセンブルクの支援を受けて UNICRI が行っているプロジェクトの Chief Technical 

Advisor であるエリック・ハッグビスト教授と面談し、新規プロジェクトの説明を行った。

同教授は、SIDA が実施していたプロジェクトに長年携わり、ラオス国立大学法政治学部の法

学教育教材の作成を支援した経験を持つため、同教授との間で教訓や知見を共有することは、

本プロジェクトにおけるモデル教材の作成に有益であり、また、本プロジェクトの成果や教

訓は UNICRI の活動にも資するため、双方のプロジェクトが相乗効果を発揮できるよう今後と

も連携を強化することを確認した。 

 

５－５ 団長所感 

（１）ラオスにおける法整備支援のこれまでの周到な準備について 

本プロジェクトは、2009 年２月の基礎情報収集調査、同年６月、同年９月の協力準備調査

を経て、本調査において PDM 案及び RD 案の合意に至るという準備プロセスを経た。このよう

な準備プロセスにおいて、丁寧な協議を行いながらラオス側と共通理解の醸成を図ったため、

プロジェクト開始前に明確な共通目標の設定を行うことが可能となった。 

このような周到な準備をした理由は、まず、ラオス側との間で、現在の法・司法制度の改

善の道筋を共有する必要があったからである。ラオスは、「法の支配」に基づく市場経済化の

進展を目指しており、法務・司法関係機関の能力の向上は極めて重要な政策課題である。し

かしながら、基礎的な法律学が発展しないまま外国法を受け入れたことによる混乱が生じて

いることに加え、法学教育と実務が断絶していることから、理論と実務が十分に関連付けら

れていなかった。この結果、自国の法理論を十分に踏まえていない実務が行われており、そ

のような実務上の問題点に目をつぶった法学教育が行われている。このような問題に対処す

るためには、法学教育機関と実務機関を広く巻き込んで、ラオス側のマインドセットを変更

し、実務を踏まえた法理論を発展させ、それを実務及び教育にフィードバックするというプ

ロセスが必要であるが、ラオス側には、異なる機関間の横断的な連携を図る経験が乏しく、

また、理論と実務をリンクさせるノウハウがない。このような背景のもと、関係機関を広く

巻き込んで理論と実務をリンクさせることは、ラオス側にとって、新しいチャレンジである。

このような新しいチャレンジを成功させるためには、実際に課題に取り組み、そこから教訓

を得て、作業のイメージや協力の方向性について認識を共有した上で、プロジェクトの実施

体制を構築し、協力内容を確定していく必要があった。 

また、「法整備」は長期的なスパンで考える必要があり、今回の準備プロセスは、４年間を

予定している本プロジェクト（法整備「支援」）の準備の意味だけではなく、本プロジェクト

終了後にラオス側で行っていくべき継続的な努力（ラオス自身の「法整備」）の道筋を明らか

にする意味も有していた。本プロジェクトの目標は、法・司法関係機関がそれぞれ有する情

報・知見・経験を共有しあい、ラオス法の理論面・実務面の体系的な分析・検討を行いなが

ら、キャパシティ・ディベロップメントを図ることである。ラオスの実務家及び教員に対し
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て、それぞれが長年の経験から蓄積してきた考え方を根本から改める重要性を理解してもら

うことは相当困難な作業であり、技術・ノウハウを短期間で提供すれば足りるものではない。

ラオスの中長期的な「法整備」を検討する場合、本プロジェクトで達成できる内容はごく初

歩的な段階のものであり、その後の継続的な努力により、法理論の発展を踏まえつつ法学教

育・研修内容が改善され、実務が改善されていかなければならない。本プロジェクトの成果

が将来にわたりラオスの法・司法制度の自立的な発展につながっていくためには、発展の全

体的なイメージ、及びその全体像の中の、本プロジェクトの位置づけを明確にする必要があ

る。今回の準備プロセスにおいては、その理解を共有できたものと考えられ、ラオス側に、

本プロジェクトの終了後も引き続き努力を継続することが必要であるとの認識が生じたこと

は極めて重要な成果である。 

 

（２）実施体制について 

本プロジェクトは、関係４機関を対象とするプロジェクトであり、関係４機関が共同でプ

ロジェクト活動を効率的に行うための実施体制を、どのように構築するかが大きな問題であ

った。 

この点、2009 年６月、同年９月の協議に引き続き、本調査においても実施体制に関する集

中的な協議を行い、JCC の下にワーキング・グループ（WG）を設置し、WG の中に、マネジメ

ントコミッティ、リエゾン・ユニット及び３つのサブワーキング・グループを設置し、それ

ぞれの TOR を明確にした。また、リエゾン・ユニットのリーダー及びサブワーキング・グル

ープのリーダー・副リーダーを選任し、実施体制の強化に配慮した。 

懸念であったプロジェクト・ダイレクター（JCC 議長）及びプロジェクト・マネージャー

（マネジメントコミッティ議長）については、関係４機関の代表者が一年ごとのローテーシ

ョンで務めることとなった。理想的には、関係４機関のいずれかの代表者にプロジェクトの

全期間にわたり務めてもらうが望ましかったが、関係４機関は上位下位の関係がなく、いず

れかの機関がプロジェクト・ダイレクター（JCC 議長）及びプロジェクト・マネージャー（マ

ネジメントコミッティ議長）をプロジェクトの全期間にわたって引き受けることには大きな

抵抗感があったため、イレギュラーではあるが、一年ごとのローテーションを受け入れるこ

ととした。 

ただし、このことは、ラオス側のオーナーシップの欠如を表していることにはならないも

のと思料する。ローテーションの理由は、上記のとおり、関係４機関が対等な関係にあるか

らであり、コミットメントの弱さが理由ではない。関係４機関は、2009 年６月、同年９月の

協議及び本調査を通じて、変わらぬ強いコミットメントを示している。また、2009 年９月の

民法ワークショップ及び本調査に先立って行われた、刑事訴訟法・民事訴訟法のワークショ

ップへの真摯かつ積極的な参加態度（ワークショップへの準備も含めて）からは、「JICA の

プロジェクトに参加している」といった姿勢ではなく、自分たちがラオス法の体系的な法理

論を作っていく、理論と実務をつなげて考え分析する、といった新しいチャレンジに主体的

に取り組んでいることを明確に見てとることができた。 

 なお、プロジェクト活動に関して様々な調整の問題が生じることがありうるが、この点は、
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プロジェクト事務所を設置する予定の検察業務開発センターのセンター長がマネジメントコ

ミッティのメンバー（最初の一年間はマネジメントコミッティ議長）を引き受け、同副セン

ター長がリエゾン・ユニット長としての職務を引き受けたことにより、彼らに日常的な調整

業務を担当してもらうことを期待しうる。また、日常的な調整業務を越えた決定を必要とす

る場合についても、関係４機関から選任されたマネジメントコミッティメンバーはいずれも

それぞれの機関の決定権者と近い立場にあるため、理想的なフォーカルパーソンとして職務

を担ってもらえることを期待できる。 

 

（３）モデル教材の内容及び作業について 

これまでの準備において、モデル教材の内容については、ワーキング・グループメンバー

との間でイメージの共有ができたものと考えられる。その内容は、PDM 案の指標として取り

まとめたとおりである。 

また、ワーキング・グループメンバーは定期的な会合に加え、日常的に研究業務を担う必

要があることから、関係４機関の高官レベルに、ワーキング・グループメンバーの作業量に

ついての正確な認識を持ってもらったうえ、日常業務等との調整について検討してもらうこ

とが重要である。この点、本プロジェクトにおいては、基礎的な法理論を体系的に扱うモデ

ル教材を作成する過程で、ラオスの実定法の分析や実務上の問題の洗い出しを行うことがで

き、この作業はそれぞれの機関が直面している喫緊の課題に対応する際の重要な資料となる

ものであることを説明し、関係４機関の高官レベルの理解を得た。 

 

（４）刑事訴訟法・民事訴訟法セミナー 

 本文中に記載したとおり、参加者は準備を含め積極的に参画し、セミナー終了後の評価も

大変良好であった。ただし、準備期間が短かったため、関連条文を十分に調べられなかった

という教訓も出され、また、大きな設問であったにも関わらず、協議時間が短かったという

コメントも出された。 

 いずれにしても、非常に活発な議論がなされ、悩みを共有し、共通のゴールに向かってス

タートラインに立てたことは大きく評価すべきである。今回得られた教訓を活用し、更に効

率的なセミナー運営を目指すべきである。 

 

（５）プロジェクト運営上の留意点 

上記セミナーの教訓でもあるが、問題や資料の共有・連絡については、関係４機関にわた

るプロジェクトであることから、改善すべき点が多い。例えば、上記セミナーの問題をセミ

ナー当日に受け取った人もいたようであり、連絡リストやチェックリスト等を活用するとい

った工夫が必要である。この他、実施機関が複数にまたがることから、プロジェクト運営に

関する予期しえない問題が生じることが考えられるため、そのような問題への対処について

は今後とも十分な配慮が必要である。 

また、ワーキング・グループメンバー間に不公平感を生まないようにすることも必要であ

る。ワーキング・グループメンバーの中でも優秀な人間に仕事が集まることは避けられず、
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優秀な人に業務負荷がかかりすぎないような工夫を検討することが必要である。関係４機関

の法律家人材のリソースは量的にも質的にも限られており、以前のプロジェクト実施中も、

日常業務が一部の優秀な人材に集中し、結果として、そのような人材が以前のプロジェクト

の活動に十分に時間が割けなくなるといった教訓もあった。こうした問題が生じないよう、

メンバー内の役割分担についても、留意が必要となると思われる。 

加えて、ワーキング・グループメンバーの中には他ドナーの活動に参加している者もおり

（特に優秀な人材についてはその傾向がある）、日常業務に加え、他ドナーの業務の影響が及

ぶことがある。そして、プロジェクトに参加した者に日当を支払うドナーが多いことから、

（個人の思いとは別に）他ドナーの業務を本プロジェクトの業務よりも優先させることがな

いとは限らない。本プロジェクトの実施にあたり、現在、ワーキング・グループメンバーが

示している本プロジェクトに対する高いインセンティブを確保する工夫に関しては、ワーキ

ング・グループメンバーが置かれている立場に十分配慮するよう、引き続き検討する必要が

ある。 

なお、本プロジェクトは、法律的な論点についての議論を深め、法理論の構築を行うため

の能力向上を目的としたプロジェクトである。そこで、ワーキング・グループメンバーから

は多様な意見を出してもらう必要がある。この点、上記、刑事訴訟法セミナーでは、比較的

多様な意見が出されていたものの、民事訴訟法セミナーでは、グループリーダーがラオス側

の意見をまとめて発言していたため、多様な意見がなかなか出てこない場面もあった。この

ような状況が生じないよう、実際のワーキング・グループ活動の進め方については、各リー

ダー、副リーダーと十分に協議し、合意する必要がある。また、セミナーの意見では異なる

意見を出せても、文書にする際には異なる意見を書くことを躊躇する可能性もあるため、こ

の点も留意する必要がある。 

さらに、ワーキング・グループメンバーには含まれていないが、公安省の職員や弁護士等

からインプットを得ることも重要であり、プロジェクト実施中に、セミナー等にこれらの外

部リソースの知見を積極的に活用することを検討する必要がある。 
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March 8 Mon 調査団　ビエンチャン到着

ＡＭ ラオス事務所との打ち合わせ

ＰＭ ワーキングレベルの方との「モデル教材」にかかる打ち合わせ

ＡＭ 会場視察

ＰＭ ワークショップにかかる調査団打ち合わせ

ホテル集合→会場

8:30 受付開始

9:00 刑事訴訟ワークショップ開始

16:30 刑事訴訟ワークショップ終了

調査団打ち合わせ

ラオプラザホテル集合→会場

8:30 受付開始

9:00 民事訴訟ワークショップ開始

16:30 民事訴訟ワークショップ終了

調査団打ち合わせ

March 13 Sut RD・PDM・PO(案)の作成

March 14 Sun RD・PDM・PO(案)の作成

ＡＭ ワークショップのラップアップ、高官レベル・ワーキングレベルの方とのPDM、PO協議

ＰＭ 高官レベル・ワーキングレベルの方とのPDM、PO協議

ＡＭ 高官レベル・ワーキングレベルの方とのPDM、PO協議

ＰＭ UNDPとの協議、UNICRIとの協議

ＡＭ MM（RD・PDM・PO案添付）の締結式

ＰＭ 事務所報告

大使館報告

調査団　帰国

March 18 Thur 調査団 日本到着

ラオス法律人材育成強化プロジェクト　詳細計画策定調査　日程

March 10 Wed

Dates

March 9 Tue

March 12 Fri

11March Thur

Wed

March 16

March 15 Mon

Tue

March 17

添付資料５－２ 

- 172 -



１．日時

２．会場

３．目的

オープニング
9：00～9：45 ・ラオス側からの開会の挨拶（ラオス側：15分）

・日本側からの挨拶（法務省秘書課国際室　青野室長：10分）
・先生方のご紹介及び本ワークショップの目的（佐藤直史団長/
　渡辺教官：20分）

・問題の確認（加藤先生、洲見先生：15分）
・ラオス側のプレゼンテーション（45分）

ディスカッション（90分）

第二部
13：30～15：15 ディスカッション（105分）

第三部
15：30～16：30 ラップアップ及び次回JICA－Netセミナーについて（60分）

第一部
9：00～10：15

　
10：15～12：15

・先生方のご紹介（10分）
・問題の確認（出口先生、酒井先生、名津井先生：20分）
・ラオス側のプレゼンテーション（45分）

ディスカッション（120分）

第二部
13：30～14：45 ディスカッション（75分）

第三部
15：00～15：45 ラップアップ及び次回JICA－Netセミナーについて（45分）

クロージング
15：45～16：30

・ラオス側からの挨拶
・日本側からの挨拶
・閉会の挨拶（ラオス事務所長）

５．資料

第一部
9：45～10：45

10：45～12：15

ラオス法律人材育成強化プロジェクト
民事訴訟法・刑事訴訟法ワークショップ概要

①刑事訴訟法テーマ
②民事訴訟法テーマ
③刑事訴訟法ラオス側回答
④民事訴訟法ラオス側回答

　　　　　　　　ランチタイム

　　　　　　　　ランチタイム

2010年3月11日（木）・12日（金） 9:00～16：30

International Cooperation Training Center

・ラオスの法曹関係者が、民事訴訟法・刑事訴訟法に関する具体的な事例を基に、教科書を作るための論点やノ
　ウハウを学び、モデル教材を作成するイメージを明確に持つ。
・新規案件に関わる中央、地方含め全ての関係者が一同に会することで、一体感を共有し、人的ネットワークを構
　築することで、今後のスムーズな案件実施に備える。

４．プログラム

１日目
刑事訴訟法

２日目
民事訴訟法

添付資料５－３ 
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民事訴訟法ワークショップ 議事録（2010年３月12日） 

渡部 

今日は民訴を進めます。 

※事例説明 

今回の事件の関係者はABの２名です。 

Aさんの話に基づく問題です。 

Aは2009年１月１日に30万キープをBに貸すということで合意しました。 

そのときにBからAに同年９月１日に返すということで合意しました。 

同年11月27日にAが約束した９月１日までに金を返さなかったという理由で訴えを

提起し、その際の要素として 

・ １月１日にAがBに対し30万キープを提供したこと 

・ 同日、30万キープを返す約束をしたこと 

・ BがAに対し、同日、30万キープを返す期日は９月１日であることを合意したこ

と 

・ すでに期日が経過したこと 

これが、Ａが裁判所に対して訴えを起こした主張の内容を整理した結果です。 

その後、12月15日に裁判が開始され、Aは裁判所で裁判官に訴えを起こした内容につ

いてそのとおり主張しました。 

Bの対応は以下の２パターンを想定 

 １．Bは出頭したが何も言わない（事実についての認否をしない） 

 ２．Bが期日に不出頭 

裁判所がAの証拠を調べたところ、AがBに贈与していたことが認められた。 

事例は以上です。 

名津井 

設問の趣旨を説明します。 

１．事実関係についてラオスの裁判所が審理を行う上で、四つの要素に分解して検討す

ることがあるのか 

すなわち 

・ 貸与の事実 

・ 返還の約束の有無 

・ 返却期限を９月１日としたこと 

・ 約束の期限が過ぎたこと 

日本で裁判を行う場合、法律家は皆、このように事実関係を分析して事例をみるよ

うにしています。ですから、ラオスの方が同じ事例をみて、我々と同じような目を持

って事実関係を確認しているのかを知りたいというのが第一問の趣旨です。 

２．裁判所がBに対し主張をするよう促すことができるかという問題 

つまり、事例では裁判所は証拠からAがBに贈与したと考えたので、Bに対しその旨

主張するよう促すということが行われるかどうかということです。 

設問の趣旨ですが、日本では当事者が自ら主張しないという場合に、主張しないこ

とに基づいて裁判をしてはならないというルールがあります。そのようなルールがあ

ると、裁判所は何でもできることになってしまいます。 

日本では、裁判所が自分の知りたいことは何でも当事者に聞けるという状況にはな

いわけです。ラオスの裁判所に当事者から主張が出てこない場合にどのようにされて
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いるのかを知りたいというのが２問目の趣旨です。 

３．この事例のBが贈与を受けたという主張をしたというとき、先ほど原告が主張した

四つの要素がありましたが、ＡがBに交付したという点と、BがAに対して返すという

話をしたことの内容をどう見るか 

つまり、Bが返還を約束したという主張とAの主張をどのようにみるのかというの

が第三問の趣旨です。日本ではBが贈与の主張をした時は、Aが主張しているBとの間

で返還の合意をしたことをBが否定したと評価するわけですが、ラオスではどのよう

になっているかを教えて下さい。 

４．裁判所は証拠から贈与であったと判断しているが、Bに贈与を主張しろと伝えた。 

ところがBは贈与であることを裁判所で言わない場合、裁判所は贈与を認めてAの

主張を退けるのか、それともBが言わない以上、Aの主張を援用することになるのか

という問題です。 

この回答の結果により、Bが期日に欠席した場合の扱いをどのようにするかという

点にも影響を及ぼすと考えます。 

日本では当事者が主張しない事実については判決の内容としてはならないという

ルールがあります。このルールをどのように適用するかという問題はありますが、そ

れは別として、ラオス側にこのような考え方があるかということを教えていただきた

いと思います。 

５．裁判所がAB間の金銭トラブルを調査するのに必要として、被告Bの妻Ｔを職権によ

り裁判所に呼び出して証言させることができるかどうか 

そのとき、Ｔは同居の妻ですから、Bが出頭を拒んだ場合、裁判所が妻のＴに対し

て何か証言を強制する手段を持っているかどうかというのが設問の趣旨です。 

日本では、当事者が主張しない事実は判決の基礎としてはならないというルールか

ら派生して、裁判所が職権で証拠調べしてはならないというルールがあります。もち

ろん、日本でも絶対に職権で調べてはならないというわけではなく、あくまで原則な

のですが、ラオスでは職権証拠調べについて、どのような対応を取っているのかを教

えていただきたいというのが趣旨です。 

渡部 

改正契約法が出てくると思います。登場すると思われる条文は各テーブルに一枚ずつ

ありますので、参考にして下さい。 

ソムサック タイブンラック（PSC２） 

ラオスの実務においてどのように対処しているか説明します。今回、名津井先生から

の説明で、設問の趣旨についてよくわかりました。私は細かいところまでは触れずに、

基本的なことを答えます。それによってみなさんからの意見、質問がより多く出ること

を期待しています。 

１について 

事実関係の検討方法についてですが、ラオスでも先生の指摘されたような検討を行い

ます。 

ＡＢ間で、どのような合意がなされたのか 

例えば、ＡがＢに対し、金銭を貸すという形での合意か、その返済期日はいつなのか、

また、その際に貸した金額などに分けて検討していきます。 

その他、合意が行われた時に、文書で残っているのかどうかについても確認を行いま

す。 

そして、そのABとの合意をみると、ABの場合、金銭貸借の関係にあると言えます。 
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新法56条に金銭消費貸借契約についての規定があり、これに従って行うことになって

います。56条には契約文書が交わされる場合と口頭による場合の二通りがあります。 

今回の設問には契約書のことは書かれていなかったので、口頭での契約ではないかと

考えられます。 

期日を過ぎても返済がない場合、Bは返済の義務を負う（新法33条） 

設問１ 

裁判所の中で事実関係を検討する場合は、各事実関係がどのようなものであったか分

析を行います。 

 

設問２ 

裁判所が当事者Bに対し、贈与を促すことができるかという問題ですが、これについ

ては民訴法20条に当事者の証拠提出責任義務というのがあります。 

最初に裁判所は原告からの訴状を検討します。 

当事者の主張を確認し、証拠が十分に提出されているかを確認します。 

次に被告からの答弁書を確認します。 

答弁書の内容、提出された証拠について検討を行います。 

そして、この内容に不明な点があった場合、当事者に対し、証拠の追加を請求（助言）

することができます。 

裁判官が職権で証拠収集することは可能です。 

例えば不動産の訴訟に対して、裁判所は土地管理局に対して土地の登記書等を取り寄

せることが可能です。しかし、記載されている当事者の義務には、原則として当事者が

証拠を提出する義務を負うということが書かれています。当事者が証拠提出の責任の第

一を負うということです。 

 

設問３ 

Ｂは今回の説例でもあるように、Ａの主張を否定しており、原告側の主張を否定して

贈与であることを主張しています。しかし原告側は、貸したと主張しているので、両者

の主張は対立しています。そのため、この事件に関しては、次のように検討します。 

・ AはBに金銭を渡してしまっているので、Bが仮に引き渡しを受けた金が贈与であ

ると主張するのであれば、Bが金銭の引き渡しが贈与であることを証明する。証拠

を提出する必要があるが、できない場合はBの主張は排斥される。 

 

設問４ 

Bは何も主張せず、何も行動を起こさないのであれば、Aが主張している内容を受け

入れていると見なされ、裁判所はAの判断に基づいて判決を下すことになり、Ｂが不利

益を得ることになります。 

判断の根拠条文は民訴20条に根拠があります。 

 

設問４－２ 

民訴89条に当事者の参加による裁判と、欠席による裁判の二つのケースが決められて

います。 

当事者が欠席した場合、事実関係が裁判所で判明している、また証拠が十分揃ってい

る場合には欠席判決も認めらます。 

しかし、もし証拠や事実関係が明らかになっていない場合、裁判所は引き続き証拠収
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集を継続しなければならず、裁判は日を改めて再度開かねばならないことになってお

り、現在のラオスの制度においても、当事者不在の欠席裁判を行うことは可能ですが、

仮に当事者が欠席したまま裁判を行った内容に不服がある場合は、当事者は15日以内で

あれば異議を申し立てることができるようになっています。 

 

設問５ 

Bの妻Ｔに対し、職権証拠調べが可能かという問題だったと思います。 

結論としては、できます。 

裁判所が妻の証言を職権で求めることができるかという根拠は、新法57条にありま

す。 

夫婦で負った借財は夫婦で返済せねばならないという考えですが、最もベストな方法

はB本人からの証言ですが、Ｂが不在の場合、共同で責任を負うということが定められ

ているため、妻のＴからも事実関係についての証言を聞けることになります。 

BとＴともに言えることだが、証拠の供述に対して協力しない（召還しても出頭しな

い等）場合には、裁判所は強制手段として、捜査権限があり、当事者に対し、出頭命令

を出すことができます。もちろん、出頭命令を受けた当事者には出頭義務が発生します。 

 

先ほどの質問では、裁判所はあくまでも当事者からの意見の範囲のみで審理を行うの

かということでしたが、ラオスにおいても当事者の主張の中でしか判決できないという

ことになっています。 

先ほどの２番目の場合、裁判所はＢに対して金銭をＡからもらったものだと主張する

ように、促すことができると言いましたが、この場合については、Bにさらにそれを裏

付けるための証拠を提出するよう促がすことができます。 

つまり、原告が主張していない事実関係について裁判所が証拠を求めたり、あるいは、

裁判所が知り得た事について裁判を行うわけではありません。原告が行った請求の範囲

のみで裁判を行うことができます。 

例えば土地の所有権についての裁判があったとします。 

当事者間にはこれとは別に金銭貸借の争いもあったとします。 

ところがAからは土地の訴えしか提起されなかった。 

そうなると裁判所は土地に関する訴えについてのみ裁判をすることになる。 

しかし、例外もあります。 

 一つは国の権利に関する訴訟である場合 

 少年に関する事件である場合 

国が所有する土地とは知らずに訴えを提起した両当事者間に関しての裁判であった

場合、裁判所は原告と被告から主張がなくとも、職権によって国の土地であることを判

断することができます。 

この他、夫婦間の争いについても、夫婦のどちらからも主張がなくとも、夫婦間に子

供があり、妻の元に子供がいることが分かった場合、夫に対し、養育費を支払うことを

裁判所が判断して判断することができます。 

国の権利に関する場合、子供が絡んでいる場合については、知り得た事実に基づき、

裁判所が判断できます。 
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第２部 

渡部 

先ほどのプレゼンをもとに議論を行います。訴えのところについて教えていただきた

いと思います。 

当事者の訴えによって裁判が始まり、当事者の主張に基づいて裁判が進んでいくとい

うことでよろしいですね。 

次に訴えの中身について確認させてもらいたいのですが、民訴66条に書いてある訴状

の記載事項として、申し立て原因となった事件、裁判所が判決の根拠とする可能性のあ

る証拠、あるいは原告が要求する請求額、原告が要求する救済措置といったものがあり

ますが、こうした訴えの中身について裁判をするということでよろしいですね。 

訴状に書かれている内容として、AがBに対して現金30万キープを払う判決をしても

らうべく訴えを起こしているが、裁判所は当初、この点について審理を進めるというこ

とですね。 

次に裁判所がする判決の内容について教えていただきたい。 

・ 実際に判決書に記載する内容 

・ Aが訴えを起こしてBが30万キープを払わなかった場合 

ソムサック 

記載内容は 

・ 両者が契約をした日に金を借りたが期限が来ても返済しないという事実関係 

・ Bの主張に合理的な根拠がない旨 

・ 主文 BはAに返済しなければならない 

・ 根拠条文（契約法56条、民訴33条） 

ということが書かれます。 

渡部 

判決書の最後に主文があり、事実関係等は先に書かれるという理解でよいですか。 

酒井 

原告が言わないことについて判断をしないという話があったと思いますが、そこには

二つの例外があると言われたと思います。 

一例として、国家の権利については例外があるという話でしたが、ABが自分の土地

だと言って争っていたとします。 

AがBに対して所有権確認の訴訟をしたら、裁判所はその土地が国有地であると判断

した場合に、判決では国の物であるということを宣言することになるのでしょうか。 

ソムサック 

原則としては両当事者の訴えの範囲に限って判決をするのが原則です。 

土地に関する訴訟については、裁判所が職権で訴えの範囲外の内容で判決をすること

ができます。 

すなわち、ＡＢが土地の所有権を巡って争っていたのに、実はその土地が国有地であ

った場合には、その土地が国有地であるということを裁判所が判決することができま

す。 

この場合に判決書きに記載する内容は、法律に従って的確に行わなければならないと

いう定めに従い、両当事者に管理する権利がないということを判決理由に記載します。 

争っている土地については国が管理すると判決には書かれます。 

酒井 

ではもう一つの場合について教えて下さい。 
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57条に夫婦の共同責任という定めがあるということでしたが、AがBに30万キープを

支払う訴えがなされたとき、Bの妻Ｔを呼び出して話を聞いたところ、AがBに金を貸し

たことがわかったとします。その場合、裁判所はＴに対しても30万キープを支払うよう

判決するのか、特に主文において記載するのかについて教えて下さい。 

ソムサック 

夫婦の共同責任について、ＡがＢに金を貸したことをＴが認めたとしても、Bが本当

に借りたかどうかの証拠が不十分だった場合は、追加の証拠を調べなければならないの

が前提となります。裁判所は、この段階では直接Ｔに対し、債務返済を行うよう、判決

を下すことはできません。Bが借りているということが判明した場合には、裁判所はB

とＴに対して共同で支払いを命じることができます。 

チャンタリー（PSC３） 

ソムサックさんの意見に基本的に同意ですが、補足させていただきます。民訴におい

て、どのように判決を下すかという点ですが、改正前裁判所法５条、民訴92条にその内

容が書かれています。改正前裁判所法５条については提出された証拠が明確ではない場

合に、裁判所の心証、倫理そして、これまでの判例に基づいて判決をするよう定められ

ています。 

今回のケースは30万キープという少額の訴訟です。訴額によっても裁判所の心証も変

わってくると思います。高額の場合は契約書を作成する場合が多いのですが、少額だと

口頭での貸し借りということも多く、そうなると消費貸借なのか贈与なのかが曖昧にな

ることもあると思います。 

書面、口頭の契約の２種類がありますが、口頭の場合はABとの関係がどのようなも

のであったかわかりにくいのが現状です。 

書面の場合には契約書の作成が定められていますが、親戚関係等の場合は高額であっ

ても、口頭でもよいことになっています。 

Bは贈与だと主張した場合は、ABの関係をさらに検討することになります。 

またABが親しい友人であったり、親戚であったりということについても検討します。 

しかし、高額になればやはり契約書もなしに貸借を行うことは考えにくいです。 

契約書があれば間違いない証拠であるが、贈与においては書面を作ることはあまりな

いと思われます。 

そのため、Bが贈与を主張する場合は、おそらくAB間で証書を作成したということは

考えにくいので、BはAとの人間関係を主張することが多いと考えられます。 

つまり、BはAと友人であったり、親戚であったりすることを主張するわけです。 

そこで、例えAの主張が認められて、Ｂは返済しなければならないという判決を書く

としても、Bの人間関係の主張が合理性に欠けるというような内容は判決理由に記載さ

れます。 

「ただの知り合いであるから贈与の可能性は非常に低い」というような理由が書かれ

ます。 

渡部 

ラオスにおいて、原告の訴えたこと、訴状に記載した主張、それによる請求により裁

判や判決をすすめるということを理解致しました。 

その判決においても基本的には原告の主張を認められるかを結論に記載し、その根拠

として、原告の主張する事実関係の有無を記載するということが大原則であるという話

をしてもらいました。そして、 

・ 国有地に関する訴訟のように、国の権利に関する訴訟、国に管理責任があるも
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のの場合においての判決は、所有権が国にあるという判決がなされる 

・ 夫婦の債務責任について、十分な証拠が認められる場合には、当事者が訴えて

いなくとも判決の結論に記載する 

ことがわかりました。 

今回のプロジェクトでも大きなテーマになると思われますが、結論があるというこ

とは、その根拠となるラオスの法の趣旨や論理、概念があると思います。 

その点をみなさんに教えていただき、その上で日本ではどうかをお話します。 

原則として、当事者の主張に基づいて裁判と判決が下されますが、例外もあります

(国有地、夫婦の共同債務責任等)。それに関しては当事者の主張に関わらず、証拠上

認められた事について裁判所が判決を下すということですが、どうしてそのようなこ

とになっているのでしょうか。 

ソムサック 

原則としては、当事者からの訴えの範囲で裁判をしなければならない、その他にも訴

え、訴状答弁といったものは、後に変更することが認められています。 

原告・被告についても持っている土地が国の管理する土地だということが徐々にわか

ってくると、原告と被告の間で和解を行います。 

国や社会の利益を優先して、この土地については国が管理する土地であるという判決

を下すことになります。 

渡部 

家族関係について、必ずしも当事者の主張に拘束されないで判決を下すのはどうして

ですか。 

ソムサック 

家族関係や夫婦に関する事件については例外があるという話ですが、これも社会に対

する利益を優先するという理由からだと考えます。 

社会の利益とは様々なものが考えられますが、父親、母親の権利はもちろん、子供の

権利も守られねばならないと思います。 

ですから家族関係については例外が設けられているのだと思います。 

渡部 

ある程度、皆様の法についての考え方の背景にあるものが理解できました。 

日本では同じ事について、どのような対処をしているのかをご説明します。 

名津井 

先ほどの質疑で当事者から申し立てのない事実について、裁判所は取り上げて判断し

ないという原則があるということを説明していただきました。また、それに対する例外

があることもご説明いただきました。 

日本の立場が世界のスタンダードというわけではありませんので、これはあくまで参

考までにということですが、このようなケースでの日本の流れを説明します。 

AB間で金銭トラブルが起こったという場合に、本来ABの間で話し合って解決すると

いうのが最も良い解決方法であり、それについて国が介入するのはよろしくないという

観念があります。日本でも当然当事者から申し出がなければ、事件として取り上げない

というスタンスをとっております。国の権利が関わる時に、私人間の原則と違う取り扱

いをすることは日本では全く考えられないところです。 

例えば、Aが国家機関でBがそこから金を借りたという場合でも、私人間の取引と全

く同じように訴訟し、判決を行うことになります。 

国の土地について、私人との間で例えば所有権の帰属が問題になったとしても、通常
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は一般の民事事件として処理されています。 

日本では必ずしも国を軽視しているというわけではないのですが、所有権の帰属を巡

る紛争、金銭の貸借、売買など、私人間の契約に伴うものについては、国と言えど私人

と同様に扱うという姿勢が徹底しております。 

日本の民事訴訟法などが、なぜ私人間の自主的な判断を大切にするのかといいます

と、国民一人一人の自由が保障され、私人間の自治を保証しなければならないという考

えがあるからです。 

訴えの提起は私人に任せるし、仮に権利が侵害されていても、本人がそれでよければ

裁判所に行かなくても良いという考え方です。 

また、日本では離婚について、当事者が合意すれば正式に離婚が成立するという制度

になっています。ラオスの方からは信じがたいかもしれませんが、離婚に関して扶養義

務をどうするかについても基本的には離婚する当事者から申し立てがあって、初めて裁

判所が判断するという建前をとっています。 

日本がどうしてこんなに私的自治を大事にしているのかというと、個人の自由を大切

にしているということに尽きます。 

これは現在の先進諸国の考えている基本的な考え方にも合致していると思います。 

私人間紛争に国が勝手に介入できないとしておくことによって、その国で行われる裁

判が外国から信頼のおけるものに写りやすいということを考えてのことかと思います。 

今回の問題についてもそのようなことを理解していただこうという趣旨で作ってあ

るということをお伝えします。 

 

午後の部 

出口  

83条をみると、国家や社会の利益等が関わる事件についてコメントをするという形

で、裁判に検察官が関与するようですが、どの時点で検察官が関与するのか、または最

初から関与しているのか教えて下さい。 

ヴィライシン（OSPP） 

検察庁法の定めで民事裁判にも参加できるとなっていますが、第一審から参加するこ

とになっています。参加する事件は国家の利益に関する事件、この権利に関する事件に

関わらず、どの事件にも関与できることになっています。現在、検察庁法も改正の動き

があり、もうすぐ新しい法律が公布される予定になっています。そして、新法でも第一

審から破棄審までの全ての審級で参加でき、判決について意見を申し立てる権利が与え

られています。 

こういったことが規定されている趣旨についてですが、これはラオスが抱えている必

要性に起因していると思います。ラオスはまだ国民の法知識が浅く、法の適正な執行を

監督するために、検察官が関与することになっています。 

先進国では既に不要なのかもしれませんが、ラオスではまだ必要なルールであると考

えます。 

出口 

先ほど日本の先生たちと協議した結果ですが、ラオスは比較的、当事者主義を踏襲し

ているように感じるのですが、検察官が最初から関与しているとなると、検察官から新

たな主張、新たな証拠の要請を申し出た場合は、訴訟の進行に影響を及ぼすものなので

しょうか。 
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ヴィライシン 

先ほど話したのは検察官の民事訴訟への参加ですが、民事訴訟の運営を監督すること

があるのですが、判決前に意見陳述をすることが決められています。 

原告被告の主張した事実に従って、どのような証拠に基づいているかについて意見陳

述を行います。あくまでも訴えの範囲の中で証拠について意見を陳述します。 

ブンマー(OSPP) 

民訴39条において、検察官が原告として参加する場合について定められています。 

訴訟対象物が機関に関するものの場合、それらに変わって検察官が当事者（原告）と

なることが定められています。 

そのため、こういったケースについては、検察官は原告ですから、事件記録の閲覧や

証拠の提出、弁護の要請などが認められています。 

その他にも、公判において意見陳述を行う権利があることも認められています。 

渡部 

先ほどの事例の続きを進めます。改正契約法56条の内容を教えて下さい。 

カンムワン(OSPP) 

消費貸借契約は契約当事者間の契約であり、貸し主は自らの金銭または財産を他の借

り主に対して渡します。借り主は借りた物と同等のものを契約に従って返済しなければ

ならないことになっています。 

もし、この金銭貸借契約が期日について明確に定めのない場合、この法の26条の規定

に従って、貸し主からの請求に従って行われます。 

この貸借で利子が発生するのは契約に取り決めがある場合に限りますが、返済が遅れ

て貸し主に対して重大な損害が発生した場合には、貸し主は慰謝料を請求することがで

きます。 

銀行、金融機関からの貸借については、当該機関の規則に従って金銭貸借を行います。 

そして、個人間、機関間における金銭貸借の利子については、訴訟当事者間の合意に

より行われなければならないこととなっています。 

しかし、既に支払った利子については返還請求できません。 

また、支払っていない利子について、裁判所に提訴された場合、国の金融機関が定め

た利子によって行われなければなりません。利子を元本に組み込むことはできません。 

契約の中に定められた返済期限に達した場合、貸し主が受け取れない事情がある場

合、利子は発生しません。 

特に外国または、国際的な機関からの債務については、利子は契約当事者間の合意に

従います。 

貸し主と借り主の間に利子または、元本に争いがあった場合は、その元本と利子をあ

わせて借主に対し、完済を求めることができます。消費貸借契約は文書によらねばなり

ません。 

以上が改正契約法の内容です。 

渡部 

口頭の消費貸借契約が許される根拠は何でしょうか。 

カンムワン 

改正契約法15条の１項に契約は文書または口頭、またはその他の形態によって締結で

きるとあります。２項で個人間の契約を除いて金銭消費貸借契約は文書で契約すること

と定められています。 

そのため、認められる契約はあくまでも個人間の消費貸借契約は口頭でもよいという
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ことになります。 

渡部 

裁判所はBに対して贈与の主張をするよう促せるかという問題２について、答弁書に

被告は何を書くのかについて教えて下さい。 

ポーペット 

答弁書は被告が提出するものです。 

Bが引き渡しを受けた30万キープについては、Aから贈与されたものだという答弁を

するか、今回のケースではAの主張を否認する場合、証拠の提出を求める主張ができま

す。または、反訴を行うこともできます。 

名津井 

AがBに借りたという主張のときに、BがAに金を貸したという内容を反訴とするとい

うように聞こえましたが、いかがでしょうか。 

ポーペット 

可能です。この場合、答弁ではないので、民訴67条に従い、ＢがＡに対して反訴でき

ます。 

名津井 

反訴提起のためにAから金を借りたのではないという記載は必要でしょうか。 

ポーペット 

言わなければなりません。Aの主張は真実ではないということを明らかにする必要が

あります。しかし、Bの反訴としては、Ａに対し、金銭を貸したと主張することになり、

両者が文書での証明が出来ない場合になります。 

名津井 

相殺のことですか。 

ポーペット 

そのとおりです。 

カンムワン 

追加して説明します。AがBに対して債務返済を訴えたのですが、実は過去に（既に）

Bが反対債権を持っており、今の話はその場合を前提にしています。 

名津井 

ラオスでは、相殺するためには、訴訟として反訴を行う必要があるのでしょうか。 

それとも訴訟とは別に反訴という手続きをすることができるのでしょうか。 

ソムサック 

民訴の原則に基づき、あくまでも当事者からの請求がなければ訴訟は行われません。 

被告が訴えを提起された場合に、既に被告が反対債権を持っているのだとすれば、反

訴して相殺をすることが可能になります。 

ですが、もしも裁判所が裁判を延ばすためだけにそのようなことをしているのだと認

めたら、被告人からの訴えを認めることはできません。 

渡部先生の質問に戻ります。 

答弁書の記載内容としては、訴状に書かれる内容とほとんど同じであると思います。 

もちろん主張の部分は違いますが、被告の主張及び証拠について書くことになりま

す。ただ、証拠については記載しても良いし、特に証拠がなければ記載せずに提出する

ことも可能です。 

民訴についてはやはり20条にある、証拠物の提出について負っている当事者の責任に

戻ります。 
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原告が訴えを提起する場合には証拠の提出が必要ですが、被告側からも主張がある際

には裏付ける証拠が必要となります。 

20条の意味するところは、原告、被告から提出された証拠物が明確でなく、主張を裏

づけるのに十分でないと判断した場合、その当事者に対して、証拠の追加を助言するよ

うに定められています。 

また、裁判所が現場に出向き、証拠を収集することもできます。 

 

酒井 

66～67条にあるように訴状とは訴えを提起するのに必要な書類ですね。 

答弁については、原告の求めた請求に対して、被告が裁判所に提出する文書のことを

指しているようですが、訴状は原告の言いたいことを書いた書面、答弁書には被告の反

論を書いた書面ということでよろしいですか。 

この後、原告側から再反論するということがあるのか、また形式は文書なのでしょう

か。 

ポーペット 

場合によっては追加の訴状が提出され被告からも追加の答弁が提出されます。しか

し、実際は２回目の提出のみであり、裁判所において、当事者の供述の聴取が行われ、

判決が行われます。 

ナロンリット 

私の読む限りでは、何度も追加の訴状が来ることはないのではないかと思います。 

そして、被告の方で訴えのあったことについて答弁が行われることになり、Ａは金銭

消費貸借であったということだが、実は贈与であったというような場合です。 

また、確かに貸借を受けたが、金額が違うとの主張であったり、支払いが済んでいる

という主張であるかもしれません。 

被告から提出されるものは、答弁書や反訴であるかもしれません。 

そのような答弁が被告から行われると、裁判所は当事者に対し、審問を行います。 

裁判所において、当事者は議論を行い、裁判所がそれを記録します。 

被告が、答弁も反訴も行わない場合、裁判所に当事者を呼び出し、原告の主張を伝

えます。 

消費貸借契約について説明します。 

立法者の立場からすると、消費貸借契約は必ず文書で行われるべきであるという意

味を込めています。 

裁判所や検察はこういった法律の趣旨に従い実行しているかをお聞きしたい。 

私の立場からは、口頭で行われた消費貸借契約は無効になると思われますがいかが

でしょうか。 

渡部 

第２点に関しては、機会を改めさせていただきます。 

第１点に関しては、訴状と答弁書が提出された後は、追加で主張があった場合でも

裁判所が両者の主張をまとめるのでしょうか。 

タバサック（弁護士） 

訴状と答弁書がどのようなやりとりがあるのかという点につき説明します。 

最初に訴状提出の課程ですが、訴えの提起の時に訴状を用いることになります。 

形式は裁判所の定型のものがあるのでそれを使用します。 

また、そのときに弁護士に対して原告の代わりに訴状の作成を手伝うよう指示するこ
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とができます。 

訴状の中身としては、訴えを提起する理由、証拠が何かを記載しなければなりません。 

その後、裁判所がそれを受理した後に内容を検討して、検討した結果、被告を裁判所

に呼び出し、訴状の内容を通知します。 

被告の方も弁護士に対して訴訟代理人として活動を依頼することが可能です。 

答弁書または反訴といった書類を作成するのですが、答弁書に記載すべき内容として

は、原告からの訴えに対してどのような主張を行うかなど、という事項です。 

原告の訴えには正当な理由がない等、他に証拠を裏付ける情報なども記載する必要が

あります。 

法律に従っていないという時や、訴額が高すぎるという時に反訴を申し立てることが

あります。 

事例で言うと、AからBに対して30万キープの貸借があり、ＡからＢに対し、返済請

求が行われたが、本来は５万キープであると主張する場合や、原告から、利子を加えて

返済してほしいと主張する場合です。 

・ 審問を行った後 

・ 対面によって出頭を求めることがある 

・ 両当事者の間で調停を行う 

・ できるだけ判決を避ける目的 

・ その後の過程として、裁判官から両当事者に質問を行います。 

 出される文書はこれだけで、訴状、答弁書が何度も出てくることはありません。 

追加の証拠を渡されることはありますが、訴状答弁書は一部ずつです。 

渡部 

Aが事例のように訴えを起こし、それに対しBが答弁書で金を借りた事実はない（贈

与の主張はしていない）と主張したとき、 

・ 裁判所はAの贈与である可能性が高いと判断した。 

・ 裁判所はAの主張に対して贈与であることを追求して良いのか。 

カンタイ（PSC） 

事件簿を作成します。裁判官を原告と被告の中から主張された内容を検討します。証

拠不十分であればBに出頭命令を出してBに質問します。同時にAも呼んで質問します。

お互いに主張に間違いがないか確認するわけです。そして両当事者を同時に出頭させて

質問します。両当事者が主張する内容の真偽を確かめます。もしも両者がお互い当初と

同じ主張を繰り返す場合は、訴状と答弁書、そして、判決の内容に従って判決を下すこ

とになります。 

名津井 

Bに対してさらに証拠の提出を求めると考えていることがよく分かりました。 

裁判所はABをそれぞれ呼び出して審問するという手続をとるということですが、AB

が両方とも出廷して弁論で主張しているわけではなく、裁判所の審問に応じて供述して

いるということですね。 

しかしながら、日本側はこれを主張とはみなしておりません。 

日本法で考えるとラオスのこの制度が何なのかは帰国して考えたいと思いますが、い

ずれにせよ、我々からの「裁判所が当事者に対し主張を促すことができるか」という質

問の答えにはなっていませんでした。 

ラオスでは裁判所は、当事者の主張は訴状と答弁書で終了してしまい、他の足りない

証拠に対して、裁判所が当事者に対して提出を求めるということでしたから、我々が事
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前に検討した設問である「当事者の主張に基づかない事実につき、裁判所が主張を促す

ことができるのか」という問題については、ラオス側では前提が違うので回答が難しい

のかなと感じました。 

渡部 

最後に小さい質問ですが、両者の主張が一致している部分について、裁判所は判決の

際、事実として認定することができるでしょうか。またその条文はどこに記載されてい

ますか。 

ヴィライシン 

民訴68条においては、両者に意見の相違がない場合は、公判を経ずにして判決が出せ

るという決まりがあります。 

しかし、この事例においては、改正契約法の56条と15条の問題があります。 

56条については消費貸借契約の形式が定められており15条については契約の形態が

定められています。 

昨日の刑事訴訟法ワークショップと同じような場合で、本来ならば、消費貸借契約は

文書で契約されなければならないものですが、そうでない場合はどうなるかという、法

令に適合していない証拠物の扱いになると思います。 

 

渡部 

当事者の主張に齟齬がなければ、証拠として採用できるシステムがあることが分かり

ました。今後、詳細を一緒に勉強していきたいと思います。 
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刑事訴訟法ワークショップ 議事録（2010年３月11日） 

渡部 

改めましておはようございます。 

まず出題の意図するところを説明します。 

・ 捜索・差押えは適法か 

・ Xに対する裁判を行うに際し、裁判官はこれらの押収物を証拠とすることができ

るか 

・ Xの権利保護のためにXやXが選任した弁護士、裁判所はどのような対応をとるこ

とができるか 

【対応例】 

・ 差押えの取り消し 

・ 裁判手続の打ち切り 

・ 押収物を証拠から排除 

・ 捜索差押えに当たった警察官を懲戒処分にする 

・ 捜索差押えに当たった警察官を刑事手続により処罰 

・ 警察や検察、国がXに対し損害賠償を行う 

以上が概要の説明になります。 

洲見 

私はアメリカとドイツ、日本の刑訴を比較して日本にとって最も公正な刑事手続を研

究して参りました。 

出題の趣旨について説明します。 

違法な捜査を受けた被告人の権利救済の方法としてどのようなものが適切かという

ことが各設問に共通のテーマです。 

とりわけ設問２については、違法な捜索によって得られた証拠であるということで、

有罪の証拠にできるのか否かという議論がアメリカや日本、ドイツなど各国にあるので

すが、日本とラオスで共通しているのは、憲法や法律で明文の規定がないということで

す。 

日本の場合、1988年に理論と実務（裁判例）が協働する形でこの問題を解決しました。 

日本の法律の明文規定がないところで、理論と実務が問題を解決したということで、

ラオスにも共通の土壌の上に立って意見交換ができるのではないかと思い、この問題を

設けました。 

日本で解決した理論は追って説明します。 

まずはラオス側でどのような結論になったのかを教えていただきたい。 

シースダー（MOJ12） 

まず、違法な方法により証拠物を押収した場合ですが、私のグループでは二つの視点

から検討しました。 

１．令状なく家宅捜索を行った点についての違法性 

２．令状なく捜索を行った上で発見した証拠物を裁判で使用できるかどうかについて

の可否 

１.については、法令的に違反しています。 

この根拠は刑訴法２条です。 

刑訴の中では警察・検察官・裁判所・訴訟参加者がどのように刑事手続に参加するか
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が書かれていますが、参加者の全てが十分な捜査を行わねばならないとされています。 

また、罪を犯した人間は必ず罰せられねばならないと定められています。 

犯罪者が刑罰を逃れることは許されません。 

その他、刑訴法５条も関連しています。 

５条では、逮捕・留置・勾留、家宅捜索は令状をもって行うことが定められています

が、緊急、必要不可欠の場合は例外も認められています。 

そのように法で定めている限り、法を犯したものは必ず責任を負わねばなりせん。 

その他、刑訴法51条も関連しています。 

捜索は検察官、裁判所からの令状がなければならないとされています。 

しかし、その場合においても例外規定が置かれており、緊急、必要不可欠である場合

は刑訴63条により令状なしで可能とされています。 

令状がなく捜索差押を行った場合では二つの例外があります。 

一つは現行犯の場合、二つ目は緊急の場合です。 

そして、このような場合は、捜索を行った後、24時間以内に管轄の部署に報告を行わ

ねばならないとされています。 

そういう捜索を行う前後では、丁寧に証拠品を扱わねばならないと定められていま

す。 

刑訴52条で家宅捜索についての規定があります。 

家宅捜索を行う際には、家主、村長、二人の立会人がいなければならないとされてい

ます。そのため、この事例の場合では、明らかに例外の場合には当たりません。 

つまり緊急、必要性がないので、令状なく捜索を行ったことは違法と言わざるを得な

いのです。 

その他の問題として、誰の立会もなく行われているという点があります。 

そして、刑訴法54条については、捜索記録についての規定があります。 

捜索を行うときには、担当の警察官は捜索した記録を作成し、それに立会人からの署

名が必要になります。 

そして、その捜索記録は必ず３部作成します。 

作成した記録については必ず立会人の前で読み聞かせなければならず、読み聞いた後

には立会人から署名、拇印が必要とされています。 

捜索記録の一つは事件簿として保管、もう一つは家主に対して送付、最後の一つは村

長など村の代表者に対して送ります。 

刑訴法55条では押収、差押えについての規定があります。 

55条１項には証拠物の種類、数、捜索差押の状況について記録しなければならないと

定められています。 

捜査機関の長、検察官は押収差押に関する令状を確保しなければならないと定めてあ

ります。 

不動産など、場所を移すことができないものについては差押を行うことになります。 

この事例の場合、警察による証拠物の押収は法律に違反していると言えます。 

適用条文は刑訴法73条です。 

警察官は押収を行う際には必ず関係機関からの令状をとらねばならないと定めてお

ります。 

令状発布の権限については、刑訴73条にて人民検察庁の管轄という記載があり、77

条については裁判所の管轄となっています。 

まとめますと、このケースにおける警察官は違法な捜索を行い、その方法は適法では

- 188 -



添付資料５－５ 

なかったと言えると思います。 

 

次に、違法な捜索により押収した証拠物は、裁判で利用できるかという問題に移りま

す。押収の目的物である証拠物は重要な証拠ですので、原則これを押収できると言えま

す。このことは条文としては55条にその規定があります。令状なく警察官がその証拠物

を押収した場合、また、誰の立会もなく押収した場合、この二点については法令に反し

ていると言うことができます。 

しかし、違法手段による押収について、法律では押収できないと明確に定めているわ

けではありません。そのため、この事例につき、違法収集により押収されたかばんと宝

石であるが、これが隠滅、滅失の危険を避けるために押収する必要性があると考えます。 

しかし、そのような証拠物が利用できるとしても、押収した警察官は裁かれなければ

ならないと思います。ただ、この二番目の点については、我々の中でも違う意見があり

ました。 

こういった家宅捜索は、国民の権利・自由に対する影響が非常に大きいため、法律も

令状の必要性を明確に定めております。 

法は例外も規定しており、現行犯、緊急の場合であれば例外を認めています。この規

定に基づき、捜索が現行犯や緊急の必要がある場合でなければ令状が必要になります。 

この事例における令状のない捜索は明らかに法令に反しており、刑法103条にある住

居侵入罪が成立します。 

今回の事例に置けるかばん等の押収は違法な方法による収集であり、これらの証拠を

裁判で使うことは、過ちの上に過ちを重ねることになると思います。 

そのため、二番目の質問（違法収集の証拠物につき、Xが犯人であることを証明する

ための証拠として使うことができるかという点）に関しては、先生の事例の中では、こ

れらの他に証拠がないと仮定した場合、 

１．裁判所がXが犯人であることを信じない場合 

刑訴４条１－２、21条２項につき、違法収集証拠という理由により、証拠に対す

る信頼がないことが明らかになった場合、被告人が受けている罪状につき、裁判所

が否定することができる。 

これは51、52、54、55、51条が根拠となります。 

裁判所が違法な警察官の押収という手段に対する信頼を持てない場合、その証拠

に対する信頼も失われます。 

そのため、裁判官は違法な方法により収集した証拠に基づき、Xが犯人であると

いう判決を行うことができないと言えます。 

２．裁判所がXを犯人と確信している場合 

押収されたものが犯行によって奪われた指輪、かばんであること、そのかばんや

指輪が被告人の家から発見されたという事実に基づいて、押収したものをXが犯人

であるという証拠にすることが認められます。 

しかし、基本的には、そのような証拠だけに基づくものではなく、その場にいた

証人の証言や犯罪状況も考慮して結論を出すことになります。 

３．Xが事件について自白していて、それがさらに他の証拠から裏付けられる場合 

例えばXが犯行時刻に別の場所にいたと証言しているのに、彼の友達から一緒に

その場にいなかったというような証言が得られた場合などです。 

４．具体的に文書についてそれを検証します。 

かばんや宝石などに買った場所からの証明書があり、X自身のものだと立証でき
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る場合、本来の持ち主でしか知り得なかった状況等を知っている場合は、Xが真の

所有者であることが考えられます。 

そして、他の証人からXが押収物の本物の持ち主であることが証明された場合 

５．鑑定による専門家の回答が、指紋や手形等がXのものであることを立証した場合

のケースが考えられる 

このようなことが十分に検討された上で、裁判所はXの有罪無罪の判断を行うことに

なります。 

違法な手段に基づいて得られた証拠物であったとしても、その証拠物がもともと持っ

ている証拠に基づいて、犯行が確かに行われたと確信できるのであれば、それを訴訟の

証拠物から排除されるということはありません。 

しかし、証拠として使用できたとしても、警察官は違法に捜索差押を行ったことによ

る訴訟上の責任を負わねばなりません。 

 

３つ目の設問について。 

Xが選任した弁護士により、本人の権利がどの程度保護、回復されるかという点 

１．違法な押収は取り消せるか 

①Xが無実である場合 

この事例については刑訴法７、18、28、35条が根拠です。 

他に刑訴法71条に事件の取り下げが書かれています。 

73条の７号については、人民検察官の権限が書かれています。 

その権限の中には、違法な捜索令状に対する取り消し権限があり、捜索令状が合

理的な理由に基づいていないことを理由に、検察官が違法な令状を取り消す権限が

認められています。 

②Xが有罪である場合 

刑訴55条１項が根拠となり、証拠物が発見された場合については、捜査機関は必

ず差押え、押収を行わねばならないと定められている条文です。 

この場合にはその物が原告のものか、被告人のものかが明らかではありません。 

その場合には、担当機関はそのものを必ず押収せねばなりません。 

押収したものを証拠として訴訟手続を行うこと、そのものをできるだけ現状保存

しなければならないことという二つの目的のもとに行われます。 

２．違法手続によって押収された物を用いて訴追した場合の訴訟の有効性の有無 

この事例では既に起訴済みなので、取り下げることが裁判所の権限ではできませ

ん（裁判所の管轄外）。 

刑訴73条の13号に規定があります。 

裁判所は訴追を受けた事件について取り下げる権限はありません。 

当事者にできることは、裁判所の審理の中で、検察官の訴追が十分な証拠に基づ

いた訴追ではないということを主張して、裁判所に公訴棄却の判決を求めることだ

けです。 

これについては、刑訴84条の２号に根拠があります。 

３．違法収集の証拠を裁判で排除できるかという問題 

排除できないと考えます。 

刑訴20条、事件取り下げの部分で定められており、質問１と同じような解決方法

となると思われます。 

つまりこの違法収集証拠以外に証人であるとか、鑑定人による鑑定結果などが必
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要になります。 

４．警察官に対する懲戒 

当事者は違法な捜査を行った警察官について処罰を請求できます。 

５．４と同様の結果になります 

６．国家賠償について、被告人の弁護士について 

違法な手続による捜査機関の押収は、被告人の立場からしてみれば到底容認し難

いものです。 

そのため、弁護人は訴訟手続の中で、捜査機関の欠陥、手段の誤り等について、

令状に基づいて捜索していないことについて、訴訟で争うことができます。 

また、立会なく行われたことについても刑訴52条違反に問えます。 

警察官があくまでも善意で（法的知識がないまま）捜索した場合、違法手続の不

知について看過すれば、不知であることを理由に警察官自身の利益になるように悪

用することができます。 

また、本件のような警察官の執行は危険が高いです。そのような捜索を行った際

に、物が出なかった場合には非常に大きな問題となるからです。その場合、Xは無

罪であることが逆に証明できます。そして、警察官は自己の行為について全面的に

責任を負わねばならないという危険が生じます。 

内部での規律違反という処分の他、刑法103条の住居不法侵入罪、刑法154条の権

限を超えた公務員の執行に問われます。 

今回の場合、Xが善意者である場合、Xの弁護士が国に対し、損害賠償を請求で

きます（刑事訴訟法18条３項）。 

捜査機関の違法活動については、市民は不服申し立てができます。 

Xが無実である場合、２の項目であれば弁護士CはXの無罪を主張できます。 

４、５、６の小問については、警察官の行為に対して処分の請求や、国家賠償も

可能です。 

盗品がXのものではない場合、当然ですが、押収されたものについて返還請求が

できません。 

渡部 

ありがとうございました。大変わかりやすく、こちらも勉強になりました。何点かコ

メントさせていただきます。 

１．捜索差押えについて 

全体的な印象としては、どの条文を適用するかという点につき、よく検討され、

背景事情についても真摯に取り組んでおられたようで感心致しました。 

前半の家宅捜索について違法であるというコメントは、我々が事前に検討してい

た内容とほぼ同じ内容でした。 

暴論になるかもしれませんが、令状を発行、執行する際の令状の記載内容を知り

たいです。 

令状なくして捜索差押ができない原則というのは、発表者から指摘があったとお

り、家人の権利侵害という観点からみれば非常に大きなものであり、そのような観

点からしてもきちんとした手続をとらねば、権利侵害が大きくなってしまうと思い

ます。 

やはり権利侵害をしないように適切な形で捜索を行うということであれば、その

ときに裁判所や検察院のチェックの手段である令状、あるいは対象者に対して執行

するものである令状に記載されているものがはっきりしていないと、権利侵害が大
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きくなりかねない危険があるのではないでしょうか。 

その捜索差押に緊急性、必要性を含めた適法性の判断としての材料としての令状

の記載事項というのは、極めて重要ではないかと思います。 

刑訴の条文を見ただけでは令状の記載事項がよくわからないので、実務的にはど

のようなことが書いてあるのか教えていただきたいし、皆さんにも重要だと思いま

すので取り上げました。 

２．被害品の押収の可否、合法違法について 

ご指摘のとおり、押収までの手続が違法だった場合、これをどうするのかについ

てはラオス刑訴法に明文規定はありません。 

しかし、明文がなくても実務上、問題が発生することは当然ありますし、明文が

ないからと片付けることはできません。 

つまり法の精神、趣旨を読み取って解決していかねばならないわけです。 

ここで考えたいのは、少数・多数説で分かれているのが興味深いのですが、おそ

らくラオス法の趣旨をどのように捉えているかで結論が変わったのだろうと思い

ます。そこで、ラオス法の精神や法の趣旨がどのようなものかについて検討したい

と思います。細かいことを言い出すときりがないので、まずは大きなところから考

えます。 

洲見 

刑訴の目的はどの国でも同じだと思います。被疑者の権利を守りながら真実を発見

し、公正な処罰を行うということです。 

しかしながら、権利の保障と真実発見は両立が非常に難しいもので、真実発見の利益

を放棄してでも被疑者の権利を守るべきという立場をとるのか、社会正義の実現を優先

させる立場をとるのか、これはそれぞれだと思います。 

そのような観点から得た感想ですが、ラオスでは犯人Xが無実であるかそうでないか

という点で、権利保護の内容が違ってきているように見受けられます。 

アメリカなどでも違法収集証拠の理論は確立していますが、未だに異論はあります。 

これはラオスの方々が言われた、悪人を野放しにできないという考えに基づいている

ものだと思われます。 

日本では真実の発見を重視し、被疑者や被告人の権利を守るという立場を取ってお

り、中道の理論がありますが、これについてはまた午後にお話しします。 

渡部 

違法な捜査を受けた被告人の権利をどのように守れば良いのか、という問題がありま

す。この点は午後から教えていただきたいが、刑訴法だけではなく、憲法の中に国民の

権利の保護については詳しく述べられていると思います。 

とすれば、これらの権利については、十分に保護していかなければならないと思いま

す。 

権利を保護する方法としては、裁判手続における権利保護と、裁判手続外における権

利保護の二つがあると考えられます。 

真実発見とのバランスの中で、どのように使い分けていくのかについては、午後に話

します。 

洲見 

違法収集証拠を採用するということは、裁判所による被告人の権利侵害になることも

あり得ます。 

違法に収集した証拠についてどうかという理論は、違法な捜査を前提とした証拠排除
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をどうするかという枠内での議論です。 

ドイツでは適正な捜査によって得た証拠でも、著しく他者の権利を侵害するような証

拠を採用する場合は、有罪と権利侵害とを比較衡量するということもあります。 

偽証罪の裁判を例にします。 

偽証の内容がAとBが不倫関係だったものの、被告人Aは別の刑事事件で不倫関係はな

かったとして偽証を行った。 

不倫の事実を裏付ける物として、適法に押収した日記帳があり、これには赤裸々と不

倫関係が綴られていた。 

このような場合に、アメリカや日本では違法に収集していないので裁判に証拠を提出

しますが、ドイツでは、Aの個人の尊厳やプライバシーが偽証による有罪よりも重いと

判断される場合は、この証拠を使用することができないという考え方があります。 

また、刑訴法８条の無罪の推定について、これがどのように働くのかを午後のセッシ

ョンで教えていただきたい。 

その他、刑訴法全体の精神として、刑訴法１条にある「正しく、かつ公正に取り扱う」

という文言については、 

２条「法律の正確な適用」「正義の確保」 

19条「訴訟事件の適正審議」 

ここから考えると、ラオスの刑訴法の基本に、真実発見だけが目的でないということ

がうかがわれる気がします。 

これらの点につき、実務ではどのように考えられているのか教えていただきたい。 

 

午後セッション 

渡部 

捜索令状の記載事項の内容について教えていただきたい。 

・ 捜索令状の根拠条文について 

・ 刑訴法５条では検察や裁判所の令状なしの捜索禁止について 

・ 刑訴法51条で必要かつ緊急の場合を除き、令状なしで捜索を実施できないのか 

ところで、憲法には刑訴法の精神のベースになるような条文があるのでしょうか。 

シースダー 

憲法では42条に条文があります。 

洲見 

42条につき逮捕勾留については要令状と書いてあるが、押収については記載がないと

思います。他に憲法上で何か根拠となるものがありますか。 

ブンマー（中部高検、OSPP３） 

憲法の中には具体的な条文が定められていません。そのため押収については、刑訴55

条が根拠となります。 

渡部 

では、それを踏まえて次の質問をさせて下さい。 

どうして51条の条文が定められているのか、その趣旨がわかってこそ具体的な検討に

入っていけると思います。 

なぜこのような条文が定められているのかについては、条文そのものに書いてありま

せんが、これまでの研究の結果等を通して、皆さんも見解があるのではないでしょうか。 

タンバサック（弁護士） 

この規定の趣旨は、被疑者被告人の権利保護に最大の意図があるのではないかと思い
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ます。法律上において、自らの権利が守られるということが保証されているのです。 

私は、その中でも二つの理論があると思います。 

１．被疑者については無実の推定が行われること 

２．当事者の権利が、法律の中で擁護されること 

です。 

何か事件が発生したとき、当事者は自分にどのような権利が与えられているか理解し

ていないこともあり、警察は当事者に対して、自らの権利を十分に通知する必要があり

ます。また、裁判所や検察からの令状により、どのような範囲で処分（捜索）を行うの

かということを明らかにして、被疑者に示すことが必要だと思います。 

そのような理由に基づいて、憲法42条や刑訴法55条は、被疑者の権利保障のために定

められていると思います。 

洲見 

被疑者の権利保護の働きがあり、それであれば一定の要件の下に捜索を認めれば吉と

思うのですが、なぜ裁判所の令状が必要なのでしょうか。 

タンバサック 

警察が捜索を行うに際して二つの条文があります。 

１．現行犯、緊急の必要性がある場合は捜索後24時間以内に令状発布機関に対する報

告が必要。 

２．緊急、現行犯にならない場合は管轄機関から令状をとらねばならない。 

洲見 

捜索をするためには要件が必要だと思います。例えばAさんの家に捜索の蓋然性があ

るということは要件になりますか。 

ブリー（区裁判所） 

令状を受けた場合とそうでない場合の家宅捜索について説明します。 

憲法の42条の規定についてですが、これは一般の市民の権利の項に定められており、

検察らの不当な捜査を受けない権利について保障しており、家の中に証拠物があるとい

う蓋然性がなければ捜索を受ける必要がないと定められています。 

令状が出る場合は、まず家の中に捜索物があることに高度の蓋然性があることが要件

になります。 

検察官は警察官と連絡を取り合いながら、最初に周辺資料を作成します。 

また、周囲の村人や治安公安担当者と連絡を取り合い、周辺の事情を集めます。 

具体的には、捜査を行う警察官が（村長や村の治安担当と一緒にすることもある）家

人の動向を確認・監視します。 

そこで、例えば麻薬などが隠されている疑いがある場合、これらの調査結果報告書を

検察官に提出します。 

検察では報告書を精査した上で捜索令状を発布するかどうかを決定します。 

もちろん、曖昧な報告書では令状発布は行わないし、村長、村の治安公安担当の報告

(意見）も付いていないと令状は発布しません。 

そして、そういった村の人々の意見がない場合は、警察官に対して村の人間と協力し

て調査を行うよう指導を行います。 

そのように十分かつ合理的な理由が出てから、初めて令状を発布することになりま

す。 

いま私が話したのは、捜索令状を請求するときの手続です。 

次に緊急の場合についての例を紹介します。 
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政府が運び出しを禁止している木材を輸送するというケースがありました。 

警察官は運んでいるトラックを停止させて調べたところ、禁止されている木材を発見

しましたが、ドライバーは振り切って逃走、自宅に逃げ戻るという事件がありました。 

警察が追尾した結果、車と自宅から禁止されている木材が発見されるという事件があ

りました。このとき、警察官は木材の押収状況について証拠物について押収し、検察に

提出しました。この例は私自身が実務で体験した事案です。 

皆さんからもご意見があれば伺いたいと思います。 

渡部 

家屋の捜索について、証拠物があることに高い蓋然性が必要という話がありました

が、これは刑訴法で言うとどの条文になりますか。 

ブリー 

先ほどの私の説明は、捜査機関が捜査活動する場合の慣習であると言えます。 

捜索等を行う場合は、村長や治安公安担当と協力して捜査することが通常の執行形態

です。 

渡部 

ということは、証拠物の蓋然性については、特段の根拠規定はないと言うことでよろ

しいですか。 

ブリー 

捜索令状を出すときの要件としては、捜査担当警察官と村長、村の治安公安担当など

が協力して調査するという業務形態と、刑訴法の中での規定、人民検察庁法の中の規定

に基づいて行われています。 

検察庁が法律によって定められている捜索令状発布権限についてこの職務を行って

います。 

村の人間と協力しなければならないのは、捜索などが国民の権利を必要以上に侵害し

ないための配慮としての、事実上の規則となっています。 

検察も、警察単独による令状請求を受けても、令状を発布しません。 

もう一つの例として、2009年末に村長から私（検察）に家宅捜索令状の発布の相談が

ありました。村のあるところで麻薬を販売しているらしいという理由でした。 

本来の権限からすれば、検察官は令状を発布することは可能なのですが、本当に麻薬

を販売しているのかを確認するために、その場では令状を出さず、警察、村長、治安公

安担当にもっと詳しく調査するように通知しました。 

渡部 

令状を発布しなければ捜索できないということですが、令状にどのようなことを書く

ことが要件なのかを教えていただきたい。 

ブリー 

１．捜索令状を発行する機関名 

２．令状を出す根拠となる発行権限に関する規定に関する条文 

３．捜索令状がどのような理由に基づいて発布されるものなのか 

４．（３の根拠として）報告書の該当部分の指示 

５．捜索場所 

６．捜索の目的物、凶器等 

以上が捜索令状に必要な記載事項です。 

ナロンリット 

捜索令状が発布される要件についてですが、ラオスの刑事訴訟の場合、まず捜査令状
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（捜査開始命令）が発布されます。 

それによって、今回の捜索が刑事上のものかそうでないのかが明らかになります。 

この件については刑訴37条に規定があります。 

今のブリーさんの説明は、あくまでも捜査開始命令が発布された後の話です。そうい

った開始命令がなければ、捜索を行うための基礎となる文書がないことになります。 

渡部 

令状発布の大きな要件として蓋然性があること、また、令状記載の内容として場所、

目的物など、さらに令状発布より以前に捜査開始命令の事前発布が必要なことがわかり

ました。令状の記載事項については根拠となる条文がありますか。また、これだけのこ

とを書く理由は何でしょうか。 

ブンマー 

捜索令状発布の根拠条文ですが、検察庁法10条に規定があります。 

捜索令状を発布する権限があると定められており、刑訴52条が根拠になっています。

その条文に加え、記載内容については、捜査機関からの報告書を確認した結果、合理的

かどうかを検討します。 

渡部 

記載事項についてのはっきりした条文はないということでよろしいですか。 

それならば、なぜ記載事項は先に教えてもらった内容を書くのでしょうか。 

ソムサック (PSC) 

捜索については刑訴・憲法ともに記載があります。 

捜索を行うには、緊急性、必要性の場合を除いては、検察官からの捜索令状がなけれ

ばなりません。憲法がそのような規定を置いているのは、市民の権利を守ることが理由

だと思います。先生からも指摘があったように、ラオス法としても、市民の権利を守る

他に、証拠物を守るという意味が含まれています。 

法令に違反した方法によって集められた証拠が、裁判に証拠提出できるかという問題

については、ラオス法には明文がありません。 

そこで、私個人の考えですが、証拠物が十分に信頼性がないという場合に、警察官が

取得してきた証拠物にさらに加わる証拠物が必要だと思います。 

例えば当事者からの供述等があると思います。 

刑訴法では、犯罪者は必ず処罰を、そうでなければ刑罰を与えてはならないという大

前提があります。 

私が見た限りでは、この事例においては90％は犯罪を犯したであろうことが推察され

ます。そのため、法律に従って刑を下さねばならないと思います。 

もちろん当事者が100％罪を犯したと確信することはできません。 

令状の記載内容の根拠条文については、明確な規定がなく、あくまでも検察庁に与え

られた権限という範囲で運用しており、どのような内容を記載するかに関する条文はあ

りません。 

そのかわり、捜査機関だけでなく、村長らの報告書を提出させて、十分に情報を収集

し、捜索場所を特定した上で、令状を発布します。 

渡部 

それでは、日本での令状執行のアウトラインをご説明します。 

日本でもラオスと同じように憲法で定められています。日本では令状主義という表現

をします。令状発布の権限は日本では裁判官だけです。 

犯罪を解決するためには、真実発見の見地から被告人らの権利を侵害する処置であっ
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ても、ある程度認めざるを得ないという考え方が日本でもあります。 

ただ、人権保障の観点から、令状の乱発はできません。 

従って、捜査の場合であっても真実発見の必要性とバランスを取りながらやっていか

ねばなりません。 

捜索差押えは、住居のプライバシーを大きく侵害する危険がある処分です。 

そこで原則として、法令上定められた厳しい要件が必要となり、捜索を受ける側に権

利を侵害される理由を明確に伝える必要があります。 

また、日本においては、裁判官は中立かつ公平な立場から、捜査の必要性と人権の保

障のバランスを保って判断することが求められており、そういった意味からも、他の機

関ではなく、裁判所のみが令状の発布を行えます。 

憲法と刑訴法により、実務を預かる人なら皆、理解できるような規定が行われており

ます。 

人権保障の要請、真実発見のため捜査という両者のバランスを保つために、誰でもわ

かる内容になっています。 

請求の要件としては、 

 必要性があるとき 

 裁判官の発する令状があるとき 

令状の記載事項は刑訴法上に定めがあり、 

 捜索を受ける人の名前 

 罪名 

 差し押さえるべき物 

 捜索対象 

令状には有効期間があるのでその期間、及び期限を過ぎた令状は返却する旨の文

書 

 令状発布年月日 

 発布した裁判官の署名、押印 

これら細かい内容が法定されていますが、明文化されているのは先に挙げた日本での

法律の趣旨によるものです。 

これが捜索差押えの条件、精神に関する説明です。 

渡部 

最後のパートでは違法収集証拠について検討します。 

ラオス側の意見は、差押えは違法だが、証拠として採用可能というのが多数説であり、

違法手続で捜索差押された証拠物について、法文上は押収できないとは書いておらず、

また、当該証拠物の滅失等を防ぐためにも差し押さえることは可能であるという意見で

した。 

しかし、違法行為を行った警察官は、処罰されなければならないという考えだったと

理解しています。 

違法な手続で捜索された結果見つかった証拠物は押収できないし、証拠としても採用

できないという少数説があります。 

捜索は原則として、個人の権利や自由に影響するものであり、法律においては令状の

発布がないと捜索できないという理論でした。 

もちろん例外として緊急、現行犯の場合等、令状が不要な場合もあるが、原則令状が

必要だということでした。 

このように、条文には存在しない問題ではありますが、この二つの見解について、こ
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のような結論を導く理由となったラオス法の精神を伺いたく、まずは多数説の論拠につ

いて教えていただきたい。 

シースダー 

違法な方法、手段によって収集した証拠物が採用されるのはなぜかということです

が、刑訴法21条３項に根拠があると思います。 

先ほどソムサックさんから同じような内容を説明していただきましたが、確かに違法

な証拠物であっても、それを補強するような証拠、例えば文書による証明などがあれば、

証拠物として採用する価値があるのではないかと考えます。 

タンバサック 

私も刑事事件について弁護をしたことがあります。窃盗事件について、証拠物に信用

ができないということがありました。警察が提出した証拠が鑑定されていませんでした

ので、裁判での審議において、十分に信頼ができるような証拠ではないという主張をし

たことがありました。裁判所においても、どの条文によるものかはわかりませんが、再

捜査を行うような判決が出されたことがありました。訴訟手続は長時間に渡るため、証

拠物が保存できず信用性が失われるということがありました。先ほどのグループの意見

についてですが、他に新しい証拠が出てくる場合は問題がないと思いますが、他に補強

する証拠がなかった場合はどうするのかという問題があると思います。 

新たな証拠が出なかったとき、裁判所が判断を下す場合にどうするのかという問題が

残ります。 

先ほど申し上げた私が担当した事例については、再捜査後、検察官が提出した証拠は、

前の公判で出されたものと同じでした。 

そのため、裁判所は結局元の証拠に基づいて判決を下さなければならないということ

になりました。 

私としては、十分な検証（鑑定等）を経ずに押さえられた証拠については、証拠とし

て採用できないと思います。 

渡部 

その他少数意見について聞かせて下さい。 

セーンタヴィー（NUOL４） 

私は、違法手続によって得られた証拠物は、被疑者が犯罪を犯したことを証明するた

めの証拠として、採用できないと思います。 

刑訴１、２に根拠をおきます。 

これらの条文には、刑事訴訟は適正な規則に基づいて行わなければならないと記載さ

れています。 

そのため、違法手続により収集した証拠は、被疑者の罪状を証明するために採用する

ことにつき、十分な合理性を持っているとは言えません。 

つまり、警察が違法収集した証拠は結局違法なのであって、法律に違反した結果収集

した証拠は採用できないと考えます。 

手続が違法なので、その活動結果も当然法律に違反します。 

その違法な方法によって得られた証拠物が、被疑者の違法性を証明するためのもので

あれば、それは即ち違法な警察活動を認めることになります。 

そして、被疑者が本当に過ちを犯しているのであれば、その罪は許さず、手続の過ち

を行った警察官も罪は追求されるべきだと思います。 

ラオスの刑事訴訟法においては20条において、証拠とは何かという定義があり、 

 物的証拠 
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 文書上の証拠 

 人的証拠 

の三つに分類されています。 

どのような証拠であれ、それが法律上誤った証拠であればそれは採用できず、他の証

拠をもって裁判を行うべきだと思います。 

また、個人的な意見ですが、警察官は法に基づいて職務を行うという模範的な立場な

ので、まずその警察官から襟を正す必要があると思います。 

渡部 

意見を伺い、なぜ説が二つに分かれたのかが見えてきました。 

多数説の方は正義の実現のために証拠の散逸、隠滅は許されないとする点に重点を置

き、少数説の方は適正手続の遵守に重点を置かれていたのだと思います。 

どちらもラオス法の精神の中に含まれているものだと感じますし、人によって捉え方

の差があり、その結果このような意見となったのだろうと思います。 

法理論を語る上では非常に有益な議論だと思います。 

そして、まさにこうしたいくつかの精神をどのように調和していくかという点は、こ

れまで日本が辿ってきた経緯でもありますので、洲見先生に解説いただこうと思いま

す。 

洲見 

多数意見として刑訴法21条３項を引用されていますが、これは自白偏重防止というこ

と、また、自白がなくても他の証拠があれば有罪にできるという趣旨だと理解しました。 

これを違法収集証拠物に準用するという発想は、おそらく、有罪を示す他の証拠があ

り、かつ問題となっている違法収集証拠も有罪を裏付けるものです。 

つまり違法に収集したものの、それ自体は証拠としての信用性があり、当該証拠物を

元に裁判をしても間違いは起きないという前提で話をしているのだと思います。 

だからこそ二つに分けて、Xが有罪・無実の場合それぞれに分けて 

Xが無実の場合は証拠として採用できないが 

Xが有罪の場合は証拠採用できる 

という結果にしたのだと思います。 

これは非常に重要な視点で、間違った裁判をしないように、信頼できる証拠を採用す

るという大事なことだと思います。 

ただ、証拠について考えていただきたいのは、信頼できる証拠物かどうかだけではな

く、信頼できる証拠であってもそれを使ってよいのかどうかという視点です。 

少数説の方は証拠の信用性とは別に、証拠としての資格についての検討を加えている

のではないかと思います。 

その結果、確かに真実発見は重要な利益（要素）ですが、違法収集証拠を裁判所が採

用することは、裁判所が違法活動を容認することになるのではないか、その結果、裁判

所に対する国民の信頼を害するものになりはしないかと思います。 

これは日本やアメリカなどで「司法の廉潔性」といわれている理論です。 

さらに法令遵守を率先してやらねばならないという点が考えられます。 

もう一つの違法収集証拠の排除理由としては、将来の違法捜査の抑止があります。 

また、もう一つの理由として「権利救済」があります。 

真実発見の他にこれらの理由があるわけですが、このバランスをどのように取るかが

課題になると思います。 

日本の最高人民裁判所も1988年９月６日までは、多数意見と同じような意見だったと
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思いますが、その翌日に違法収集証拠を排除するという判決があったのです。 

ただ、先ほどから申し上げているように、真実発見の利益も極めて重要です。 

そこで、排除の要件の基準としては、単なる違法があったというだけではなく、以下

二つの要件が必要だと思います。 

① 重大な違法（令状主義の精神を没却するような重大な違法）があった場合 

これは単に令状なしに捜索差押えをしたというだけでは、その要件を満たさないとす

るものです。 

② 将来の違法捜査の抑制の見地から、証拠を排除することが相当の場合。 

この二つの要件を挙げることによって、真実発見とそれ以外の問題との調和を図るこ

とができると思います。 

以上のように、日本の最高裁判所が違法収集証拠を排除する根拠としては、将来の違

法捜査の抑制と重大な違法という要件ですが、「重大な違法」とは何かについては議論

があります。一つの有力な解釈は「司法の廉潔性」です。 

渡部 

法律上の精神を踏まえ、そのバランスを取りながら実務を行っているということを理

解していただければと思います。 

議事録には本日の議論の要点をまとめてありますので、その要点を皆さんで共有する

ことが今回のワークショップの一番の成果になると思います。 

いま議論したところが一番大事なところです。 

違法な捜索手続によって押収した証拠を裁判で用いられるかという点について 

１．真実発見の必要性 

２．適正手続で捜査を行わねばならない 

いずれもラオス法の精神として掲げられているものであり、そのどちらを重視するか

によって、 

真実発見に重きを置くと証拠として採用可能に傾き 

適正手続に重きを置くと証拠として採用付加に傾く 

という考え方ができます。 

日本においては、四つの要素を法に基づく精神として考慮しています。 

１．真実発見 

２．裁判所に対する国民の信頼 

３．被告人の権利の救済 

４．将来の違法捜査の抑制、捜査の廉潔性を確保 

こうした要素を比較衡量して、違法な手続で収集された証拠については証拠として採

用できないとされています。 

以上が今回の収穫だと思います。私としては非常に大きな収穫であったと思います。

これが本当にスタートなので、今後これを使って理論を構築していきたいと思います。

道は長いですが、これからも頑張っていきましょう。 
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第６章 Ｒ/Ｄの締結 
 

詳細計画調査の結果を踏まえ、関係４機関とラオス事務所の協議のもと、2010 年６月に

Ｒ/Ｄが締結され（添付資料６）、同年７月に「法律人材育成強化プロジェクト」が開始さ

れた。 
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